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１．国民の皆様へ

(1) 農林水産消費安全技術センターについて

「食」は私たちの命の源であり、食の安全と消費者の信頼を確保するためには、

科学的知見に基づく行政の推進が重要となっています。

このため、肥料、農薬、飼料といった農業生産に欠かせない生産資材の安全性の

確保と適正な使用を始めとして、食品の生産から消費までの各段階における安全性

の確保や適正な表示など、「農場から食卓まで」のフードチェーンを通じた取組が求

められています。

このような中、独立行政法人農林水産消費安全技術センター（以下「FAMIC」とい

う。）では、科学的手法による検査・分析により、フードチェーンを通じた食の安全

と消費者の信頼の確保に技術で貢献することを使命として、食品や農業生産資材に

関する専門的知見や技術を結集し、農林水産省の行政と一体となって検査等の業務

を行うことにより、食品の生産から消費に至る各段階でのリスクの低減と、消費者

の信頼の確保に取り組んでいます。

(2) 平成21年度の主な業務の取組・成果について

平成21年度は、5月に議員立法によりJAS法が改正され、原産地表示の偽装に対す

る直罰規定等が導入されるとともに、9月の消費者庁設置に伴うJAS法改正により、

品質表示基準の制定・改正や、不適正表示に対する指示に従わない事業者への命令

は内閣総理大臣が行うこと等、FAMICの食品表示監視業務に密接に関係する制度の改

正が行われました。

また、ペットフードの安全性の確保を目的とした「愛がん動物用飼料の安全性の

確保に関する法律」（ペットフード安全法）が施行され、関連事業者に対するFAMIC

の立入検査等の業務が新たに始まりました。

このような中、FAMICでは関係法令等に基づき、平成21年度においてもその業務の

的確な実施に努めましたが、その中で特徴的な取組と成果を挙げると以下のとおり

です。

① 平成21年6月に施行されたペットフード安全法に基づき、12月から、農林水産大

臣の指示を受けてペットフードの製造事業場等に対する立入検査及びペットフー

ドの集取を行い、その結果を速やかに農林水産大臣へ報告しました。

② 平成20年6月、米国農務省は、我が国の有機JAS規格の認定制度について、米国

で「有機」と表示するために必要な「米国国家有機計画の技術的基準」（NOP基準）

に適合することを認証しました。これを受け、農林水産省とFAMICが協力して我が

国でNOP基準を運用するための体制整備を行い、平成21年11月からNOP基準に基づ

く認証機関の認定申請の受付が開始され、申請する機関がNOP基準に適合している

かどうかの審査をFAMICが適切に行いました。

③ 平成21年11月、カナダ産の飼料用アマに未承認遺伝子組換えアマの混入が疑わ

れる事案が発生し、農林水産大臣の指示を受けて飼料の製造事業場に立入検査を
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実施しました。収去した試料については、飼料検査部門が食品検査部門と連携し

て迅速にDNA検査を実施し、その結果を農林水産大臣に報告しました。

④ 近年、有機農産物のJAS規格では認められていない化学的処理が施された肥料等

の農業生産資材が「有機適合資材」として販売されるケースがありますが、生産

現場等において直ちに使用の可否を判断することが難しい場合が多いため、FAMIC

の有する有機JAS規格と肥料検査の知見を活用して、第三者が有機JAS規格への適

合性を判断し、有機農産物関係者からの個別の問い合わせにも対応できる仕組み

について検討しました。

⑤ 前作に使用された農薬の土壌残留に伴う後作の作物中への残留農薬に係るリス

ク低減に資するため、農薬検査と食品検査の知見を活用して土壌残留性の高い農

薬の作物残留に係るデータの蓄積に引き続き取り組みました。

⑥ FAMICは、長年にわたる飼料の検査実績や高い分析能力が評価され、平成21年5

月、動物衛生及び人畜共通感染症等に関する国際機関である国際獣疫事務局（OIE)

から「飼料の安全と分析分野」では世界で唯一のコラボレーティング・センター

に指定されました。これを受け、飼料の安全や分析等の国内外の情報を収集・整

理し、提供する等の活動を行いました。

⑦ はちみつやそばを始めとする食品の偽装表示やJASマークの不正使用等の事案に

ついては、農林水産省や地方自治体と協力して立入検査等を行うなど、関係機関

と連携して対応しました。

⑧ 近年、増産が期待される飼料用米について、農林水産省の依頼を受け、残留農

薬のリスク管理に資するデータを収集するための各種試験の設計等に関する技術

的支援を適切に行いました。

(3) 独立行政法人の整理合理化計画への対応について

平成19年12月24日に閣議決定された独立行政法人の整理合理化計画への対応につ

いては、平成21年度に次の取組を実施しました。

① 独立行政法人国民生活センターとは、全国消費生活情報ネットワーク・システ

ム（PIO-NET）の端末を適切に運用することにより、情報の共有化を図るとともに、

研修会、講習会への講師派遣等について連携を図りました。

② 平成20年度をもって大阪・岡山の両事務所を廃止し、平成21年4月に神戸センタ

ーへ統合しました。また、小樽事務所については、検査等業務に支障が生じない

よう留意しつつ、計画的に廃止の準備を進め、同事務所を平成21年度末に廃止し、

その機能を札幌に移転しました。

③ アウトソーシングを実施し業務を効率的に行うとともに、FAMICにおける内部統

制の現状分析を行い、内部統制機能を一層強化するための取組を推進しました。

④ 随意契約については、すでに原則として一般競争入札とするよう見直しを行っ

ており、随意契約によることができる額の限度額等については国と同じ基準とし

ています。また、農林水産大臣の指示により契約監視委員会を設置し、契約状況

の点検・見直しについて審議を行いました。
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(4) 今後の取組について

平成19年4月に農林水産消費技術センター、肥飼料検査所及び農薬検査所が統合し、

FAMICとして発足以来3年が経過しました。この間、基準値を超えて有害成分を含有

する汚泥肥料、未承認の遺伝子組換え農産物の混入が疑われる輸入飼料原料、食品

表示の偽装事案等、食の安全と消費者の信頼を損なう事案が相次いで発生し、その

都度、的確で迅速な対応が求められてきました。

こうした数々の事案に対してFAMICは、食の安全と消費者の信頼に技術で貢献する

法人として、食品・肥飼料・農薬の各部門がもつ技術力やマンパワーを結集して総

合力を発揮しつつ、農林水産省の行政と一体となって効率的かつ効果的に業務を推

進して参りました。

FAMICは、役職員一同その果たすべき役割を十分に認識し、引き続き高い使命感と

倫理観を持って的確に業務を推進して参ります。

さらに、今後とも検査・分析に関する技術・能力の向上に不断に取り組むととも

に、分析の精度管理を的確に実施することにより、業務の一層の品質向上を図って

参ります。

平成22年度は現行中期目標期間の最終年度であり、次期中期目標に向けての事務

・事業の見直し、中期計画の策定等を行う重要な年度であります。FAMICとしては現

行中期目標を確実に達成するとともに、事務・事業の見直しに総力を上げて取組ん

で参りますので、国民の皆様のご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。

２．基本情報

(1) 法人の概要

① 法人の目的

FAMICは、農林水産物、飲食料品及び油脂の品質及び表示に関する調査及び分析、

日本農林規格又は農林物資の品質に関する表示の基準が定められた農林物資の検

査等を行うことにより、これらの物資の品質及び表示の適正化を図るとともに、

肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材の検査等を行うことにより、

これらの資材の品質の適正化及び安全性の確保を図ることを目的としています。

（独立行政法人農林水産消費安全技術センター法（平成11年法律第183号。以下「セ

ンター法」という。）第３条）

② 業務内容

ア FAMICは、センター法第3条の目的を達成するため以下の業務を行います。

（ｱ） 農林水産物、飲食料品（酒類を除く。以下同じ。）及び油脂の品質及び表示

に関する調査及び分析並びにこれらに関する情報の提供を行うこと。

（ｲ） (ｱ）に掲げるもののほか、農林水産物、飲食料品及び油脂の消費の改善に

関する技術上の情報の収集、整理及び提供を行うこと。

（ｳ） 日本農林規格又は農林物資の品質に関する表示の基準が定められた農林物

資の検査を行うこと。
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（ｴ） 日本農林規格による農林物資の格付（格付の表示を含む。）に関する技術上

の調査及び指導を行うこと。

（ｵ） (ｳ)に規定する農林物資の品質管理及び品質に関する表示に関する技術上の

調査及び指導を行うこと。

（ｶ） (ｴ)及び(ｵ)に掲げるもののほか、(ｳ)に規定する農林物資の検査技術に関す

る調査及び研究並びに講習を行うこと。

（ｷ） 肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材の検査を行うこと。

（ｸ） 飼料及び飼料添加物の検定及び表示に関する業務を行うこと。

（ｹ） 飼料及び飼料添加物について登録検定機関が行う検定に関する技術上の調

査及び指導を行うこと。

（ｺ） 飼料及び飼料添加物の製造設備、製造管理の方法等に関する調査を行うこ

と。

（ｻ） 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

イ FAMICは、前項の業務のほか、次の業務を行います。

(ｱ) 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和25年法律第175

号）第19条の9第2項第6号の規定による検査及び同法第20条の2第1項から第3

項までの規定による立入検査

(ｲ) 肥料取締法（昭和25年法律第127号）第30条の2第1項の規定による立入検査、

質問及び収去並びに同法第33条の3第2項の規定による立入検査及び質問

(ｳ) 農薬取締法（昭和23年法律第82号）第13条の2第1項の規定による集取及び

立入検査並びに同法第15条の3第2項の規定による立入検査

(ｴ) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和28年法律第35号）

第57条第1項の規定による立入検査、質問及び収去

(ｵ) 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 （平成20年法律第83号）

第13条第1項の規定による立入検査、質問及び集取

(ｶ) 地力増進法（昭和59年法律第34号）第17条第1項の規定による立入検査

(ｷ) 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法

律（平成15年法律第97号）第32条第1項の規定による立入り、質問、検査及び

収去
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③ 沿革

（旧センター関係）

平成 3 年4月 農林水産省農林規格検査所から農林水産省農林水産消費技術

センターに改組

平成13年4月 独立行政法人農林水産消費技術センターとして設立

（旧肥飼検関係）

昭和38年1月 農林省肥料検査所と農林省飼料検査所が統合して農林省肥飼

料検査所となる

平成13年4月 独立行政法人肥飼料検査所として設立

（旧農薬検関係）

昭和22年6月 農林省農薬検査所設置

平成13年4月 独立行政法人農薬検査所として設立

平成19年4月 上記旧３法人を統合して独立行政法人農林水産消費安全技術

センターとして設立

④ 設立根拠法

独立行政法人農林水産消費安全技術センター法（平成11年法律第183号）

⑤ 主務大臣（主務省所管課等）

農林水産大臣（農林水産省消費・安全局総務課、表示・規格課、農産安全管

理課、畜水産安全管理課）
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⑥ 組織図

平成22年3月31日現在

有 用 生 物 安 全 検 査 課

業 務 監 査 室

技 術 研 究 課

肥 料 管 理 課

理 事 長

飼 料 鑑 定 第 一 課

肥 飼 料 安 全 検 査 部

人 事 課

品 質 保 証 課

国 際 課

広 報 室

規 格 検 査 課

鑑 定 課

表 示 指 導 課

分 析 調 査 課

微 量 物 質 検 査 課

上 席 検 査 技 術 研 究 官

審 査 官

表 示 監 視 部

消 費 安 全 情 報 部

規 格 検 査 部

表 示 監 視 官

業 務 調 査 課

上 席 表 示 監 視 官

情 報 管 理 課

交 流 推 進 課

交 流 技 術 課

商 品 調 査 課

企 画 調 整 部

職 員 課

小 平 総 務 分 室

企 画 調 整 課

会 計 課

管 財 課

総 務 課総 務 部

主 任 精 度 管 理 官

精 度 管 理 官

鑑 定 課

検 査 調 整 課

飼 料 管 理 課

業 務 調 査 課

農 薬 環 境 検 査 課

化 学 課

飼 料 鑑 定 第 二 課

農 薬 残 留 検 査 課

規 格 検 査 課

調 整 指 導 官

毒 性 検 査 課

消 費 安 全 情 報 課

専 門 指 導 官

生 物 課

肥 料 鑑 定 課

検 査 技 術 研 究 官

微 量 物 質 検 査 課

表 示 指 導 課

検 査 技 術 研 究 課

消 費 者 情 報 専 門 官

精 度 管 理 官

理 事

非 常 勤 監 事

監 事

農 薬 検 査 部

横 浜 事 務 所
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精 度 管 理 官

総 務 課

札 幌 セ ン タ ー 総 務 課

肥 飼 料 検 査 課

小 樽 事 務 所

表 示 指 導 課

主 任 精 度 管 理 官

鑑 定 課

肥 料 検 査 課

消 費 安 全 情 報 課

規 格 検 査 課

肥 飼 料 検 査 課

精 度 管 理 官

規 格 検 査 課

表 示 指 導 課

微 量 物 質 検 査 課

表 示 指 導 課

名 古 屋 セ ン タ ー

神 戸 セ ン タ ー

消 費 安 全 情 報 課

規 格 検 査 課

微 量 物 質 検 査 課

表 示 指 導 課

肥 料 検 査 課

飼 料 検 査 課

精 度 管 理 官

会 計 課

総 務 課

消 費 安 全 情 報 課

総 務 課

肥 料 検 査 課

飼 料 検 査 課

精 度 管 理 官

飼 料 検 査 課

消 費 安 全 情 報 課
規 格 検 査 課

微 量 物 質 検 査 課

表 示 監 視 官

消 費 安 全 情 報 課

規 格 検 査 課

鑑 定 課

次 長

微 量 物 質 検 査 課

表 示 指 導 課

総 務 課

技 術 研 究 課

上 席 表 示 監 視 官
精 度 管 理 官

    門 司 事 務 所 　　

福 岡 セ ン タ ー

次 長

次 長

仙 台 セ ン タ ー
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(2) 本部・地域センター等の住所

本 部：さいたま市中央区新都心2－1 さいたま新都心合同庁舎検査棟

農薬検査部：小平市鈴木町2－772

横浜事務所：横浜市中区北仲通5－57 横浜第2合同庁舎

札幌センター：札幌市中央区大通西10－4－1 札幌第2合同庁舎

小樽事務所：小樽市港町5－3 小樽港湾合同庁舎

仙台センター：仙台市宮城野区五輪1－3－15 仙台第3合同庁舎

名古屋センター：名古屋市中区三の丸1－2－2 名古屋農林総合庁舎2号館

神戸センター：神戸市中央区港島南町1－3－7

福岡センター：福岡市東区千早3－11－15

門司事務所：北九州市門司区西海岸1－3－10 門司港湾合同庁舎

（注）札幌センター小樽事務所（小樽市港町5－3 小樽港湾合同庁舎）は平成22年3月末日で廃止と

なりました。

(3) 資本金の状況 （単位：百万円）

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

政府出資金 10,386 － － 10,386

その他出資金 － － － －

資本金合計 10,386 － － 10,386

各計数は単位未満を四捨五入して記載しています。

(4) 役員の状況 （平成22年3月31日現在）

(5) 常勤職員の状況

常勤職員は平成22年1月1日時点において667人（前期末21人減少、3.1％減）であ

り、平均年齢は41.5歳（前期末41.4歳）となっています。このうち、国等からの出

向者は101人、他の独立行政法人（旧３法人は除く）からの出向者は4人です。

（注）常勤職員数は平成22年１月１日現在国会報告データによる。

役職 氏名 任期 担当 経歴
理事長 吉羽雅昭 自　平成20年 4月 1日 元　学校法人東京農業大学

至　平成23年 3月31日

理事 戸谷　亨 自　平成21年 4月 1日 昭和50年 4月　農林省採用

至　平成23年 3月31日 平成15年10月　独立行政法人農畜産業振興機構総括調整役

（再任） 平成17年 4月　独立行政法人農林水産消費技術センター理事長

理事 杉浦勝明 自　平成21年 4月 1日 昭和53年 4月　農林省採用

至　平成23年 3月31日 平成17年10月　消費・安全局畜水産安全管理課長

（再任）

理事 阪本　剛 自　平成21年 4月 1日 昭和47年 4月　農林省採用

至　平成23年 3月31日 平成16年 4月　独立行政法人農薬検査所検査部長

（再任）

監事 小山武文 自　平成21年 4月 1日 昭和45年 4月　農林省採用

至　平成23年 3月31日 平成19年 4月　独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

　　　　　　　東北農業研究センター企画管理部審議役

監事 碓井憲男 自　平成21年 4月 1日 現　公認会計士

（非常勤） 至　平成23年 3月31日

（再任）

総合調整・食
品等検査担当

評価・肥飼料
検査担当

農薬検査担当
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３．簡潔に要約された財務諸表

以下の計数は単位未満を四捨五入しており、合計が一致しない場合があります。

①　貸借対照表（平成22年3月31日現在）

（単位：百万円）

金額 金額
流動資産 2,006 流動負債 1,943

現金・預金等 1,976 運営費交付金債務 1,523
その他 30 その他 421

固定資産 10,584 固定負債 1,250
有形固定資産 10,569 資産見返負債 1,219
その他 15 その他 31

負債合計 3,193
金額

資本金 10,386
政府出資金 10,386

資本剰余金 △ 1,072
利益剰余金 82
純資産合計 9,396

資産合計 12,589 負債純資産合計 12,589

資産の部 負債の部

純資産の部

②　損益計算書（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

（単位：百万円）
金額

経常費用（Ａ） 7,041
調査指導業務費 5,693

人件費 4,285
減価償却費 304
その他 1,105

一般管理費 1,346
人件費 1,062
減価償却費 26
その他 258

財務費用 1
経常収益（Ｂ） 7,064

運営費交付金収益 6,625
事業収益等自己収入 86
その他 353

臨時損益（Ｃ） 0
その他調整額（Ｄ） 0

当期総利益（Ｂ－Ａ＋Ｃ＋Ｄ） 24
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Ⅰのうち損益計算書上の費用（臨時損失を除く。）事業費用の国民一人あたりセグメント費用

(1)肥料及び土壌改良資材関係経費 4.5円 （事業費用） 576,247,291円

(2)農薬関係経費 5.2円 〃 664,527,846円

(3)飼料及び飼料添加物関係経費 5.9円 〃 750,258,801円

(4)食品等の調査、分析、情報提供業務関係経費 11.0円 〃 1,397,460,166円

(5)農林物資の検査、指導業務関係経費 15.5円 〃 1,980,564,449円

(6)農林物資の調査研究、講習業務関係経費 2.5円 〃 323,954,808円

(7)一般管理費（共通経費） 10.6円 〃 1,347,654,371円

④　行政サービス実施コスト計算書（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

（単位：百万円）
金額

Ⅰ　業務費用 7,122
損益計算書上の費用 7,211
　（控除）事業収入等自己収入 △ 89

　（その他の行政サービス実施コスト）

Ⅱ　損益外減価償却相当額 453
Ⅲ　損益外減損損失相当額 13
Ⅳ　損益外固定資産除却相当額 9
Ⅴ　引当外賞与見積額 △ 74
Ⅵ　引当外退職給付増加見積額 164
Ⅶ　機会費用 701
Ⅷ　行政サービス実施コスト 8,388

〈注〉国民一人あたりの行政サービス実施コスト　65.8円
行政サービス実施コスト8,388,363,701円／127,515　千人

総務省統計局公表の人口推計月報平成21年12月1日確定値
(127,515千人)によっています。

③　キャッシュ・フロー計算書（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

（単位：百万円）
金額

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー（Ａ） 583
人件費支出 △ 5,646
運営費交付金収入 7,544
事業収益等自己収入 113
その他収入・支出 △ 1,428

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー（Ｂ） △ 82
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー（Ｃ） △ 18
Ⅳ　資金増加高（Ｄ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 483

Ⅴ　資金期首残高（Ｅ） 1,493

Ⅵ　資金期末残高（Ｄ＋Ｅ） 1,976
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■ 財務諸表の科目

① 貸借対照表

現金・預金等 ：預金

有形固定資産 ：土地、建物、機械及び装置、車両、工具など独立行政法人

が長期にわたって使用または利用する有形の固定資産

その他（固定資産）：有形固定資産以外の長期資産で、特許権など具体的な形

態を持たない無形固定資産等が該当

運営費交付金債務：独立行政法人の業務を実施するために国から交付され

た運営費交付金のうち、未実施の部分に該当する債務残高

政府出資金 ：国からの出資金であり、独立行政法人の財産的基礎を構成

資本剰余金 ：国から交付された施設費などを財源として取得した資産

で独立行政法人の財産的基礎を構成するもの

利益剰余金 ：独立行政法人の業務に関連して発生した剰余金の累計額

② 損益計算書

調査指導業務費：独立行政法人の業務に要した費用

人件費 ：給与、賞与、法定福利費等、独立行政法人の職員等に要す

る経費

減価償却費 ：業務に要する固定資産の取得原価をその耐用年数にわたっ

て費用として配分する経費

財務費用 ：利息の支払に要する経費

運営費交付金収益：国からの運営費交付金のうち、当期の収益として認識し

た収益

事業収益等自己収入：手数料収入、受託収入などの収益

臨時損益 ：固定資産の売却損益又は、除却損が該当

固定資産撤去損：旧神戸センター土壌改良工事及び旧大阪、旧岡山事務所

原状回復工事に要した経費

その他調整額 ：前期中期目標期間繰越積立金の取崩額が該当

③ キャッシュ・フロー計算書

業務活動によるキャッシュ・フロー：独立行政法人の通常の業務の実施に

係る資金の状態を表し、サービスの提供等による収入、原材

料、商品又はサービスの購入による支出、人件費支出等が該

当

投資活動によるキャッシュ・フロー：将来に向けた運営基盤の確立のため

に行われる投資活動に係る資金の状態を表し、固定資産の
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取得・売却等による収入・支出や施設整備費補助金の交付

による収入が該当

財務活動によるキャッシュ・フロー：リース債務の返済額が該当

④ 行政サービス実施コスト計算書

業務費用 ：独立行政法人が実施する行政サービスのコストのうち、独

立行政法人の損益計算書に計上される費用

損益外減価償却相当額：償却資産のうち、その減価に対応すべき収益の獲得

が予定されないものとして特定された資産の減価償却費相

当額（損益計算書には計上していないが、累計額は貸借対照

表に記載している）

損益外減損損失相当額：独立行政法人が中期計画等で想定した業務を行っ

たにもかかわらず生じた減損損失相当額（損益計算書には

計上していないが、累計額は貸借対照表に記載している。ま

た、資産見返負債に係る資産については、損益計算書には計

上していないが、附属明細書に記載している。）

損益外固定資産除売却相当額：償却資産のうち、その減価に対応すべき収益

の獲得が予定されないものとして特定された資産の除売却

相当額（損益計算書には計上していないが、累計額、除売却

差額は貸借対照表に記載している）

引当外賞与見積額：財源措置が運営費交付金により行われることが明らか

な場合の賞与引当金見積額（損益計算書には計上していな

いが、仮に引き当てた場合に計上したであろう賞与引当金

見積額を貸借対照表に注記している）

引当外退職給付増加見積額：財源措置が運営費交付金により行われること

が明らかな場合の退職給付引当金増加見積額（損益計算書

には計上していないが、仮に引き当てた場合に計上したで

あろう退職給付引当金見積額を貸借対照表に注記している）

機会費用 ：国又は地方公共団体の財産を無償又は減額された使用料

により賃貸した場合の本来負担すべき金額などが該当

４．財務情報

(1) 財務諸表の概況

① 経常費用、経常収益、当期総損益、資産、負債、キャッシュ･フローなどの主要

な財務データの経年比較・分析（内容・増減理由）

（経常費用）

平成21年度の経常費用は7,041百万円と、前年度比394百万円減（5.3％減）
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となっています。これは、人員削減に伴う人件費の前年度比345百万円減

（6.1％減）、が主な要因です。

（経常収益）

平成21年度の経常収益は7,064百万円と、前年度比395百万円減（5.3％減）

となっています。これは、運営費交付金を財源とした神戸センター旧庁舎土

壌改良工事並びに大阪及び岡山事務所の原状回復工事等固定資産の撤去等

に伴う経費161百万円に対応する運営費交付金収益を臨時利益に計上してい

ること等により、損益計算書に計上した費用が減少したことから、費用進行

基準による運営費交付金収益への振替額が前年度比371百万円減（5.3％減）

となったことが主な要因です。

（当期総損益）

平成21年度の当期総利益は24百万円と、前年度比1百万円減（5.1％減）と

なっています。これは、事業収益が10百万円減となっていますが、一方、見

合い支出が8百万円減となったことが主な要因です。

（資産）

平成21年度末現在の資産合計は12,589百万円と、前年度末比313百万円減

（2.4％減）となっています。これは、減価償却等により有形固定資産が前年

度比235百万円減（2.2％減）となったこと、現金及び預金の483百万円増と未

収金568百万円減の差により流動資産が86百万円減となったことが主な要因

です。

（負債）

平成21年度末現在の負債合計は3,193百万円と、前年度末比39百万円増

（1.2％増）となっています。これは、未払金が365百万円減（49.4％減）と

なっているが人件費等運営費交付金債務残高が259百万円増となったこと、

前年に比べ運営費交付金を財源とした資産の取得が多かったため、資産見返

運営費交付金が183百万円増（18.6％増）となったことが主な要因です。

（業務活動によるキャッシュ・フロー）

平成21年度の業務活動によるキャッシュ・フローは583百万円と、前年度

比55百万円増（10.4％増）となっています。これは、運営費交付金収入が前

年度比11百万円減（0.1％減）となっているが、その他の業務支出が前年度比

68百万円減（4.5％減）となったことが主な要因です。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

平成21年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△82百万円と、前年度

比812百万円の収入増（前期は894百万円の支出）となっています。これは前

年度に比べ施設費による収入が減（1,174百万円の収入減）となっているが、

これに対し有形固定資産の取得による支出が減（1,755百万円の支出減）とな
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ったこと、有形固定資産の売却収入による収入が増（400百万円の収入増）と

なったこととが主な要因です。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

平成21年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△18百万円と、前年度

比4百万円増（27.0％増）となっています。この財務活動は全額リース債務の

返済分であり、リース債務が減となったことが要因です。

表 主要な財務データの経年比較

（単位：百万円）

（注）平成18年度以前は、旧３法人の決算額の合計値です。

（キャッシュ・フローに与える影響）

ⅰ 19年度業務活動

前年度廃止した２法人の運営費交付金残額の国庫納付分が減となっています。

② セグメント事業損益の経年比較・分析（内容・増減理由）

（肥料及び土壌改良資材関係経費によるセグメント情報）

このセグメントの事業損益は1百万円と、前年度比0百万円増となっており、

ほぼ前年度と同額となっています。

（農薬関係経費によるセグメント情報）

このセグメントの事業損益は△0百万円と、ほぼ前年度と同額となってい

ます。この主な要因は、講習事業の事業収益が1百万円と前年度比1百万円減

となっており、一方、見合い支出が前年度比1百万円減によるものです。

（飼料及び飼料添加物関係経費によるセグメント情報）

このセグメントの事業損益は18百万円と、前年度比1百万円増となってい

ます。この主な要因は、GMP検査手数料等事業収益は34百万円と前年度比

5百万円減となっており、一方、見合い支出が19百万円と前年度比6百万円減

によるものです。

（食品等の調査、分析、情報提供業務関係経費によるセグメント情報）

このセグメントの事業損益は△0百万円と、ほぼ前年度と同額となってい

前中期目標期間

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度
経常費用 8,006 7,603 7,640 7,435 7,041
経常収益 8,947 7,806 7,640 7,459 7,064
当期総利益 945 219 19 25 24
資産 13,740 13,792 13,962 12,903 12,589
負債 2,230 2,931 4,021 3,154 3,193
利益剰余金（又は繰越欠損金） 998 236 34 59 82
業務活動によるキャッシュ・フロー 511 164 477 528 583
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 466 △ 270 △ 194 △ 894 △ 82
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 33 △ 27 △ 27 △ 14 △ 18
資金期末残高 1,752 1,618 1,874 1,493 1,976

区分
当中期目標期間
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ます。

（農林物資の検査、指導業務関係経費によるセグメント情報）

このセグメントの事業損益は△0百万円と、ほぼ前年度と同額となってい

ます。

（農林物資の調査研究、講習業務関係経費によるセグメント情報）

このセグメントの事業損益は3百万円と、前年度比2百万円減となっていま

す。この主な要因は、講習事業の事業収益が6百万円と前年度比3百万円減と

なっており、一方、見合い支出が前年度比△0百万減によるものです。

（一般管理費（共通経費））

当該経費の事業損益は2百万円と、ほぼ前年度と同額となっています。

（注）平成18年度以前は、旧３法人の決算額の合計値です。

（著しい変動が生じている理由）

ⅰ 平成17年度は中期目標期間最終年度であり、残額を国庫納付するために運営費交付金債務を

全額収益化したため収益の変動が生じています。

ⅱ 平成18年度は廃止した２法人について、ⅰと同様に残額を国庫納付するために運営費交付金

債務を全額収益化したため収益の変動が生じています。

③ セグメント総資産の経年比較・分析（内容・増減理由）

（肥料及び土壌改良資材関係経費）

このセグメントの総資産は847百万円と、前年度比28百万円減（3.2％減）

となっています。これは、分析機器等の取得による前年度比44百万円増

（5.0％増）及び減価償却に伴う資産の80百万円減（9.1％減）が主な要因で

す。

（農薬関係経費）

このセグメントの総資産は2,188百万円と、前年度比157百万円減（6.7％

減）となっています。これは、減価償却に伴う資産の192百万円減（8.2％

減）が主な要因です。

（飼料及び飼料添加物関係経費）

このセグメントの総資産は797百万円と、前年度比59百万円増（7.9％増）

表　事業損益の経年比較（セグメント情報）

（単位：百万円）
前中期目標期間

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度
肥料及び土壌改良資材関係経費 103 60 △ 7 0 1
農薬関係経費 101 28 △ 2 0 △ 0
飼料及び飼料添加物関係経費 117 65 2 16 18
食品等の調査、分析、情報提供業務関係経費 203 0 0 0 △ 0
農林物資の検査、指導業務関係経費 224 2 1 1 △ 0
農林物資の調査研究、講習業務関係経費 19 10 4 5 3
一般管理費（共通経費） 174 37 2 2 2
合　　計 941 203 0 24 23

区分
当中期目標期間
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となっています。これは、愛がん動物用飼料検査室の設備の整備及び分析機

器等の取得による前年度比161百万円増（21.8％増）並びに減価償却に伴う資

産の101百万円減（13.7％減）が主な要因です。

（食品等の調査、分析、情報提供業務関係経費）

このセグメントの総資産は952百万円と、前年度比89百万円減（8.5％減）

となっています。これは、札幌センター（道新北ビル庁舎）の設備の整備及

び分析機器等の取得による前年度比73百万円増（7.0％増）並びに減価償却に

伴う資産の121百万円減（11.6％減）が主な要因です。

（農林物資の検査、指導業務関係経費）

このセグメントの総資産は1,393百万円と、前年度比142百万円減（9.2％

減）となっています。これは、札幌センター（道新北ビル庁舎）の設備の整

備及び分析機器等の取得による前年度比60百万円増（3.9％増）並びに減価償

却に伴う資産の136百万円減（8.9％減）が主な要因です。

（農林物資の調査研究、講習業務関係経費）

このセグメントの総資産は288百万円と、前年度比43百万円増（17.5％増）

となっています。これは、札幌センター（道新北ビル庁舎）の設備の整備及

び分析機器等の取得による前年度比70百万円増（28.6％増）並びに減価償却

に伴う資産の43百万円減（17.6％減）が主な要因です。

（一般管理費（共通経費））

当該経費の総資産は6,123百万円と、前年度比1百万円増（0.0％増）となっ

ています。これは、札幌センター（道新北ビル庁舎）の設備の整備により前

年度比144百万円増（2.4％増）となったものの、減価償却に伴い資産が112百

万円減（1.8％減）となったことが主な要因です。

（注）平成18年度以前は、旧３法人の決算額の合計値です。

（著しい変動が生じている理由）

19年度の農薬関係経費の減額については、旧農薬検1本のセグメントでしたので、統合に伴

表　総資産の経年比較（セグメント情報）

（単位：百万円）
前中期目標期間

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度
肥料及び土壌改良資材関係経費 685 661 976 876 847
農薬関係経費 5,956 5,792 2,515 2,345 2,188
飼料及び飼料添加物関係経費 517 492 817 739 797
食品等の調査、分析、情報提供業務関係経費 1,427 1,394 1,180 1,041 952
農林物資の検査、指導業務関係経費 1,275 1,296 1,535 1,535 1,393
農林物資の調査研究、講習業務関係経費 158 170 253 245 288
一般管理費（共通経費） 3,723 3,987 6,687 6,121 6,123
合　　計 13,740 13,792 13,962 12,903 12,589

区分
当中期目標期間
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い農薬関係経費から一般管理費（共通経費）を区分し再整理したため変動が生じています。

④ 目的積立金の申請、取崩内容等

目的積立金はありません。

また、前中期目標期間からの繰越積立金1,326,096円は、前中期目標期間及び

当中期目標期間に生じた自己財源で取得した償却資産の簿価(減価償却費充当)

であり、平成21年度発生額（331,440円）を取り崩し、当該費用としました。

⑤ 行政サービス実施コスト計算書の経年比較・分析（内容・増減理由）

平成21年度の行政サービス実施コストは8,388百万円と、前年度比2,163百万円

減（20.5％減）となっています。これは、平成20年度の神戸センター旧庁舎等の

廃止に伴う資産の除却により損益外固定資産除売却相当額が前年度比1,625百万

円減となったことが主な要因です。

（注）平成18年度以前は、旧３法人の決算額の合計値です。

(2) 施設等投資の状況（重要なもの）

① 当事業年度中に完成した主要施設等

札幌センター（道新北ビル庁舎）改修工事（工事費 167百万円）

愛がん動物用飼料検査室設置工事（工事費 33百万円）

② 当事業年度中に処分した主要施設等

小樽事務所の機械及び装置等の除却（取得価格100百万円、減価償却累計額

89百万円、除却損11百万円）

大阪事務所、岡山事務所の設備の処分（取得価格72百万円、減価償却累計

額23百万円、減損損失額48百万円）

③ 翌事業年度に処分を予定している主要施設等

小樽事務所が入居していた小樽港湾合同庁舎解体撤去工事

表　行政サービス実施コストの経年比較

（単位：百万円）
前中期目標期間

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２1年度
業務費用 7,891 7,493 7,542 7,325 7,122
　　　うち損益計算書上の費用 8,013 7,610 7,647 7,465 7,211
　　　うち自己収入 △ 122 △ 117 △ 105 △ 140 △ 89
損益外減価償却相当額 462 441 435 618 453
損益外減損損失相当額 － 5 － 48 13
損益外固定資産除売却相当額 3 13 13 1,634 9
引当外賞与見積額 － － 2 51 △ 74
引当外退職給付増加見積額 △ 376 △ 184 128 74 164
機会費用 617 917 819 801 701
行政サービス実施コスト 8,596 8,685 8,939 10,552 8,388

区分
当中期目標期間



18

(3) 予算・決算の概況

（単位：百万円）

（注）平成18年度以前は、旧３法人の決算額の合計値です。

（予算額と決算額との乖離理由）

＊A：平成18年度以降、国等の委託費は競争入札の実施が原則となったことから、予算計画では

予算額を計上していません。

＊B、＊C：愛がん動物用飼料検査業務等に対応するため、実行配分を予算額に比べて大幅に変更しま

した。具体的には、農林物資の検査、指導業務関係経費（＊C）の効率的な執行による節減

等を行い、経費を飼料及び飼料添加物関係経費（＊B）に振り向けました。

(4) 経費削減及び効率化目標との関係

当法人においては、業務運営の効率化による経費の抑制として、各事業年度の人

件費を除く運営費交付金で行う事業について、少なくとも対前年度比で一般管理費

を3％、業務経費を1％抑制することを目標としています。（平成17年度以前は人件費

を除く運営費交付金で行う事業全体で対前年度比1％抑制することを目標としてい

ました。）

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 差額理由

収入

  運営費交付金 7,957 7,957 8,166 8,166 7,858 7,858 7,555 7,555 7,544 7,544
  施設整備費補助金 109 59 136 607 731 752 775 1,380 134 111
　食の安全・消費者の信頼確保対策事業費補助金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
　無利子借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  受託収入 20 71 0 61 0 48 0 74 0 33 *Ａ
  諸収入 25 52 36 57 36 57 36 66 28 57
　　検査手数料収入 5 2 8 2 8 1 8 1 3 2
　　検定手数料収入 20 40 24 36 21 17 21 18 21 11
　　その他の収入 0 10 4 19 7 39 7 46 4 44
　神戸庁舎・土地売却収入 0 0 0 0 0 0 380 400 0 0
　前年度よりの繰越金 336 336 0 0 0 0 485 485 343 343

計 8,447 8,475 8,338 8,892 8,625 8,716 9,231 9,960 8,049 8,104
支出

　業務経費 1,116 1,194 1,051 1,083 1,040 1,028 1,182 946 1,025 1,038
　　生産段階の安全性等確保関係経費 467 540 423 479 418 412 505 375 413 491
　　　肥料及び土壌改良資材関係経費 109 119 91 107 90 91 89 94 89 95
      農薬関係経費 188 221 183 182 181 169 179 127 178 137
　　　飼料及び飼料添加物関係経費 170 199 150 190 148 152 237 155 146 259 *Ｂ
　　農林水産物の品質及び表示適正化関係経費 650 654 628 604 621 616 676 570 613 547

食品等の調査、分析、情報提供業務関係経費 418 421 407 332 403 263 460 246 262 249
      農林物資の検査、指導業務関係経費 168 168 159 195 157 267 156 239 266 175 *Ｃ
      農林物資の調査研究、講習業務関係経費 63 65 63 78 62 85 61 86 85 123
　　施設整備費 122 81 147 617 731 752 775 1,380 134 111
　　食の安全・消費者の信頼確保対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
　　受託経費 20 71 0 61 0 49 0 75 0 33 *Ａ
　一般管理費 786 745 772 726 748 674 871 705 1,121 1,004
　人件費 6,403 6,030 6,367 5,691 6,106 5,763 6,024 5,615 5,769 5,275
　神戸センター新庁舎移転関連経費 0 0 0 0 0 0 380 400 0 0

計 8,447 8,121 8,338 8,178 8,625 8,266 9,231 9,122 8,049 7,478

区分 ２０年度 ２１年度１７年度 １８年度 １９年度
前中期目標期間 当中期目標期間
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（単位：百万円、％）

＊ア 保有自動車の削減、経費の節減、一括発注等による調達の効率化等を図りました。

＊イ 機器整備の減、経費の節減、一括発注による調達の効率化等を図りました。

更に、平成19年度の３法人統合後においては、法人全体として、管理部門等の効

率化を行い、統合メリットを発現することにより、中期目標期間の最終年度におい

て、平成18年度予算における一般管理費比で10％相当額を抑制することを目標とし

ています。この目標を達成するため、本年度は平成18年度予算における一般管理費

比で6.0％相当額の抑制を講じているところであり、具体的には統合に伴う管理部

門の効率化を図ることにより人件費を抑制しています。

（単位：百万円）

５．事業の説明

(1) 財源構造

当法人の経常収益は7,064百万円で、その内訳は、運営費交付金収益6,625百万円

（収益の93.8％）、検査・検定手数料収入等事業収益54百万円（0.8％）、受託事業収

益33百万円（0.5％）、その他諸収入40百万円（0.6％）のほかに資産見返運営費交付

金戻入293百万円（4.2％）及び資産見返物品受贈額戻入17百万円（0.2％）となって

います。これを事業別に区分すると下表のとおりとなっています。

削減額 比率 削減額 比率 削減額 比率 削減額 比率 削減額 比率 差額理由
（平成１７年度以前）

消費技術センター △ 28 △ 2.4
肥飼料検査所 △ 15 △ 3.1
農薬検査所 △ 10 △ 3.2
（平成１８年度～）

一般管理費 △ 27 △ 3.7 △ 40 △ 5.8 △ 21 △ 3.3 ＊ア
   消費技術センター △ 16 △ 3.0
   肥飼料検査所 △ 8 △ 4.5
   農薬検査所 △ 3 △ 3.6
業務経費 △ 60 △ 5.8 △ 29 △ 3.0 △ 57 △ 6.0 ＊イ
   消費技術センター △ 36 △ 5.6
   肥飼料検査所 △ 19 △ 6.7
   農薬検査所 △ 39 △ 8.2

区分 １７年度 １９年度 ２１年度１８年度 ２０年度
前中期目標期間 当中期目標期間

金額 比率 削減額 比率 削減額 比率 削減額 比率
運営費交付金
   うち人件費 772 100% 12 1.5% 23 3.0% 46 6.0%

２０年度区分 １９年度平成１８年度予算額

当中期目標期間
２１年度
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（単位：百万円）

①　生産段階の安全性等確保関係事業

ア　肥料及び土壌改良資材関係事業

２1年度決算額
（Ⅰ）

当該事業収益に占め
る割合   （Ⅰ/Ⅱ）

運営費交付金収益 527 91.3%

事業収益（標準試料収入等） 1 0.2%

受託調査研究収益 0 0.0%

補助金等収益 17 3.0%

施設費収益 2 0.3%

資産見返運営費交付金戻入 28 4.9%

資産見返物品受贈額戻入 2 0.3%

合計（Ⅱ） 577

イ　農薬関係事業

２1年度決算額
（Ⅰ）

当該事業収益に占め
る割合   （Ⅰ/Ⅱ）

運営費交付金収益 622 93.7%

事業収益（講習事業収入） 1 0.1%

受託調査研究収益 0 0.0%

施設費収益 2 0.3%

資産見返運営費交付金戻入 39 5.9%

資産見返物品受贈額戻入 0 0.0%

合計（Ⅱ） 664

ウ　飼料及び飼料添加物関係事業

２1年度決算額
（Ⅰ）

当該事業収益に占め
る割合   （Ⅰ/Ⅱ）

運営費交付金収益 669 87.1%

事業収益（検定手数料収入等） 45 5.8%

受託調査研究収益 7 0.9%

施設費収益 3 0.4%

資産見返運営費交付金戻入 42 5.5%

資産見返物品受贈額戻入 2 0.3%

合計（Ⅱ） 768

②　農林水産物の品質及び表示適正化関係事業

ア　食品等の調査、分析、情報提供業務関係事業

（ｱ）　ＪＡＳ規格等見直し関係事業

２1年度決算額
（Ⅰ）

当該事業収益に占め
る割合   （Ⅰ/Ⅱ）

運営費交付金収益 251 94.3%

事業収益（分析検査収入） 1 0.4%

受託調査研究収益 9 3.4%

施設費収益 1 0.4%

資産見返運営費交付金戻入 4 1.5%

資産見返物品受贈額戻入 0 0.0%

合計（Ⅱ） 266

財源

財源

財源

財源
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（単位：百万円）

(ｲ)　情報提供関係事業

２１年度決算額
（Ⅰ）

当該事業収益に占め
る割合   （Ⅰ/Ⅱ）

運営費交付金収益 542 98.7%

受託調査研究収益 0 0.0%

施設費収益 2 0.4%

資産見返運営費交付金戻入 5 0.9%

資産見返物品受贈額戻入 0 0.0%

合計（Ⅱ） 549

(ｳ)　リスク管理のための有害物質分析関係事業

２１年度決算額
（Ⅰ）

当該事業収益に占め
る割合   （Ⅰ/Ⅱ）

運営費交付金収益 512 88.0%

受託調査研究収益 0 0.0%

施設費収益 2 0.3%

資産見返運営費交付金戻入 63 10.8%

資産見返物品受贈額戻入 5 0.9%

合計（Ⅱ） 582

イ　農林物資の検査、指導業務関係事業

(ｱ)　表示監視関係事業

２１年度決算額
（Ⅰ）

当該事業収益に占め
る割合   （Ⅰ/Ⅱ）

運営費交付金収益 1,210 96.1%

施設費収益 5 0.4%

資産見返運営費交付金戻入 41 3.3%

資産見返物品受贈額戻入 3 0.2%

合計（Ⅱ） 1,259

(ｲ)　登録認定機関等技術上の調査・定期的調査関係事業

２１年度決算額
（Ⅰ）

当該事業収益に占め
る割合   （Ⅰ/Ⅱ）

運営費交付金収益 702 97.2%

受託調査研究収益 0 0.0%

施設費収益 3 0.4%

資産見返運営費交付金戻入 15 2.1%

資産見返物品受贈額戻入 2 0.3%

合計（Ⅱ） 722

財源

財源

財源

財源
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(2) 財務データ及び業務実績報告書と関連付けた事業説明

① 生産段階の安全性等確保関係事業

ア 肥料及び土壌改良資材関係事業

この事業は、肥料取締法に基づき肥料の品質等を保全し、その公正な取引と

安全な施用を図るため、肥料の登録調査、立入検査等に関する業務を行うとと

もに、地力増進法に基づき土壌改良資材の品質に関する表示の適正化のため、

土壌改良資材に係る立入検査等に関する業務を行う事業です。

事業の財源は、運営費交付金（平成21年度527百万円）、補助金収益（平成

21年度17百万円）のほか資産見返運営費交付金戻入（平成21年度28百万円）等

となっています。

事業に要する費用は、人件費、事務費等469百万円、分析機器等の整備費、検

査用試薬代、検査旅費等の事業費73百万円及び減価償却費33百万円となってい

ます。

イ 農薬関係事業

この事業は、農薬取締法に基づき農薬の品質の適正化及びその安全性の確保

（単位：百万円）

ウ　農林物資の調査研究、講習業務関係事業

(ｱ)　調査研究関係事業

２１年度決算額
（Ⅰ）

当該事業収益に占め
る割合   （Ⅰ/Ⅱ）

運営費交付金収益 194 79.5%

受託調査研究収益 17 7.0%

施設費収益 1 0.4%

資産見返運営費交付金戻入 31 12.7%

資産見返物品受贈額戻入 1 0.4%

合計（Ⅱ） 244

(ｲ)　講習関係事業

２１年度決算額
（Ⅰ）

当該事業収益に占め
る割合   （Ⅰ/Ⅱ）

運営費交付金収益 76 91.6%

事業収益（講習事業収入） 6 7.2%

受託調査研究収益 0 0.0%

施設費収益 1 1.2%

資産見返運営費交付金戻入 0 0.0%

資産見返物品受贈額戻入 0 0.0%

合計（Ⅱ） 83

財源

財源
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を図るため、農薬の登録検査、立入検査、農薬GLP適合確認、調査研究等を行う

事業です。

事業の財源は、運営費交付金（平成21年度622百万円）のほか資産見返運営費

交付金戻入（平成21年度39百万円）等となっています。

事業に要する費用は、人件費、事務費等512百万円、分析機器等の整備費、検

査用試薬代、検査旅費等の事業費102百万円及び減価償却費51百万円となって

います。

ウ 飼料及び飼料添加物関係事業

この事業は、飼料安全法に基づき飼料の安全性を確保するとともに、飼料の

品質の改善を図るため、飼料及び飼料添加物に係る立入検査、特定添加物の検

定、BSEに係る製造事業場の確認検査、飼料分析基準（公定法）の作成等に関す

る業務を行うとともに、ペットフード安全法に基づき愛がん動物用飼料の安

全性の確保を図るため、愛がん動物用飼料に係る立入検査、検査（分析）法の

作成等に関する業務を行う事業です。

事業の財源は、運営費交付金（平成21年度669百万円）、検定手数料収入（平

成21年度11百万円）、分析検査収入（平成21年度19百万円）、講習事業等収入

（平成21年度8百万円）、並びに農林水産省及び動物衛生研究所からの受託収入

（平成21年度7百万円）のほか資産見返運営費交付金戻入（平成21年度42百万

円）等となっています。

事業に要する費用は、人件費、事務費等555百万円、分析機器等の整備費、検

査用試薬代、検査旅費等の事業費147百万円及び減価償却費48百万円となって

います。

② 農林水産物の品質及び表示適正化関係事業

ア 食品等の調査、分析、情報提供業務関係事業

(ｱ) JAS規格等見直し関係事業

この事業は、JAS規格及び品質表示基準の改正等に資するとともに、国際規

格に我が国の意見を反映させるため、所要の調査等を行う事業です。

事業の財源は、運営費交付金（平成21年度251百万円）、並びに農林水産省

からの受託収入（平成21年度9百万円）等となっています。

事業に要する費用は、人件費、事務費等213百万円、分析機器等の整備費、

検査用試薬代、検査旅費等の事業費44百万円等となっています。

(ｲ) 情報提供関係事業

この事業は、食品や農業生産資材の品質・安全性及び表示等食に関連する

各種の情報の提供を行うため、インターネット、広報誌等の多様な媒体によ
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り情報発信を行うとともに、事業者、消費者等からの相談（食品表示110番に

よる情報提供含む）に対応する事業です。

事業の財源は、運営費交付金（平成21年度542百万円）等となっています。

事業に要する費用は、人件費、事務費等461百万円、情報機器の整備費、情

報通信費等の事業費47百万円等となっています。

(ｳ) リスク管理のための有害物質分析関係事業

この事業は、農林水産省が策定する「サーベイランス・モニタリング年次

計画」に基づき、有害化学物質である残留農薬、かび毒等の分析調査を行う

事業です。

事業の財源は、運営費交付金（平成21年度512百万円）のほか資産見返運営

費交付金戻入（平成21年度63百万円）等となっています。

事業に要する費用は、人件費、事務費等435百万円、分析機器等の整備費、

検査用試薬代等の事業費120百万円及び減価償却費68百万円となっています。

イ 農林物資の検査、指導業務関係事業

(ｱ) 表示監視関係事業

この事業は、食品表示の適正化に資することを目的として、科学的手法を

用いて市販品の分析検査を行い、当該市販品の表示に偽装の疑いが生じた場

合や、食品表示110番を通じて疑義が寄せられた場合に、農林水産大臣からの

指示等に基づき、立入検査等を行う事業です。

事業の財源は、運営費交付金（平成21年度1,210百万円）のほか資産見返運

営費交付金戻入（平成21年度41百万円）等となっています。

事業に要する費用は、人件費、事務費等1,118百万円、分析機器等の整備

費、検査用試薬代、検査旅費等の事業費111百万円及び減価償却費44百万円と

なっています。

(ｲ) 登録認定機関等技術上の調査・定期的調査関係事業

この事業は、JAS制度に基づく登録認定機関等の登録申請等があった場合

に登録基準に適合しているかを審査するための技術上の調査、及び登録後も

引き続き登録基準に適合しているかを確認するための定期的調査を行うと

ともに、米国国家有機計画の技術的基準（NOP基準）に基づく認証機関の認

定申請があった場合に、NOP基準への適合状況の審査等を行う事業です。

事業の財源は、運営費交付金（平成21年度702百万円）のほか資産見返運営

費交付金戻入（平成21年度15百万円）等となっています。

事業に要する費用は、人件費、事務費等649百万円、分析機器等の整備費、

検査用試薬代、検査旅費等の事業費42百万円及び減価償却費17百万円となっ
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ています。

ウ 農林物資の調査研究、講習業務関係事業

(ｱ) 調査研究関係事業

この事業は、食品表示が正しいかを判別するための検査技術の開発・実用

化を目的として、調査研究を行う事業です。

事業の財源は、運営費交付金（平成21年度194百万円）並びに食品総合研究

所及び農業生物資源研究所からの受託収入（平成21年度17百万円）のほか資

産見返運営費交付金戻入（平成21年度31百万円）等となっています。

事業に要する費用は、人件費、事務費等154百万円、分析機器等の整備費、

検査用試薬代等の事業費71百万円及び減価償却費33百万円となっています。

(ｲ) 講習関係事業

この事業は、食品、肥料、農薬、飼料、土壌改良資材等に関する各種の情

報の提供を行うため、事業者等からの依頼により講習会に講師を派遣する事

業です。

事業の財源は、運営費交付金（平成21年度76百万円）、講習事業収入（平成

21年度6百万円）等となっています。

事業に要する費用は、人件費、事務費等60百万円及び講習会への出張旅費

等の事業費7百万円等となっています。

以上
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年度計画に定められた項目ごとの実績

第2期中期目標 第2期中期計画 年度計画項目 事業年度実績

【前文】 【前文】

食品は、国民が毎日消費する 平成19年4月1日に、独立行政法

ものであり、安全な食品の安定 人農林水産消費技術センター（以

的な供給を図ることは、国の最 下「旧センター」という。）、独立

も基本的な責務である。このた 行政法人肥飼料検査所（以下「旧

め、国として、生産段階から消 肥飼検」という。）及び独立行政

費段階にわたるリスク管理の徹 法人農薬検査所（以下「旧農薬検」

底など、科学的知見に基づく食 という。）が統合し、これらが推

品安全行政を推進するとともに、 進してきた事務及び事業を独立行

食品の品質及び表示の適正化を 政法人農林水産消費安全技術セン

図ることが重要な課題となって ター（以下「センター」という。）

いる。 において実施することとなり、肥

このような状況の下で、食の 飼料や農薬等の生産資材から食品

安全と消費者の信頼の確保に資 等までの検査等を一体的に行う体

するため、これまで独立行政法 制が整ったところである。

人肥飼料検査所（以下「旧肥飼 センターは、高い使命感を持っ

検」という。）及び独立行政法人 て国民の期待に応えるべく、「独

農薬検査所（以下「旧農薬検」 立行政法人農林水産消費安全技術

という。）が推進してきた事務及 センターが達成すべき業務運営に

び事業を、平成19年4月1日以降、 関する目標」（平成19年4月1日付

独立行政法人農林水産消費安全 け18消安第14883号。以下「中期

技術センター（以下「センター」 目標」という。）を踏まえ、統合

という。）において一体的に行う メリットを発揮しつつ、農場から

こととする。 食卓までの一連の過程（フードチ

センターが、国や都道府県と ェーン）を対象に、食の安全と消

の連携及びその明確な役割分担 費者の信頼の確保に資するため、

の下で、管理部門の効率化等の 技術的側面から貢献する。

合理化、消費者等に対する情報 このため、国又は都道府県との

提供の一元化、検査・分析能力 連携及びその明確な役割分担の下

の向上、緊急時等における検査 で、検査等業務や情報提供業務が

能力の結集等の統合によるメリ 連携しつつ、一般管理部門の合理

ットを発揮しつつ、農場から食 化及び検査等業務の重点化、消費

卓までの一連の過程を対象に、 者、生産者、事業者等への情報提

検査等業務の効率的かつ効果的 供業務の一元化及び提供内容の充

な実施に努め、もって技術を通 実、一元的な分析精度の管理、組

（別 添）
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じて食の安全と消費者の信頼の 織一体的な分析方法の開発や人材

確保に貢献することを期待する。 育成、機動的かつ柔軟な組織体制

の整備等を行い、専門技術的知見

を駆使して、業務を効率的かつ効

果的に実施する。

第１ 中期目標の期間

センターの中期目標の期間は、

平成18年4月1日から平成23年3月

31日までの5年間とする。

なお、センターが旧肥飼検及

び旧農薬検から引き継いだ業務

に係る平成18年4月1日から平成

19年3月31日までの実績について

は、当該中期目標の期間の終了

時における評価の際に、センタ

ーの平成18年4月1日から平成23

年3月31日までの実績と併せて取

り扱うものとする。

第２ 業務運営の効率化に関す 第１ 業務運営の効率化に関する 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき

る事項 目標を達成するためとるべき措 成するためとるべき措置 措置

置

１ 共通事項 １ 共通事項 １ 共通事項 １ 共通事項

食の安全と消費者の信頼の

確保に資するため、管理部門

の効率化、検査・分析能力の

向上等の統合メリットを発揮

しつつ、業務運営の効率化を

図ることとし、以下の取組を

実施する。

(1) 組織体制の強化 (1) 組織体制の強化 (1) 組織体制の強化 (1) 組織体制の強化

① 統合メリットの発現による ① 統合メリットの発現による ① 統合メリットの発現による効率的な ① 統合メリットの発現による効率的な業務の実施体制の整備

効率的な業務の実施体制の整 効率的な業務の実施体制の整 業務の実施体制の整備

備 備

理事長の指導の下、統合メ 検査等業務を効率的かつ効 検査等業務を効率的かつ効果的に推 次のとおり組織運営及び組織体制の整備を行うことによ

リットを発揮させ、検査等業 果的に推進するため、各分野 進するため及び緊急時や繁忙時におい り、検査等業務の効率的かつ効果的な推進及び緊急時や繁忙

務を効率的かつ効果的に推進 の専門家からなるプロジェク て機動的で柔軟な業務運営ができるよ 時における機動的で柔軟な業務運営に努めた。

するための組織体制を整備す トチームを設置する等により、 う、以下により組織運営及び組織体制
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る。 各検査業務で得られた知見や の整備を行う。

ノウハウの活用を図るととも

に、緊急時や繁忙時において ○ 理事長は独立行政法人農林水産消費 ○ 平成20年度の業務実績の評価結果、平成21年度の業務の進

検査等に従事する職員を重点 安全技術センター（以下「センター」 捗状況、監事監査・内部監査・苦情処理の結果等を踏まえ、

的に投入することができるよ という。）の現状の課題を認識し、的確 マネジメントレビューを実施するとともに、その結果に基づ

う、スタッフ制を拡大する等 な業務運営を行うとともに業務の改善 き、統合メリットの一層の発揮、中期目標・中期計画の確実

により、機動的かつ柔軟な業 を図るため、農林水産省独立行政法人 な進捗管理及び独立行政法人整理合理化計画への対応等につ

務運営を行う。 評価委員会の評価結果の通知を受けた いて、理事長から本部の部長及び各地域センター所長に対し

後、マネジメントレビューを実施する。 て指示を行った。

なお、実施に当たっては、センター

が業務の信頼性を確保するために行う

内部監査や苦情処理等の結果を踏まえ

るものとする。

○ 本部の各部及び各地域センターの業 ○ 本部の各部及び各地域センターのすべての業務部門にスタ

務部門に、緊急時や繁忙時において検 ッフ制を導入し、各部課長等の指示により、業務の進捗状況

査等に従事する職員を重点的に投入す 等に対応してスタッフ職員の業務内容を調整するなど、効果

ることができるようスタッフ制を効果 的に運用した。

的に運用し、業務の進捗状況等に対応

して、職員の業務内容を調整する。

○ 各検査業務で得られた専門的知見の ○ 各分野の専門家からなるプロジェクトチームを次のとおり

最大限の活用等を図るため、必要に応 4件設置し、各部門で蓄積された専門的知見を最大限に活用

じて各分野の専門家からなるプロジェ した。

クトチームを設置する。 ・有機資材適合性判定スキーム検討プロジェクトチーム

・検査分析能力向上のための研修・精度管理等のあり方

検討プロジェクトチーム

・前作に使用された農薬の作物残留分析等プロジェクト

チーム

・OIEコラボレーティング・センターとしての飼料安全

に関する情報収集・発信のためのプロジェクトチーム

○ 肥料取締法（昭和25年法律第127号）及び農薬取締法（昭

和23年法律第82号）それぞれに基づく表示が必要となる「農

薬入り肥料」については、センターの立入検査時に該当品が

確認された場合には、一体的にそれらの表示の点検を行う体

制を構築した。

② 内部統制機能の充実・強化 ② 内部統制機能の充実・強化

業務の対外的な信頼性・透明性の確 次の取組を実施することにより内部統制機能の充実・強化
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保を図るため、コンプライアンスの周 を推進し、業務の対外的な信頼性・透明性の確保に努めた。

知徹底のもと、業務の有効性と効率性

を高め、財務報告の適正化により内部 ○ 平成20年度監事監査の指摘を踏まえ、センターの内部統制

統制機能の充実・強化を推進する。 の現状を検証するため、内部統制の基本的要素とされる6項

目（①統制環境、②リスクの評価と対応、③統制活動、④情

報と伝達、⑤モニタリング、⑥IT （情報技術）への対応）

について点検・分析を行った。この現状分析の結果をマネジ

メントレビュー会議へ報告し、理事長の指示を受けて次の取

組を行った。

・ 財務・会計に関する専門的な内部監査を行う仕組みを平

成22年度中に構築するための検討作業を開始した。

・ コンプライアンス関係規程及び内部通報等処理細則を平

成22年度に策定するための準備を行った。

○ 平成19年度に策定した、法令、社会的規範を遵守し、倫理、

良識に従って行動することを明記した「行動理念」、業務や

組織の運営等について法人が目指す方向を明記した「行動方

針」の全役職員への周知を図るとともに、改めて啓発文書を

発出し、コンプライアンスの徹底に努めた。

○ 業務実績報告要領を改正して、年度計画に基づく各部門の

業務進捗状況を定期的に集計・報告する仕組みとし、役員会

において予算の執行状況に併せて業務の進捗状況を一体的に

把握できる体制とした。

○ 業務におけるリスク管理の観点から、業務規程類及び作業

標準（手順書等）の作成・見直しを行うとともに、内部監査、

苦情処理、マネジメントレビュー等、品質マネジメントシス

テム（ISO9000)の考え方を取り入れた継続的な業務改善を実

施し、業務の品質保証に努めた。

○ 独立行政法人通則法第39条の規定に基づき、平成20年度の

財務諸表等について監査法人による監査を受けた。その結果、

会計報告については準拠すべき会計基準に従い適正に処理さ

れていること、また、その財務状況、運営状態等に関する情

報が正しく表示されていることが確認された。

○ CIO（Chief Information Officer：情報化統括責任者）の

指導の下、業務・システム最適化推進委員会において、各種

システムの取組状況、各データベースの管理・運営状況等に
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ついて報告し、課題の整理を行うとともに、全役職員を対象

とした情報セキュリティ研修を行い、情報セキュリティに関

する意識の向上を図った。

② 内部監査の一体的実施 ② 内部監査の一体的な実施 ③ 内部監査の一体的な実施 ③ 内部監査の一体的な実施

業務運営（会計を含む。） 内部監査体制を充実・強化 内部監査体制を充実・強化し、業務 次に掲げる措置を講じることにより、内部監査体制を充実

を横断的に監査する内部監査 し、業務の改善及び効率化を の改善及び効率化を図るため、次に掲 ・強化し、業務の改善及び効率化を図った。

体制の充実・強化を図る。 図るため、業務運営（会計を げる措置を講ずる。

含む。）を横断的に監査する専

任の部署を設置する。 ○ 業務運営（会計を含む。）の横断的な ○ 役員直属の組織である業務監査室において、業務運営（会

内部監査を役員直属の組織である業務 計を含む。）の内部監査を横断的に実施した。

監査室において行う。

また、担当する職員の監査 ○ 監査能力の維持・向上を図るため、 ○ 職員に対して内部監査員養成研修を1回（99名）実施した。

能力の向上を図るため、内部 内部監査員研修を実施する。

監査員研修を毎事業年度1回以

上実施する。

さらに、外部の有識者を活 ○ 業務運営の改善を定期的に行うため、 ○ 平成22年3月に外部の有識者を含めた業務評価委員会を開

用した業務運営の改善を定期 外部の有識者を含めた業務評価委員会 催し、平成20年度における業務実績の評価結果及びこれへの

的に行う。 による点検・評価を行う。 対応状況、平成21年度マネジメントレビューの結果、平成21

年度の業務の実施状況等について点検・評価を行った。

③ 本部及び地方組織の再編・ ③ 本部及び地方組織の再編・ ④ 本部及び地方組織の再編・統合 ④ 本部及び地方組織の再編・統合

統合 統合

統合メリットを最大限発揮 統合メリットを発揮させる 統合メリットを発揮するとともに、 統合メリットを最大限発揮するとともに、事務・事業の効

するとともに、効率的かつ効 ため、3法人の統合後は旧セン 事務・事業の効率的かつ効果的な運営 率的かつ効果的な運営を確保する観点から、次により地方組

果的な運営を確保する観点か ター神戸センターと一体的に を図るため、札幌センター小樽事務所 織の再編・統合を進めた。

ら、本部及び地方組織の役割 運営することとなる旧肥飼検 を平成21年度末までに廃止し、地方組

を踏まえ、管理部門等の合理 大阪事務所及び旧センター岡 織の再編・統合を進める。 ○ 神戸センターの新築・移転に合わせて平成20年度末に廃止

化を含む再編・統合を行う。 山センターの組織・業務につ した大阪事務所及び岡山事務所が入居していた合同庁舎の専

具体的には、3法人の統合 いては、旧センター神戸セン 有部分を返還するための原状回復工事を実施した。

時において管理部門の統合等 ターの庁舎の移転・新築 と 大阪事務所現状回復工事 平成21年4月8日～21年7月24日（注）

により1本部5地方組織に再編 併せて、神戸センターの庁舎 岡山事務所原状回復工事 平成21年4月7日～21年6月19日

したこと を踏まえ、更に に移管することとし、旧肥飼（注）

中期目標期間中に、可能な限 検大阪事務所及び旧センター ○ 平成21年度末に札幌センター小樽事務所を廃止し、その機

り同一地方組織を同一庁舎に 岡山センターの事務所につい 能を札幌に移転し、札幌センターとして一体的に運営するこ

移転するよう努めることとす ては、これらを廃止する。な ととした。なお、移転にあたっては、

る。 お、これらの廃止に際しては、 ・札幌市内に借り上げたビルの改修工事を実施するととも

(注) 本部（独立行政法人農林水 あらかじめ、利用者等に周知 に、小樽事務所が入居していた合同庁舎の原状回復のため
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産消費技術センター（以下「旧 徹底し、業務の円滑な引継ぎ の工事の設計業務を契約した。

センター」という。）本部、 等を行うこととする。

旧肥飼検本部、旧農薬検及び (注) 旧センター神戸センターの

旧センター横浜センター）5 現庁舎については、老朽化と

地方組織（札幌センター（旧 耐震上の問題から、平成20年

センター小樽センター及び旧 度を目途に移転・新築する予

肥飼検札幌事務所）、仙台セ 定である。

ンター（旧センター仙台セン

ター及び旧肥飼検仙台事務

所）、名古屋センター（旧セ

ンター名古屋センター及び旧

肥飼検名古屋事務所）、神戸

センター（旧センター神戸セ

ンター、旧肥飼検大阪事務所

及び旧センター岡山センタ

ー）及び福岡センター（旧セ

ンター門司センター及び旧肥

飼検福岡事務所）

④ 一般管理部門の合理化及び ④ 一般管理部門の合理化及び ⑤ 一般管理部門の合理化及び検査等業 ⑤ 一般管理部門の合理化及び検査等業務への重点化

検査等業務への重点化 検査等業務への重点化 務への重点化

③の本部及び地方組織の再 新規採用を抑制するととも 検査検定機関として検査等業務への 次に掲げる取組を行うことにより、平成18年1月1日（注）

編・統合と併せて一般管理部 に、一般管理部門から業務部 重点化を図るため、平成18年1月1日を を基準として、平成22年1月1日時点における一般管理部門の

門の統合など合理化を図ると 門への人事異動により一般管 基準として、一般管理部門の要員が全 要員が全体に占める割合（％）を18.4％から14.5％に3.9ポ

ともに、業務部門への振替等 理部門の要員を削減し、一般 体に占める割合を低下させ、検査等業 イント低下させ、検査業務に従事する要員が全体に占める割

により、一般管理部門の要員 管理部門の要員が全体に占め 務に従事する要員が全体に占める割合 合を67.2％から71.5％に4.3ポイント向上させ、検査検定機

が全体に占める割合を、平成 る割合を、平成18年1月1日を を向上させるため、トップマネジメン 関として検査業務への重点化を図った。

18年1月1日を基準として、中 基準として、中期目標期間中 トにより、組織活動の責任と権限を明

期目標期間中に3ポイント程 に3ポイント程度低下させる。 確化した上で適切な人員配置を行うと 注：独立行政法人通則法第60条の規定による常勤職員数の国

度低下させる。 なお、一般管理部門から業 ともに、次に掲げる取組を行う。 会報告基準日である。なお、平成18年1月1日における職員

また、検査検定機関として 務部門への人事異動を円滑に 数は旧3法人の職員数を合算したものである。

検査等業務への重点化を図る 行うため、一般管理部門の職

ため、一般管理部門の合理化 員を対象に必要な研修を実施 ○ 一般管理部門の職員の退職に伴う補 ○ 一般管理部門の職員の退職に伴う補充に対応した新規採用

と併せて検査等業務以外の業 する。 充に対応した新規採用を抑制する。 は実施しなかった。

務の重点化及び効率化を図る また、検査検定機関として

ことにより、検査等業務に従 検査等業務への重点化を図る ○ 一般管理部門から業務部門への人事 ○ 本部及び地方組織の再編・統合と併せて一般管理部門の統

事する要員が全体に占める割 ため、一般管理部門の合理化 異動を円滑に行うため、異動する一般 合など合理化を図り、一般管理部門から業務部門へ2名の異

合を、平成18年1月1日を基準 と併せて情報提供業務など検 管理部門の職員を対象に必要な研修を 動を行った。これに伴い、業務部門へ異動した一般管理部門

として、中期目標期間中に 査等業務以外の業務の重点化 実施する。 の職員を対象に、異動先での業務に必要な研修を実施した。

2ポイント程度向上させる。 及び効率化を図ることにより、
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検査等業務に従事する要員が

全体に占める割合を、平成18 ○ 情報提供業務などの重点化及び効率 ○ 情報提供業務などの重点化及び効率化について検討し、肥

年1月1日を基準として、中期 化について検討する。 飼料、農薬等の生産資材や食品等に関する情報を消費者、生

目標期間中に2ポイント程度向 産者、事業者等へ一元的に提供できるよう、引き続き各部門

上させる。 の担当者を情報提供部門に配置した。

(2) 業務運営能力の向上 (2) 業務運営能力の向上 (2) 業務運営能力の向上 (2) 業務運営能力の向上

科学技術の進歩に対応しつ 科学技術の進歩に対応しつ ① 業務運営能力を向上させ、的確な検 ① 次に掲げる資格の取得又は研修等を行うことにより、職員

つ的確な検査・分析の実施に つ的確な検査・分析の実施に 査・分析の実施に資するため、次に掲 の技術的水準の向上による業務運営能力の向上を図った。

資するよう、職員の技術水準 資するよう、職員の技術的水 げる取組を行う。

の維持・向上を図るための研 準の維持・向上を図るため、

修及び資格の取得をセンター 次に掲げる研修及び資格等の ○ 職員の技術的水準の向上及び資格等 ○ 職員技術研修中期計画に基づき、研修を次のとおり行った。

全体で計画的に推進するとと 取得をセンター全体で計画的 の取得を計画的に実施するため、別に また、研修企画委員会を開催した結果、職員技術研修中期

もに、先進的な技術、知識等 に推進する。 定める職員技術研修中期計画に基づき 計画については改正を要する事項はなかった。

の導入に努める。 ① 研修 研修を行うとともに、研修企画委員会 ・専門技術研修及び技術能力向上研修

・機器分析研修 を開催し、必要に応じて当該計画の見 70回（延べ359名）

・ISO9000審査員研修 直しを行う。 （うち機器操作研修 22回（延べ 46名））

② 資格の取得

・放射線取扱主任者

・X線作業主任者 ○ 職員技術研修中期計画に基づき、ISO ○ 職員技術研修中期計画に基づき、ISO9000審査員研修コー

9000審査員研修コースを受講させ、修 スを4名に受講させ、次のとおり有資格者を確保した。

了試験の合格者を確保する。

・ISO9000審査員研修修了者 52名（新規 4名）

○ 放射線を利用した分析・測定機器を ○ 有資格者の必要なセンターに、放射線取扱主任者又はX線

適切に取り扱うため、放射線取扱主任 作業主任者を配置した。

者又はX線作業主任者を配置するととも なお、新たに資格を取得させる必要はなかった。

に、必要に応じて、職員にこれらの資 ・放射線取扱主任者 77名（新規 0名)

格を取得させる。 ・X線作業主任者 16名（新規 0名）

○ 職員の技術力の向上を図るため、遺 ○ 遺伝子組換え食品の検査技術等、最新の分析技術に関する

伝子組換え食品の検査技術、安定同位 研修を39回（延べ153名）行った。このうち、研究機関等が

体比測定技術等の最新の分析技術に関 実施する高度な分析技術の研修に5回（6名）受講させた。

する研修を行う。

また、試験研究機関等との ② 科学技術の進歩に対応し、検査分析 ② 次のとおり職員を研究機関に駐在させるとともに、大学及

共同研究の実施等を通じて、 等に係る先進的な技術、知識等の導入 び試験研究機関等との共同研究を12課題実施する等の技術交

検査分析に関する先進的な技 を図るため、必要に応じて大学及び研 流を行うことにより、検査分析等に係る先進的な技術、知識

術、知識等の導入に努める。 究機関等との共同研究及び技術交流を 等の導入を図った。

行う。
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・食品総合研究所 2名

・中央水産研究所 1名

(3) 外部委託（アウトソーシン (3) 外部委託（アウトソーシン (3) 外部委託（アウトソーシング）によ (3) 外部委託（アウトソーシング）による業務の効率化

グ）による業務の効率化 グ）による業務の効率化 る業務の効率化

専門技術的知見の必要性が 専門技術的知見の必要性が ① 次に掲げる業務については、平成20 ① 「アウトソーシング実施規程」に基づき、外部の専門業者

低い作業等のうち次に掲げる 低い作業等のうち次に掲げる 年度に引き続き、アウトソーシングに に委託した方が業務運営の効率化に資するものとして、次に

業務については、早期にアウ 業務については、早期にアウ 係る関連規程等に基づき適切にアウト 掲げる業務について平成20年度に引き続きアウトソーシング

トソーシングを行う。また、 トソーシングを行う。また、 ソーシングを実施する。 を行い、業務の効率化に努めた。

次に掲げる業務以外について 次に掲げる業務以外について

も、アウトソーシングを行う も、アウトソーシングを行う ○ JAS規格見直し業務並びに肥料及び ・JAS規格見直し業務並びに肥料及び農薬の検査等業務に

方が効率的な業務を整理し、 方が効率的な業務を整理する 農薬の検査等業務に係るアンケート 係るアンケート調査票の発送及び回答の集計作業

当該業務のアウトソーシング ため、検討を行う。 調査票の発送及び回答の集計作業 ・専門技術的知見の必要性が低い試薬調製作業

を推進する。 ① JAS規格見直し業務並びに ○ 専門技術的知見の必要性が低い試 ・JAS製品の検査データの入力

① アンケート調査票の発送 肥料及び農薬の検査等業務 薬調製作業 ・専門知識を要しない外国文献の翻訳

及び回答の集計作業 に係るアンケート調査票の ○ JAS製品の検査データの入力 ・メールマガジンの配信管理

② 専門技術的知見の必要性 発送及び回答の集計作業 ○ 専門知識を要しない外国文献の翻 ・広報誌の編集及び発送

が低い試薬調製作業等 ② 専門技術的知見の必要性 訳

③ JASマークの付された農 が低い試薬調製作業等 ○ メールマガジンの配信管理

林物資（以下「JAS製品」 ③ JASマークの付された農林 ○ 広報誌の編集及び発送

という。）の検査データ、 物資（以下「JAS製品」とい

肥飼料等の登録及び届出情 う。）の検査データ並びに肥 ② 次に掲げる業務については、情報の ② 肥飼料等の登録、届出情報及び立入検査結果等のデータの

報並びに立入検査結果等の 飼料等の登録、届出情報及 取扱いや検査分析業務の信頼性の確保 入力並びに農薬の検索システムの運営管理について、アウト

入力 び立入検査結果等のデータ に留意しつつ、アウトソーシングを行 ソーシングによる削減コスト、業務の効率化等の観点から検

④ ホームページの運営管理 の入力 うため、昨年度の検討委員会における 討し、情報の取扱い等に留意しつつ、アウトソーシングを実

及び農薬検索システムの運 ④ ホームページ及び農薬の 論点整理を踏まえ、具体的な取組を検 施した。

営管理 検索システムの運営管理 討する。 ホームページの運営管理については、日常的なホームペー

⑤ 専門知識を要しない外国 ⑤ 専門知識を要しない外国 ジの更新及びコンテンツ修正等、平成22年度にアウトソーシ

文献の翻訳 文献の翻訳 ○ 肥飼料等の登録、届出情報及び立 ングする具体的作業内容の検討を行った。

このため、次に掲げる規程 入検査結果等のデータの入力

等を整備する。 ○ ホームページ及び農薬の検索シス

ア 業務外部委託規程 テムの運営管理

イ 委託（入札）仕様書

ウ 委託先（業者）選定基 ③ ①及び②以外の業務についても、効 ③ ①及び②以外の業務について、アウトソーシングをした方

準 率化を図るため、アウトソーシングの が効率的な業務について、その可能性を前広に検討した。

可能性を検討する。

なお、官民競争入札については、これまでも民間委託を行

っていた庁舎管理業務につき、市場化テストのスキームの活

用により平成23年度以降の複数年契約化について検討した。
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(4) 分析機器等に関する効率化 (4) 分析機器等に関する効率化 (4) 分析機器等に関する効率化 (4) 分析機器等に関する効率化

センターに設置されている センターに設置されている 分析機器等の稼働率の向上を図るた 分析機器の稼働状況等の調査を行い、その結果を踏まえて

分析機器等については、その 分析機器等については、定期 め、その稼働状況等の調査を行い、次 分析件数を調整する等、平成22年度の検査計画の策定に反映

稼働状況等を踏まえ、その有 的にその稼働状況等の調査を の事業年度の検査計画の策定に反映さ させ、分析機器の稼働率の向上を図った。

効活用及び効率的な運用を図 行い、その結果を踏まえた検 せる。

るとともに、その更新に当た 査計画を策定することにより、

っては、センター全体におけ 既存の分析機器等の稼働率の

る必要性を踏まえた精査を行 向上を図る。

う。 また、分析機器等の更新に また、分析機器等の新規購入及び更 また、分析機器の新規購入及び更新に当たっては、分析試

当たっては、耐用年数の経過 新に当たっては、耐用年数の経過状況 験業務担当課から要求のあった機器について、稼働状況等の

状況等のほか、センター全体 等のほか、センター全体における必要 調査結果を踏まえ、センター全体における必要性について十

における必要性を十分に検討 性を十分に踏まえたものとする。 分な検討を行った上で整備方針を決定した。この結果、小樽

する。 事務所に設置していたロータリーエバポレーター及び原子吸

光分光光度計を本部に、GC-MSを名古屋センターに、HPLCを

神戸センターに、乾熱滅菌器を福岡センターに移設して活用

するなど、効率的な運用を行った。

(5) 業務運営の効率化による経 (5) 業務運営の効率化による経 (5) 業務運営の効率化による経費の抑制 (5) 業務運営の効率化による経費の抑制

費の抑制 費の抑制

業務運営の効率化による経 業務運営の効率化による経 上記(1)～(4)に掲げる措置により、 人件費を除く運営費交付金で行う事業について、検査等業

費の抑制については、各事業 費の抑制については、各事業 人件費を除く運営費交付金で行う事業 務の合理化及び効率化を図ること等により、対平成20年度比

年度の人件費を除く運営費交 年度の人件費を除く運営費交 について、少なくとも対前事業年度比 で一般管理費を3.3％、業務経費を6.0％抑制した。

付金で行う事業について、少 付金で行う事業について、検 で一般管理費を3％、業務経費を1％抑

なくとも対前事業年度比で一 査業務等の合理化と効率化を 制する。

般管理費を3％、業務経費を 図り、少なくとも対前事業年

1％抑制する。 度比で一般管理費を3％、業務

経費を1％抑制する。

さらに、3法人の統合後に さらに、センター全体とし さらに、センター全体として、本部 さらに、センター全体として、本部及び地方組織の再編・

おいては、センター全体とし て、本部及び地方組織の再編 及び地方組織の再編・統合に伴う一般 統合に伴う管理部門の合理化及び効率化、検査等業務の重点

て、管理部門等の効率化を行 ・統合に伴う一般管理部門の 管理部門の統合等による管理部門の合 化及び業務間の連携・調整の実施による効率化を行うなど、

い、統合メリットを発現する 統合等による管理部門の合理 理化及び効率化、検査等業務の重点化 統合メリットを発現することにより人件費を抑制し、平成21

ことにより、中期目標期間の 化及び効率化、検査等業務の 及び業務間の連携・調整の実施による 年度においては、平成18年度予算における一般管理費比で6.0

最終事業年度において、平成 重点化及び業務間の連携・調 効率化を行うなど、統合メリットを発 ％相当額を抑制した。

18年度予算における一般管理 整の実施による効率化を行う 現することにより、中期目標期間の最

費比で10%相当額の抑制を行 など、統合メリットを発現す 終事業年度において、平成18年度予算

う。 ることにより、中期目標期間 における一般管理費比で10％相当額の

の最終事業年度において、平 抑制を行うため、本事業年度は平成18

成18年度予算における一般管 年度予算における一般管理費比で6％相

理費比で10％相当額の抑制を 当額の抑制を行う。
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行う。

(6) 人件費の削減 (6) 人件費の削減 (6) 人件費の削減 (6) 人件費の削減

簡素で効率的な政府を実現 簡素で効率的な政府を実現 業務の効率化を図り、人員を削減す 業務の効率化を図り、人員を平成18年1月1日時点（注）の

するための行政改革の推進に するための行政改革の推進に ることにより、人件費（退職金及び福 常勤職員722名から667名（平成22年1月1日時点）と55名削減

関する法律（平成18年法律第 関する法律（平成18年法律第 利厚生費（法定福利費及び法定外福利 することにより、平成17年度決算額を基準として人件費（退

47号）に基づき、平成18年度 47号）に基づき、平成18年度 費）並びに非常勤職員給与及び人事院 職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）並びに

以降の5年間において、セン 以降の5年間において、センタ 勧告を踏まえた給与改定部分を除く。） 非常勤職員給与及び人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除

ター全体の人件費（退職金及 ー全体の人件費（退職金及び について、平成17年度決算額を基準と く。）を7.4％削減した。

び福利厚生費（法定福利費及 福利厚生費（法定福利費及び して4％以上の削減を行うとともに、(5)

び法定外福利費）並びに非常 法定外福利費）並びに非常勤 の6％相当額の抑制を行うに当たり、一 注：独立行政法人通則法第60条の規定による常勤職員数の国

勤役職員給与及び人事院勧告 役職員給与及び人事院勧告を 般管理部門の統合等による管理部門の 会報告基準日である。なお、平成18年1月1日における職

を踏まえた給与改定部分を除 踏まえた給与改定部分を除 合理化等の統合メリットを発現するこ 員数は旧3法人の職員数を合算したものである。

く。）について5％以上の削減 く。）について5％以上の削減 とにより、更なる人件費の削減を行う。

を行うとともに、(5)の10％ を行うとともに、(5)の10％相 なお、センターの給与体系は国と同水準を維持しており、

相当額の抑制を行うに当た 当額の抑制を行うに当たり、 平成21年度のラスパイレス指数（事務・技術職員）は99.0で

り、一般管理部門の統合等に 一般管理部門の統合等による あった。

よる管理部門の合理化等の統 管理部門の合理化等の統合メ

合メリットを発現することに リットを発現することにより、

より、更なる人件費の削減を 更なる人件費の削減を行う。

行う。

また、国家公務員の給与構 また、国家公務員の給与構 また、国家公務員の給与構造改革に また、国家公務員の給与構造改革に併せ、人事院勧告及び

造改革に併せ、人事院勧告を 造改革に併せ、人事院勧告を 併せ、人事院勧告を踏まえて、役職員 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」を踏まえ、

踏まえた給与体系の見直しを 踏まえて、役職員の給与につ の給与について必要な見直しを進め 俸給を引き下げるとともに、地域手当の支給割合の改定等を

進める。更に、「経済財政運 いて必要な見直しを進める。 る。更に、「経済財政運営と構造改革 行い、人件費改革を進めた。

営と構造改革に関する基本方 更に、「経済財政運営と構造改 に関する基本方針2006」（平成18年7月

針2006」（平成18年7月7日閣 革に関する基本方針2006」（平 7日閣議決定）に基づき、国家公務員の

議決定）に基づき、国家公務 成18年7月7日閣議決定）に基 給与構造改革を踏まえ、人件費改革を

員の給与構造改革を踏まえ、 づき、国家公務員の給与構造 進めるものとする。

人件費改革を平成23年度まで 改革を踏まえ、人件費改革を

継続する。 平成23年度まで継続する。

２ 業務の重点化・効率化 ２ 業務の重点化・効率化 ２ 業務の重点化・効率化 ２ 業務の重点化・効率化

(1) 生産段階における安全性等 (1) 生産段階における安全性等 (1) 生産段階における安全性等の確保に (1) 生産段階における安全性等の確保に関する業務

の確保に関する業務 の確保に関する業務 関する業務 ① 肥料関係業務

① 肥料関係業務 ① 肥料関係業務 ① 肥料関係業務 ア 肥料の検査等業務

ア 肥料の検査等業務 ア 肥料の検査等業務 ア 肥料の検査等業務 登録申請1,485件に係る調査の質を確保しつつ、結果の報

調査結果の報告について 再生資源の利用促進により、 再生資源の利用促進により、汚泥等 告までに要する期間を削減するため、次に掲げる事項に取組

は、肥料の安全性の確保の効 汚泥等有害成分を含むおそれ 有害成分を含むおそれの高い肥料の銘 み、平均で25.5日（最長30日）とした。
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率的かつ効果的な推進に資す の高い肥料の銘柄の登録申請 柄の登録申請数が依然として高水準で

るため、その申請に係る調査 数が依然として高水準で推移 推移することが見込まれる中で、肥料

の質を確保しつつ、業務の効 することが見込まれる中で、 の安全性の確保と食の安全の効率的か

率化、職員の資質の向上等を 肥料の安全性の確保と食の安 つ効果的な推進に資するため、その申

図ることにより、中期目標期 全の効率的かつ効果的な推進 請に係る調査の質を確保しつつ、中期

間中に、農林水産大臣の指示 に資するため、その申請に係 目標期間中に、当該調査結果の報告ま

から報告までに要する期間 る調査の質を確保しつつ、中 での期間を5％削減することができるよ

を、現行の目標期間（新規登 期目標期間中に、当該調査結 う、次に掲げる事項を推進する。

録申請：30日）に対して5％ 果の報告までの期間を5％削減

削減する。 することができるよう、次に

掲げる事項を推進する。

(ｱ) 登録申請マニュアル及び (ｱ) 登録申請に関する問合せ事務の合 (ｱ) 登録申請マニュアルを改訂し、要請に応じて配布すると

登録Q&Aの改訂・配布並びに 理化を図るため、その申請マニュア ともに、ホームページに肥料登録申請手続きの概要及び諸

これらのホームページへの ル及び登録Q&Aを改訂し要請に基づき 手続き等を掲載し、登録申請者に対する最新情報の提供に

掲載を行うとともに、職員 配布するとともに、ホームページに 努めた。なお、登録Q&Aについて見直しを行った結果、改

の問い合わせ対応能力の向 掲載した登録申請マニュアル等の活 訂を要する事項はなかった。

上を図ることにより、肥料 用促進に努める。 また、窓口業務に係る職員10名に対して、肥料登録申請

の登録申請に関する問い合 また、併せて接遇研修等を実施し 等の事例演習を含む研修を実施するとともに、登録担当者

わせ事務の合理化を図る。 職員の問合せ対応能力の向上を図る。 によるプロジェクト会議を開催し、問合せ対応能力の向上

を図った。

(ｲ) 肥料用原材料のデータベ (ｲ) 新たな製法による銘柄の登録申請 (ｲ) 新規に登録申請があった1,485件について、登録申請書

ースを、LANを用いて本部及 があった場合には、LAN等を用いて本 を電子データ（PDF）化し、インターネットVPNを用いて各

び地方組織で共有化するこ 部及び地方組織で情報を共有化し、 センター間で情報を共有することにより、登録申請時にお

とにより、登録申請時にお 登録申請時における安全性の可否の ける安全性の可否の判断の迅速化を図った。

ける安全性の可否の判断の 判断の迅速化を図るとともに、肥料 また、新たな製法による肥料の原料や材料のデータベー

迅速化を図る。 用原材料のデータベース化を引き続 ス化を引き続き行い、原料35件及び材料17件を追加集積し

き行う。 た。

(ｳ) 最新の分析・鑑定手法の (ｳ) 分析・鑑定業務の効率化等を図る (ｳ) 日本環境化学会が主催した講演等4回に延べ6名参加し、

導入に努め、分析・鑑定業 ため、最新の分析・鑑定手法に関す 最新の分析・鑑定手法に関する文献・報文の収集を行っ

務の効率化等を図る。 る文献・報文の収集を行う。 た。

また、収去品の検査につい また、平成12年度から汚泥 また、平成12年度から汚泥肥料の検 また、平成12年度から汚泥肥料の検査を始めたところであ

ては、重金属等肥料中に含ま 肥料の検査を始めたところで 査を始めたところであるが、安全性に るが、安全性に係る有害成分の基準値を超える違反が多数確

れる有害成分の含有量等の分 あるが、安全性に係る有害成 係る有害成分の基準値を超える違反が 認されるとともに、輸入肥料においても同様な事例が認めら

析を重点的に行うとともに、 分の基準値を超える違反が多 多数確認されるとともに、輸入肥料に れる中、これら成分の検査結果を迅速に判定するため、これ

分析技術の高度化、分析技術 数確認されるとともに、輸入 ついても同様な事例が認められる中で、 までに改良した肥料の重金属等分析法（ひ素、水銀の分析法

の向上、分析機器の有効活用 肥料についても同様な事例が これら成分の検査結果を迅速に判定す の改良及びカドミウム、ニッケル、鉛の同一分解液で測定）
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及び効率的な運用を図ること 認められる中で、これら成分 ることが求められている。このため、 を活用したほか、次に掲げる事項を推進することにより検査

等により、中期目標期間中に、 の検査結果を迅速に判定する 中期目標期間中に、成分1点当たりに要 等の効率化、合理化を図り、分析時間を8.8％削減した。

成分1点当たりに要する分析 ことが求められている。この する分析時間を5％削減することができ

時間を、平成17年度を基準と ため、中期目標期間中に、成 るよう、次に掲げる事項を推進する。

して5％削減する。 分1点当たりに要する分析時間

を5％削減することができるよ

う、次に掲げる事項を推進す

る。

(ｱ) 有害成分ごとに集中的に (ｱ) 有害成分ごとに集中的に分析・鑑 (ｱ) 収去品の検査については、有害成分ごとに集中的に分析

分析・鑑定を行うこと等に 定を行うこと等により検査の効率化 ・鑑定（808試料、成分点数9,796点）を実施した。さらに、

より、検査の効率化を図る。 を図る。また、汚泥肥料の原料の溶 検査の効率化を図るため、このうち、汚泥肥料の原料の溶

出試験を本部に集中して実施する。 出試験（40試料、成分点数760点）を本部で集中して実施

した。

(ｲ) 専門技術的知見の必要性 (ｲ) 専門技術的知見の必要性が低い作 (ｲ) 業務の合理化を図るため、ICP質量分析用標準液の調製

が低い作業等についてアウ 業等について整理・検討することに についてアウトソーシングを実施した。

トソーシングを推進するこ より、アウトソーシングを推進し、

とにより、業務の合理化を 業務の合理化を図る。

図る。

(ｳ) 最新の分析・鑑定手法の (ｳ) 分析・鑑定業務の効率化等を図る (ｳ) 日本環境化学会が主催した講演等4回に延べ6名が参加

導入等分析技術の高度化に ため、最新の分析・鑑定手法に関す し、最新の分析・鑑定手法に関する文献・報文の収集を行

努め、分析・鑑定業務の効 る文献・報文の収集を行う。 った。

率化を図る。

(ｴ) 機器分析研修等を積極的 (ｴ) 機器分析研修等を積極的に受講さ (ｴ) 環境省等主催の機器分析研修等6回に延べ10名を参加さ

に受講させ、職員の分析技 せ、職員の分析技術の高度化に努め、 せ、分析技術の高度化に努めた。

術の向上に努め、分析・鑑 分析・鑑定業務の効率化を図る。

定業務の効率化を図る。

さらに、調査研究等業務に さらに、調査研究等業務に さらに、調査研究等業務については、 さらに、調査研究等業務について、肥料の施用による人畜

ついては、肥料中の人畜に被 ついては、次に掲げる分野を 次に掲げる分野を始め、肥料の施用に に有害な農産物の生産の未然防止と国民の健康の確保に資す

害を生じさせる農産物が生産 始め、肥料の施用による人畜 よる人畜に有害な農産物の生産の未然 る分野に重点化し、次の調査研究等を行った。

されるおそれのある有害成分 に有害な農産物の生産の未然 防止と国民の健康の確保に資する分野

の評価手法の開発等安全性の 防止及び国民の健康の確保に に重点化する。 ・汚泥肥料の連用によるカドミウムの土壌蓄積及び作物へ

確保に資する分野に重点化す 資する分野に重点化する。 の吸収試験

る。 (ｱ) 産業廃棄物や汚泥を原料 (ｱ) 産業廃棄物や汚泥を原料とした肥 ・カドミウムの土壌中における形態の変化に関する調査

とした肥料の経年施用によ 料の経年施用による有害成分の土壌 ・肥料中の重金属等の分析法の検討

る有害成分の土壌への蓄積 への蓄積量や農産物への残留量の調 ・汚泥肥料中及び土壌中の形態別カドミウムの評価方法の

量や農産物への残留量の調 査等、公定規格の設定の検討に資す 確立の検討
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査等、公定規格の設定の検 る調査

討に資する調査

(ｲ) 肥料中の有害成分の適正 (ｲ) 肥料中の有害成分の適正な評価手

な評価手法の開発 法の開発

なお、農林水産省から要請 なお、農林水産省から要請のあった なお、農林水産省から要請があった、炭化工程により生産

のあった事項については、最 事項については、最重点課題として対 される汚泥肥料の生産工程及び含有成分に関する調査につい

重点課題として対応する。 応する。 て、最重点課題として実施し、その結果を平成21年12月に報

告した。

また、「肥料等試験法（2009）」を取りまとめ、ホームペー

ジに掲載するとともに、肥料研究報告第2号を発行した。

イ 肥料取締法に基づく立入検 イ 肥料取締法に基づく立入検 イ 肥料取締法に基づく立入検査、質問 イ 肥料取締法に基づく立入検査、質問及び収去等業務

査、質問及び収去等業務 査、質問及び収去等業務 及び収去等業務

肥料取締法（昭和25年法律 肥料取締法（昭和25年法律 肥料取締法（昭和25年法律第127号） 肥料取締法に基づく立入検査については、各月ごとの集中

第127号）に基づく立入検査 第127号）に基づく立入検査に に基づく立入検査については、有害成 検査や集中分析により、効果的かつ効率的な検査の実施に努

については、有害成分を含む ついては、有害成分を含むお 分を含むおそれの高い肥料の生産業者 めた。また、立入検査及び立入検査時の収去について、次に

おそれの高い肥料の生産業者 それの高い肥料の生産業者へ への重点化を図ることとし、全体の立 掲げる事項を推進し、有害成分を含むおそれの高い肥料の生

への重点化を図ることとし、 の重点化を図ることとし、全 入検査事業所数に占める割合を、平 産業者への重点化を図ることにより、汚泥肥料等の生産事業

中期目標期間中に、全体の立 体の立入検査事業所数に占め 成17年度を基準として、中期目標期 場への立入検査及び収去点数の占める割合を平成17年度の実

入検査事業所数に占める割合 る割合を、平成17年度を基準 間中に30％増加させる。また、立入検 績に対してそれぞれ49.0％及び105.3％増加させた。

を、平成17年度を基準として、 として、中期目標期間中に30 査時の収去については、有害成分を含

30％増加させる。また、立入 ％増加させる。また、立入検 むおそれの高い肥料について重点的に 表１ 有害成分を含むおそれの高い肥料の立入検査件数

検査時の収去については、有 査時の収去については、有害 行うこととし、全体の収去点数に占め 及び収去点数の割合

害成分を含むおそれの高い肥 成分を含むおそれの高い肥料 る割合を、平成17年度を基準として、 H21実績 H17実績 増減率

料を重点的に行うこととし、 について重点的に行うことと 中期目標期間中に50％増加させる。以 立入検査件数 53.5％ 35.9％ 49.0％

中期目標期間中に、全体の収 し、全体の収去点数に占める 上の目標を達成するため、次に掲げる 収去点数 38.4％ 18.7％ 105.3％

去点数に占める割合を、平成 割合を、平成17年度を基準と 事項を推進する。

17年度を基準として、50％増 して、中期目標期間中に50％

加させる。 増加させる。以上の目標を達

成するため、次に掲げる事項

を推進する。

(ｱ) 汚泥肥料等、有害成分を (ｱ) 汚泥肥料等、有害成分を含有する (ｱ) 汚泥肥料等、有害成分を含有するおそれの高い肥料以外

含有するおそれが高い肥料 おそれの高い肥料以外の普通肥料の の普通肥料の生産事業場については、過去5か年の立入検

以外の普通肥料の生産事業 生産事業場については、過去5か年の 査の結果に基づき、食品工業、化学工業等の副産物を原料

場については、過去5か年の 立入検査の結果に基づき、食品工業、 に使用する生産事業場等に対して立入検査の重点化を図る

立入検査の結果に基づき、 化学工業等の副産物を原料に使用す ことにより、立入検査件数と収去点数を平成17年度の実績

食品工業、化学工業等の副 る生産事業場等に対して立入検査の に対してそれぞれ30.6％、45.8％削減した。

産物を原料に使用する生産 重点化を図ることにより、立入検査
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事業場等に対して立入検査 件数と収去点数をいずれも30％以上 表２ 汚泥肥料等以外の普通肥料の立入検査件数及び

の重点化を図ることにより、 削減するとともに、 収去点数

立入検査件数と収去点数を H21実績 H17実績 増減率

中期目標期間中にいずれも 立入検査件数 301件 434件 △30.6％

30％以上削減するとともに、 収去点数 498点 919点 △45.8％

(ｲ) 汚泥肥料等、有害成分を (ｲ) 汚泥肥料等、有害成分を含有する (ｲ) 汚泥肥料等、有害成分を含有するおそれの高い肥料の生

含有するおそれの高い肥料 おそれの高い肥料の生産事業場に対 産事業場に対する立入検査件数と収去点数を平成17年度の

の生産事業場に対する立入 する立入検査件数と収去点数をそれ 実績に対してそれぞれ42.4％、46.2％増加した。

検査件数と収去点数を、中 ぞれ30％、40％以上増加する。

期目標期間中に、それぞれ 表３ 汚泥肥料等の立入検査件数及び収去点数

30％、50％以上増加させる H21実績 H17実績 増減率

こととする。 立入検査件数 346件 243件 42.4％

収去点数 310点 212点 46.2％

(ｳ) 異物の混入を防止するため、立入 (ｳ) 平成19年11月に農林水産省が発出した通知「無登録農薬

検査の際に生産管理状況、表示の適 と疑われる肥料に係る指導の徹底について」を受け、立入

正化等の確認を重点的に行う。 検査を実施したすべての事業場において、新たに生産管理

状況、表示の適正化等の確認を重点的に実施し、肥料への

疑義資材等の異物の混入防止に努めた。

立入検査の結果の報告につ また、立入検査の結果の報 また、立入検査の結果の報告につい また、立入検査の結果の報告については、次に掲げる事項

いては、中期目標期間中に、 告については、中期目標期間 ては、農林水産省の指示から報告まで を推進することにより、検査等の効率化、合理化を図り、農

農林水産大臣の指示から報告 中に、農林水産省の指示から に要する期間を、現行の目標期間（40 林水産大臣の指示から報告までに要する期間を現行の目標期

までに要する期間を、現行の 報告までに要する期間を、現 業務日）に対して10％削減させるため、 間（40業務日）に対して10.0％（4業務日）削減した。

目標期間（40業務日）に対し 行の目標期間（40業務日）に 次に掲げる事項を推進する。

て10％削減する。 対して10％削減させるため、

次に掲げる事項を推進する。

(ｱ) 有害成分ごとに集中的に (ｱ) 有害成分ごとに集中的に分析・鑑 (ｱ) 立入検査において収去した汚泥肥料の原料の溶出試験

分析・鑑定を行うことによ 定を行うことにより、検査の効率化 （40試料、成分点数760点）を本部で集中して実施した。

り、検査の効率化を図る。 を図る。 また､汚泥肥料の原料の溶

出試験を本部に集中して実施する。

(ｲ) 専門技術的知見の必要性 (ｲ) 専門技術的知見の必要性が低い作 (ｲ) 業務の効率化を図るため、ICP質量分析用標準液の調製

が低い作業等についてアウ 業等について整理・検討することに についてアウトソーシングを実施した。

トソーシングを推進するこ より、アウトソーシングを推進し、

とにより、業務の合理化を 業務の合理化を図る。

図る。

(ｳ) 最新の分析・鑑定手法の (ｳ) 分析・鑑定業務の効率化等を図る (ｳ) 日本環境化学会が主催した講演等4回に延べ6名が参加
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導入に努め、分析・鑑定業 ため、最新の分析・鑑定手法に関す し、最新の分析・鑑定手法に関する文献・報文の収集を行

務の効率化を図る。 る文献・報文の収集を行う。 った。

(ｴ) LANの活用により、本部へ (ｴ) 本部への報告等事務処理の効率化 (ｴ) インターネットVPNを活用し、立入検査実施計画等の報

の報告等事務処理の効率化 を図るためLAN等の活用を実施する。 告事務処理の効率化を図った。

を図る。

② 農薬関係業務 ② 農薬関係業務 ② 農薬関係業務 ② 農薬関係業務

ア 農薬の検査等業務 ア 農薬の検査等業務 ア 農薬の検査等業務 ア 農薬の検査等業務

農薬の登録申請に係る検査 農薬の登録申請に係る検査 農薬の登録申請に係る検査の実施に 農薬の登録申請に係る検査の実施については、GLP

の実施については、GLP（Good の実施については、GLP（Good ついては、GLP（Good Laboratory Practice （Good Laboratory Practice：優良試験所規範）制度に基づいて

Laboratory Practice：優良 Laboratory Practice：優良 ：優良試験所規範）制度に基づいて実 実施することを求めている試験項目の検査について、当該試

試験所規範）制度に基づいて 試験所規範）制度に基づいて 施することを求めている試験項目の検 験の信頼性に係る検査項目等を定型化する等により効率化を

実施することを求めている試 実施することを求めている試 査について、当該試験の信頼性に係る 図った。

験項目について、当該試験の 験項目の検査について、当該 検査項目等の定型化を図る等、効率的

信頼性に係る検査を定型化す 試験の信頼性に係る検査項目 かつ効果的に実施することにより、独

ることにより、検査精度の維 等の定型化を図る等、効率的 立行政法人農薬検査所（以下「旧農薬

持を図りつつ検査を効率的か かつ効果的に実施することに 検」という。）の前中期目標において目

つ効果的に実施することとす より、旧農薬検の前中期目標 標とした検査期間を、中期目標期間中

る。これにより、旧農薬検の において目標とした検査期間 にさらに5％程度短縮することとし、具

前中期目標において目標とし を、中期目標期間中に更に5％ 体的には、次に掲げる目標期間内（注）に

た検査期間を、中期目標期間 程度短縮することとし、具体 検査を完了させるため、次の(ｱ)から(ｴ)

中に更に5％程度短縮するこ 的には、次に掲げる目標期間 までの措置を講ずる。

ととし、具体的には、次に掲 内 に検査を完了させるため、 平成21年度は、農林水産大臣から継続分を含め2,711件の（注）

げる目標期間内 に検査を 次の(ｱ)から(ｴ)までの措置を 検査指示があった。（注）

完了させる。 講じる。

(ｱ) 農薬取締法（昭和23年法 ａ 農薬取締法（昭和23年法 ａ 農薬取締法（昭和23年法律第82号） このうち、基準の設定が必要な農薬の検査指示は418件で

律第82号）第3条第1項第4 律第82号）第3条第1項第4号 第3条第1項第4号から第7号までのい あった。平成21年度内に検査が完了した112件のうち、迅速

号から第7号までのいずれ から第7号までのいずれかに ずれかに掲げる場合に該当するかど 化に係る目標期間である1年4か月以内に検査を完了したもの

かに掲げる場合に該当する 掲げる場合に該当するかど うかの基準の設定が必要な農薬につ は109件（検査完了件数に対する割合：97.3％）であった。

かどうかの基準の設定が必 うかの基準の設定が必要な いては、1年4か月以内 目標を達成できなかった3件については、畜産物に関する

要な農薬の検査について 農薬については、1年4か月 残留農薬基準の見直しにより、農林水産省との調整に時間を

は、1年4か月以内 以内 要したためである。

(ｲ) (ｱ)以外の農薬の検査に ｂ ａ以外の農薬の検査につ ｂ ａ以外の農薬の検査については、

ついては、10.5か月以内 いては、10.5か月以内 10.5か月以内 また、基準の設定が不要な農薬の検査指示は2,293件であ

（注）検査の過程で追加試験成 （注）検査の過程で追加試験成績 （注）検査の過程で追加試験成績等の提出 った。平成21年度内に検査を完了した1,693件のうち、迅速

績等の提出が必要な場合に 等の提出が必要な場合におけ が必要な場合における当該追加試験成 化に係る目標期間である10.5か月以内に検査を完了したもの

おける当該追加試験成績等 る当該追加試験成績等が提出 績等が提出されるまでの期間及び登録 は1,681件（検査完了件数に対する割合：99.3％）であった。

が提出されるまでの期間及 されるまでの期間及び登録申 申請された農薬のADI（Acceptable 基準の設定が不要な農薬で目標を達成できなかった12件

び登録申請された農薬のADI 請された農薬のADI（Accepta Daily Intake：体重1kg当たりの1日摂 は、総使用回数の変更に伴い、同一の有効成分を含有する別
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（AcceptableDaily Intake ble Daily Intake：体重1kg 取許容量）等が設定されるまでに要す 途申請中の農薬においても同時登録とするため、検査終了時

：体重1kg当たりの1日摂取 当たりの1日摂取許容量）等 る期間は、検査期間に含まないものと 期を合わせたこと等によるものであった。

許容量）等が設定されるま が設定されるまでに要する期 する。

でに要する期間は、検査期 間は、検査期間に含まないも 表４ 平成21年度における目標期間の達成状況

間に含まないものとする。 のとする。 指示件数 検査完了 目標達成 目標達成 目標期間

（注１） 件数 件数 率（注２）

基準必要 418 112 109 97.3％ 16月

基準不要 2,293 1,693 1,681 99.3％ 10.5月

注１）平成21年度＋継続分。

注２）対検査完了件数比。

その他、1,339件の農薬について再登録に係る検査を行っ

た。

以上の他、次の（ｱ）から（ｴ）までの措置を講じた。

(ｱ) 検査項目の重点化 (ｱ) 検査項目の重点化 (ｱ) 検査項目の重点化

GLP試験成績の信頼性に係 GLP試験成績の信頼性に係る項目に 農薬登録申請に係る検査について、平成18年度に作成し

る項目についてチェックリ ついて平成18年度に作成したチェッ たチェックリストを活用しGLP試験成績の信頼性に係る項

ストを作成し、農薬の登録 クリストを活用する。 目について定型的な検査項目の簡略化を図った。

申請に係る検査を効率的か

つ効果的に実施する。

(ｲ) 検査業務の進行管理の充 (ｲ) 検査業務の進行管理の充実 (ｲ) 検査業務の進行管理の充実

実 登録検査に係る農薬について、検

検査を行うに当たり、検 査進行管理表を作成し、これに基づ 「検査進行管理表」は毎月2回作成し、その結果を踏ま

査進行管理表に基づき各検 き概ね3ヶ月に1回の頻度で検査進行 え、3か月ごと（5・8・11・2月）に検査進行状況の定期的

査の進捗状況を総合的かつ 管理会議を開催し、検査の遅延の要 点検及び検査の遅延要因把握を行うとともに、検査遅延防

定期的に点検し、検査の遅 因を分析し、適切な措置を講ずる。 止のため、毎月1回、各検査担当課において検査進行状況

延の要因を分析して、検査 また、検査遅延防止のため、毎月 を確認するなどにより検査の迅速化に努めた。なお、検査

の迅速化を図る。 1回、各検査担当課において検査進行 に遅延は見られなかった。

状況を確認し、遅延がある場合は適

具体的には、 切な措置を講ずる。さらに、 さらに、

ａ 検査全体の進捗状況を ａ 検査進行状況の把握及び管理の ａ 効率的な進捗状況の管理を図るため、平成20年度の検

検査職員全員が随時把握 効率化を図るため、農薬登録検査 討結果を踏まえ、農薬登録検査に係る業務システムの更

できるよう、LANシステム に係る業務システムの更新に当た 新については、登録検査を担当する職員が情報を閲覧で

を改良する。 り、登録検査の進捗状況の情報閲 きるよう、機能の向上について検討を進めた。

覧アクセス権者を拡充する。

ｂ 農薬取締法第3条第1項 ｂ 検査進行状況の把握及び遅延の ｂ 検査が完了した農薬についての検査期間を、検査指示

第4号から第7号までのい 要因分析に資するため、検査期間 から食品安全委員会送付までの検査期間及び全検査期間
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ずれかに掲げる場合に該 を検査指示から食品安全委員会送 が把握できるよう、四半期ごとに整理し、把握を行い、

当するかどうかの基準の 付までの検査期間及び全検査期間 遅延発生の未然防止に努めた。

設定が必要な農薬の検査 別に把握、整理する。

については、

(a) 農林水産大臣からの

検査指示から、基準の

設定等を行う厚生労働

省、環境省及びリスク

評価を行う食品安全委

員会に対して必要な資

料を送付するまで

(b) 農林水産大臣からの

検査指示から、同大臣

に対する検査結果の報

告までの検査期間につ

いて、きめ細かく検査

の進捗状況を把握し、

検査期間の削減を図る。

(ｳ) 機動的な人員配置の強化 (ｳ) 機動的な人員配置の強化 (ｳ) 機動的な人員配置の強化

検査の進行状況を踏まえ、 機動的な人員配置を行うため、ス 残留農薬基準のポジティブリスト化に伴う暫定基準の再

必要に応じて検査職員を機 タッフ制を活用し、部長及び課長は、 評価等に関して、職員を機動的に配置した。

動的に配置する。 必要に応じて職員の業務内容を調整

する。

(ｴ) 職員に対する研修のカリ (ｴ) 職員に対する研修の実施 (ｴ) 職員に対する研修の実施

キュラムの策定及び研修の

実施

業務内容の高度化及び専 前事業年度に見直した体系的な研 登録検査に要求される毒性及び残留性等に関する高度の

門化に対応しつつ、検査の 修カリキュラムに基づいて研修を実 専門知識の涵養を行うため、平成20年度に見直したカリキ

迅速化を図るため、新たに 施するとともに、必要に応じカリキ ュラムに基づき14回（53名）の研修を実施した。また、内

体系的な研修カリキュラム ュラムの見直しを行う。 部研修で習得が難しい技術、知識等については8件の外部

を策定し、これに基づく研 研修を活用し、12名の職員を参加させた。

修を実施する。

イ アの業務に附帯する業務 イ アの業務に附帯する業務 イ アの業務に附帯する業務 イ アの業務に附帯する業務

調査研究等、これまで附帯 調査研究等、これまで附帯 調査研究等、これまで附帯業務とし (ｱ) 調査研究課題の選定等

業務として実施してきた業務 業務として実施してきた業務 て実施してきた業務については、検査 全調査研究費27.6百万円すべてをａ及びｂの調査研究に

については、検査検定を主た については、検査検定を主た 検定を主たる業務として実施する法人 配分した。

る業務として実施する法人に る業務として実施する法人に にふさわしいものに特化・重点化する ａ 農薬登録に係るOECDテストガイドライン等の国際的枠
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ふさわしいものに特化・重点 ふさわしいものに特化・重点 （具体的措置は、第２の２(2)の②のウ 組の策定に当たり、これが我が国へ導入された場合の可

化する。 化する（具体的措置は、第２ において後述）。 否の検証

の２(2)の②のウにおいて後 ｂ 残留農薬基準の対象品目の拡大等に対応した新たな検

述）。 査手法の開発

③ 飼料及び飼料添加物関係業 ③ 飼料及び飼料添加物関係業 ③ 飼料及び飼料添加物関係業務 ③ 飼料及び飼料添加物関係業務

務 務

ア 飼料中の飼料添加物及び有 ア 飼料中の飼料添加物及び有 ア 飼料中の飼料添加物及び有害物質の ア 飼料中の飼料添加物及び有害物質のモニタリング検査につ

害物質のモニタリング検査業 害物質のモニタリング検査に モニタリング検査について、試験に従 いて、試験の精度管理を的確に実施しつつ、平成18年度に開

務 ついて、試験に従事する職員1 事する職員1人当たりの試験成分点数を 発したGC-MS、LC-MSによる有害物質等の一斉分析法等を活用

分析試験業務の効率化を図 人当たりの試験成分点数を増 増加させるために、試験の精度管理を することにより効率化を図り、試験に従事する職員1人当た

り、中期目標期間中に、試験 加させるために当該事業年度 的確に実施しつつ平成18年度に導入さ りの試験成分点数を平成21年度の目標値2,500点に対して

に従事する職員1人当たりの 中に取り組むべき課題及び職 れたポジティブリスト制度に対応して 3,198点実施した。

試験成分点数を平成17年度の 員1人当たりの目標とする試験 新たに開発したGC-MS、LC-MSによる一

実績に対して少なくとも5％ 成分点数を年度計画に定め、 斉分析法を活用し分析業務の効率化を

増加させ、もって輸入飼料等 分析法の改良、分析技術の高 図り、職員1人当たりの目標とする試

のモニタリング検査を充実・ 度化等による分析業務の効率 験成分点数を年間2,500点とする。

強化する。 化を図り、中期目標期間の最

終事業年度において試験に従

事する職員1人当たりの試験成

分点数を平成17年度の実績に

対して5％増加させる。

また、モニタリング検査に また、モニタリング検査に また、モニタリング検査については、 また、モニタリング検査については、飼料等による家畜等

ついては、輸入飼料中の有害 ついては、輸入飼料中の有害 輸入飼料中の有害物質の混入等、飼料 への被害を未然に防止する観点から、飼料原料の大部分を占

物質の混入等、飼料等の安全 物質の混入等、飼料の安全性 の安全性に関する課題を勘案し、検査 める輸入飼料を中心とした飼料中の有害物質等に重点化し、

性に関する課題を勘案し、検 に関する課題を勘案し、検査 の必要性に応じて重点化して実施する。 飼料等の安全性の確保の充実を図った。

査の必要性に応じて重点化し の必要性に応じて重点化して さらに、分析法の開発・改良、調査 さらに、分析法の開発・改良、調査研究等業務については、

て実施する。 実施する。 研究等業務については、飼料の安全性 農林水産省からの要請や飼料等の安全性に関する課題を勘案

さらに、分析法の開発・改 さらに、分析法の開発・改 に関する課題を勘案し、かつ、飼料分 して重点化し、9課題（10成分）について実施した。

良、調査研究等の業務につい 良、調査研究等の業務につい 析基準検討会等における適正な評価を これらの開発・改良した分析法は、「飼料分析基準検討会」

ては、飼料等の安全性に関す ては、飼料の安全性に関する 図りつつ、効率的に重点化して実施す において学識経験者による評価を受けた上で農林水産省に報

る課題を勘案し、毎事業年度、 課題を勘案し、かつ、飼料分 る。 告した。

適正な評価を図りつつ、重点 析基準検討会等における適正

化して実施する。 な評価を図りつつ、効率的に

重点化して実施する。

イ 飼料の安全性の確保及び品 イ 飼料の安全性の確保及び品 イ 飼料の安全性の確保及び品質の改善 イ 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和28

質の改善に関する法律（昭和 質の改善に関する法律（昭和 に関する法律（昭和28年法律第35号。 年法律第35号。以下「飼料安全法」という。）第57条第1項及

28年法律第35号。以下「飼料 28年法律第35号。以下「飼料 以下「飼料安全法」という。）第57条第 び愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律（平成20年
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安全法」という。）及び愛が 安全法」という。）及び愛がん 1項及び愛がん動物用飼料の安全性の確 法律第83号。以下「ペットフード安全法」という。）第13条

ん動物用飼料の安全性の確保 動物用飼料の安全性の確保に 保に関する法律（平成20年法律第83号。 第1項の規定に基づく立入検査等については、次に掲げる事

に関する法律（平成20年法律 関する法律（平成20年法律第 以下「ペットフード安全法」という。） 項を実施した。

第83号。以下「ペットフード 83号。以下「ペットフード安 第13条第1項の規定に基づく立入検査等

安全法」という。）に基づく 全法」という。）に基づく立入 については、次に掲げる事項を実施す

立入検査等業務 検査等業務 る。

(ｱ) 検査の重点化 (ｱ) 検査の重点化 (ｱ) 検査の重点化 (ｱ) 検査の重点化

各事業年度における飼料 飼料安全法に基づく立入 飼料安全法に基づく立入検査等に 飼料安全法に基づく立入検査等については、「平成21年

の流通状況を勘案して、輸 検査等については、年間600 ついては、牛海綿状脳症の発生の防 度飼料等立入検査等実施の方針について（平成21年1月15

入飼料中の動物由来たん白、 箇所以上を目途とし、各事 止、飼料の有害物質による汚染防止、 日付け20消安第10429号農林水産省消費・安全局長通知）」

安全性未確認遺伝子組換え 業年度における飼料の流通 未承認遺伝子組換え体の流通防止等 等に基づき、牛海綿状脳症の発生防止、飼料の有害物質に

体を含むおそれのある飼料、 状況を勘案して、重点化す に重点化して飼料倉庫、サイロ、飼 よる汚染防止、未承認遺伝子組換え体の流通防止等を目的

農薬が残留しているおそれ る検査対象を年度計画に定 料等製造事業場等に、年間600箇所以 としたものに重点化して、644箇所に対して実施した。

のある飼料等のよりリスク めて、効率的かつ効果的に 上を目途とし、効率的かつ効果的に また、検査の実施に当たっては、各月ごとの集中的な検

の高い飼料等に検査対象を 検査を実施する。 検査を実施する。 査・分析による効率的かつ効果的な検査の実施に努めた。

重点化して効率的かつ効果

的に実施する。 また、ペットフード安全 また、ペットフード安全法に基づ また、ペットフード安全法に基づく立入検査等について

法に基づく立入検査等につ く立入検査等については、農林水産 は、農林水産大臣からの指示に従い、16箇所に対して、効

いては、農林水産大臣の指 省から委託された「平成20年度ペッ 率的かつ効果的に実施した。

示に従い、効率的かつ効果 トフードの安全監視体制構築に係る

的に検査を実施する。 予備調査委託事業」の報告書を踏ま

え、農林水産大臣の指示に従い、飼

料製造事業場等に対し、効率的かつ

効果的に実施する。

(ｲ) 検査結果報告の迅速化 (ｲ) 検査結果報告の迅速化 (ｲ) 検査結果報告の迅速化 (ｲ) 検査結果報告の迅速化

飼料安全法に基づく立入 飼料安全法に基づく立入 飼料安全法に基づく立入検査等の 飼料安全法に基づく立入検査等の結果及び収去対象飼料

検査等の結果及び収去対象 検査等の結果及び収去対象 結果及び収去対象品の試験結果の報 の試験結果の農林水産大臣への報告については、インター

飼料の試験結果の報告につ 飼料の試験結果の報告につ 告については、農林水産大臣への報 ネットVPNを活用した本部及び各地域センター間における

いては、事務手続の見直し いては、事務手続の見直し 告に要する期間を短縮することがで 報告事務の簡素化等を図り、報告に要する期間をそれぞれ

等を行い、中期目標期間中 等を行い、中期目標期間中 きるよう、LAN等を活用して本部及び 8業務日及び6業務日短縮した。

に、現行の報告に要する日 に、現行の報告に要する日 各地方組織間の報告を簡素化する。

数から少なくとも5業務日 数から少なくとも5業務日短 また、ペットフード安全法に基づ また、ペットフード安全法に基づく立入検査等の結果及

短縮し、立入検査結果にあ 縮し、立入検査結果にあっ く立入検査等の結果及び集取対象品 び集取対象品の試験結果については、速やかに農林水産大

っては立入検査の日から25 ては立入検査の日から25業 の試験結果については、農林水産省 臣に報告した。

業務日以内に、また、収去 務日以内に、また、収去品 の指示に従い報告する。

品の試験結果にあっては試 の試験結果にあっては試験

験を終了した日から15業務 を終了した日から15業務日

日以内に報告する。 以内に報告する。
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④ 土壌改良資材関係業務 ④ 土壌改良資材関係業務 ④ 土壌改良資材関係業務 ④ 土壌改良資材関係業務

ア 集取品の検査業務 ア 集取品の検査業務 ア 集取品の検査業務 ア 集取品の検査業務

集取品の検査については、 集取品の検査については、 集取品の検査については、集中的な 集取品（27点）の検査については、集中的な検査・試験に

集中的な検査を行うこと等に 集中的な検査等による迅速化 検査等による迅速化を図り、平成17年 よる迅速化を行い、平成17年度を基準として、集取品1点当

より、中期目標期間中に、平 等を図り、中期目標期間中に、 度を基準として、集取品1点当たりに要 たりに要する試験時間を17.6％削減した。

成17年度を基準として、集取 平成17年度を基準として、集 する試験時間を10％削減する。

品1点当たりに要する試験時 取品1点当たりに要する試験時 表５ 集取品1点当たりに要する試験時間

間を約10％削減する。 間を10％削減する。 H21実績 H17実績 増減率

試験時間 7.33時間 8.90時間 △17.6％

イ 地力増進法（昭和59年法律 イ 地力増進法（昭和59年法律 イ 地力増進法（昭和59年法律第34号)に イ 地力増進法（昭和59年法律第34号)に基づく立入検査業務

第34号）に基づく立入検査業 第34号)に基づく立入検査業務 基づく立入検査業務

務

地力増進法に基づく立入検 効率的かつ効果的な立入検 効率的かつ効果的な立入検査を行う 過去5か年間の立入検査結果を踏まえ、表示が不適切な製

査については、表示が不適切 査を行うため、過去5か年間の ため、過去5か年間の立入検査の結果を 造業者、新規業者等に対する立入検査業務の重点化を図り、

な製造業者、新規業者等に重 立入検査の結果を踏まえ、表 踏まえ、表示が不適切な製造業者、新 効率的かつ効果的に立入検査を31件実施した。

点化を図るとともに、立入検 示が不適切な製造業者、新規 規業者等に対する立入検査業務の重点 また、結果の報告については、電子媒体を用いることによ

査の結果の報告については、 業者等に対する立入検査業務 化を図るとともに、立入検査の結果の り各地域センターからの報告事務処理の簡素化・効率化を図

中期目標期間中に、農林水産 の重点化を図るとともに、立 報告については、中期目標期間中に、 り、立入検査の指示から報告までに要する期間を平成17年度

大臣の指示から報告までに要 入検査の結果の報告について 農林水産大臣の指示から報告までに要 を基準として10業務日短縮し30業務日以内に農林水産大臣へ

する期間を、VA菌根菌資材を は、集中的な検査等による迅 する期間を、VA菌根菌資材を除き、30 報告した。

除き、30業務日に短縮する。 速化、稟議手続等の合理化等 業務日に短縮するため、稟議手続きの

事務処理の効率化を図ること 合理化等事務処理の効率化を図ること

により、中期目標期間中に、 により、30業務日に短縮する。

農林水産大臣の指示から報告

までに要する期間を、VA菌根

菌資材を除き、30業務日に短

縮する。

(2) 農林水産物等の品質及び表 (2) 農林水産物等の品質及び表 (2) 農林水産物等の品質及び表示の適正 (2) 農林水産物等の品質及び表示の適正化に関する業務

示の適正化に関する業務 示の適正化に関する業務 化に関する業務

① 食品表示監視業務について ① 食品表示監視業務について ① 品質表示基準の遵守状況の確認のた ① 品質表示基準の遵守状況の確認のための検査の実施に当た

は、国（地方農政局）、地方 は、国、地方公共団体等との めの食品表示の監視業務（以下「食品 っては、試験研究機関等と連携して実施したセンターの調査

公共団体等との役割分担を踏 役割分担を踏まえ、センター 表示監視業務」という。）について、農 研究等により開発された検査技術を活用し、次のとおり果実

まえ、センターの有する農林 の有するDNA解析技術及び微量 林水産物、飲食料品及び油脂（以下「食 飲料及びマグロについて、重点的な検査を2回実施した。

物資の分析技術とその活用に 成分の検査分析技術等の食品 品等」という。）に関する分析技術とそ

よって蓄積された専門技術的 等に関する分析技術とその活 の活用によって蓄積された専門技術的 ・果実飲料の表示に関する重点調査 294件

知見が必要とされる検査等に 用によって蓄積された専門技 知見が必要とされる検査等に重点化を ・マグロの表示に関する重点調査 300件

重点化を図るとともに、平成 術的知見が必要とされる検査 図るため、センターの調査研究等によ
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17年度を基準として、検査に 等に重点化を図るとともに、 って得られた成果を活用した特定品目

要する時間を中期目標期間中 検査の方法又は工程の見直し、 に係る重点的な検査を2回以上行う。

に10％削減し、検査の効率化 新たな検査方法の導入等によ また、食品表示監視業務に係る検査 また、同一品目の分析試験を集中的に実施する等により、

を図る。 る効率的な検査の実施により、 に要する時間を平成17年度を基準とし 食品表示監視業務に係る検査に要する時間を平成17年度を基

平成17年度を基準として、検 て中期目標期間中に10％削減するため、 準として13.4％削減した｡

査に要する時間を中期目標期 前事業年度に引き続き、分析試験ごと

間中に10％削減し、検査の効 に分析実施センターの集約化等につい

率化を図る。 て検討し、総検査時間を8％程度削減す

る。

② 農林物資の検査技術に関す ② 農林物資の検査技術に関す ② 農林物資の検査技術に関する調査及 ② 平成21年度中に実施した調査研究課題25課題のうち、表示

る調査及び研究業務について る調査及び研究業務について び研究の重点化を図るため、全調査研 の真正性確認に係る調査研究を24課題実施し、全体に占める

は、食品表示の真正性確認に は、食品表示の真正性確認に 究課題のうち、表示の真正性確認に係 比率を96.0％とした。また、調査及び研究については、引き

係る調査及び研究を重点的に 係る調査及び研究を重点的に る調査及び研究課題の比率を全体の80 続き本部、横浜事務所及び神戸センターに集約して行った。

行うため、表示の真正性確認 行うため、表示の真正性確認 ％以上とするとともに、調査及び研究

に係る調査及び研究課題の比 に係る調査及び研究課題の比 については本部（横浜事務所を含む。）

率を全体の80％以上とすると 率を全体の80％以上とすると 及び神戸センターに集約して行う。

ともに、その実施体制の強化 ともに、各地方組織で実施し なお、年度途中で実施すべき課題が なお、25課題のうち「農産物からの遺伝子組換え体の検知

を図る。 ていた調査及び研究を本部及 発生した場合には、この割合に留意し、 技術の開発＜新規認証遺伝子組換え農産物の検知技術＞）」

び特定の地方組織に集約して 必要に応じて課題の調整を行う。 については年度途中で調査研究の委託の申し入れがあったこ

行う。 と、また「パパイヤ加工品中のDNAの検出」及び「黒糖と加

工黒糖の判別可能性の確認」の2課題については農林水産省

から年度途中で要請があったことから、これらの課題を追加

して実施した。また、上記3課題に優先的に対応するため、「無

機分析によるアスパラガスの原産国判別法の開発」について

は中止することとした。

③ 登録認定機関の登録及びそ ③ 登録認定機関の登録及びそ ③ 登録認定機関（登録外国認定機関を ③ 登録認定機関（登録外国認定機関を含む。以下同じ。）の

の更新時における調査につい の更新時における調査につい 含む。以下同じ。）の登録及び登録の更 登録及び登録の更新時における調査（以下「技術上の調査」

ては、農林水産省の調査指示 ては、検査員の能力向上と適 新時における調査（以下「技術上の調 という。）については、次に掲げる取組を行うことにより、

から報告までの目標期間（30 切な進行管理により、農林水 査」という。）については、事務処理の 調査を行った355件すべての案件について、農林水産省の調

業務日（ただし、申請者に対 産省の調査指示から報告まで 簡素・合理化の取り組みを踏まえ、農 査指示から27業務日以内に報告した。

し、照会、追加・補足資料等 の目標期間（30業務日（ただ 林水産省の調査指示から報告までの目

が必要とされ、事務処理を行 し、申請者に対し、照会、追 標期間（30業務日（ただし、申請者に

うことができなかった等の期 加・補足資料等が必要とされ、 対し、照会、追加・補足資料等が必要

間を除く。以下同じ。））を中 事務処理を行うことができな とされ、事務処理を行うことができな

期目標期間中に10％削減す かった等の期間を除く。第２ かった等の期間については除く。第２

る。 の３において同じ。））を中期 の３において同じ。））を2業務日短縮し、

目標期間中に10％削減する。 28業務日以内とする。



- 22 -

また、目標期間を10％削減すること ○ 事務処理の簡素化・合理化等について検討を行い、技術上

ができるよう、登録認定機関の技術上 の調査に係る基準文書について所要の改正を行った。

の調査に係る基準文書を必要に応じて また、検査員（調査員又は調査員補）に対し、これまでの

見直すとともに、検査員への周知徹底 技術上の調査等の実績を事例演習に反映させた研修を3回（40

及び教育訓練を行うことにより検査員 名）実施し、検査員の調査能力の向上を図った。

の能力向上を図る。

④ 農林水産省が行うリスク管 ④ 農林水産省が行うリスク管 ④ 農林水産省が行うリスク管理に資す ④ 次に掲げる取組を行うことにより、農林水産省が行うリス

理に資するための有害物質の 理に資するための有害物質の るための有害物質の分析業務について ク管理に資するための有害物質の分析業務の効率化に努め

分析業務については、平成17 分析業務については、同一品 は、平成17年度を基準として、試料の た。

年度を基準として、試料の分 目の集中的な実施、分析の作 分析に要する時間を中期目標期間中に

析に要する時間を中期目標期 業工程の最適化等による効率 10％削減するため、厚生労働省が通知 ○ これまで個別試験法で分析していた一部の農薬について、

間中に10％削減し、年間を通 的な分析の実施により、平成17 している一斉試験法の米穀、麦類、大 厚生労働省が通知している一斉試験法への一体化及び一部の

じた均等な業務の実施に努 年度を基準として、試料の分 豆等への適用、個別に分析していた農 農薬について分析実施センターの集約化により、残留農薬

め、効率化を図る。 析に要する時間を中期目標期 薬の同試験法への一体化等について検 の分析に要する時間を平成17年度を基準として8.7％削

間中に10％削減する。 討し、試料の分析に要する時間を8％程 減した。

度削減する。

また、月別の分析業務量を また、分析要員に対する教育訓練と ○ 分析要員の教育訓練、技能試験等の実施時期を調整し、月

平準化することにより、業務 の実施時期の調整を図り、月別の分析 別の業務量の平準化を図った。

の効率化を図る。 業務量を平準化することにより、業務

の効率化を図る。

また、分析対象の選定や分 さらに、分析対象の選定や さらに、比較的リスクが高いおそれ ○ 分析対象農薬の選定に当たっては、国内の登録農薬が400

析の実施に当たっては、生産 分析の実施に当たっては、生 のある農産物等の分析を戦略的かつ重 ～500種類に及ぶことから、比較的リスクの高いおそれのあ

資材の検査等業務との連携を 産資材の特性や使用実態、セ 点的に実施するため、分析対象や分析 る農薬を重点的に実施するため、農薬検査部門が有する農薬

図った上で、戦略的かつ重点 ンターの有する残留農薬等の 方法等の選定に当たっては、検査等業 の使用量等に関する情報に基づき野菜・果実の分析対象農薬

的に行うものとする。 データ等の情報に基づき、検 務を行う各部門が有するデータ等の情 を166種類に絞り込み、農林水産省関係部局と緊密に連携し

査等業務が連携して検討した 報に基づき、農林水産省関係部局と緊 つつ、食品検査部門において実施計画を策定し、適切に実施

上で、比較的リスクが高いお 密に連携しつつ、検査関係各部門の協 した。

それのある農作物等を対象に、 力の下、実施計画を策定し、適切に実

戦略的かつ重点的に実施する。 施する。

⑤ 生糸のJAS規格による格付 ⑤ 生糸のJAS規格による格付業

業務については、平成21年2月 務については、平成21年2月28

28日限りで廃止し、当該業務 日限りで廃止し、同日までの

に係る要員及び経費の合理化 経過措置期間中は、受付、サ

を図る。 ンプリング等の一部の業務を

除き、格付業務を神戸センタ

ーに集約することにより、要
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員及び経費の合理化を図る。

(3) 情報提供業務 (3) 情報提供業務 (3) 情報提供業務 (3) 情報提供業務

食品等の品質及び表示、肥 ① 食品等の品質及び表示、肥 ① センターが有する専門的知見を活用 ① 次に掲げる措置を講ずることにより、センターが有する専

料、農薬、飼料及び飼料添加 料、農薬、飼料及び飼料添加 しつつ、食品等の品質及び表示、肥料、 門的知見を活用しつつ、食品等の品質及び表示、肥料、農薬、

物並びに土壌改良資材の品質 物並びに土壌改良資材の品質 農薬、飼料及び飼料添加物並びに土壌 飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材の品質及び安全性

及び安全性等に係る情報提供 及び安全性等に関する情報を 改良資材の品質及び安全性等、食の安 等、食の安全と消費者の信頼の確保に関する情報を重点的に

業務について、その一元化を 一元的に収集・発信するため、 全と消費者の信頼の確保に関する情報 収集・整理し、インターネットによる効率的かつ迅速な情報

図るとともに、食の安全と消 検査及び調査並びに法令に基 を重点的に収集・整理し、インターネ 発信、講習会等を通じた的確な情報の提供に努めた。

費者の信頼の確保の観点から づく業務との連携を図りつつ、 ット（ホームページ及びメールマガジ

重点化を図る。 これらの業務により作成され ンを含む。以下同じ。）による効率的か

た情報のデータベースや情報 つ迅速な情報発信、講習会等を通じた

システムの的確な管理のため 的確な情報の提供を行うため、次に掲

の要員を平成19年度から配置 げる措置を講ずる。

するとともに、これらのデー

タベース等を活用した一元的 ○ 食品等、肥料、農薬、飼料及び飼料 ○ 各業務により蓄積されたデータベースや情報システムにつ

な対応を図るため、CIO（Chief 添加物並びに土壌改良資材の検査及び いて、一元的管理を行うために必要な各データベースごとの

Information Officer：情報 調査の結果や、肥料取締法、農薬取締 的確な管理のための要員として、管理責任者及び所定の期間

化統括責任者）を設置する等 法、飼料安全法及び地力増進法に基づ 内のデータ入力状況を確認する進行管理者を定め、必要に応

の体制を構築する。 く業務により蓄積されたデータベース じて見直しを行った。

や情報システムを一元的に管理する体

制及び要員の配置を必要に応じて見直

す。

○ CIO（Chief Information Officer： ○ CIOの指導の下、情報・システム最適化推進委員会分科会

情報化統括責任者）の指導のもとデー において、センター業務情報化システムの今後のあり方や見

タベースや情報システムのあり方を検 直しについての検討を行い、その結果をCIOへ報告した。ま

討し、必要な改善を図る。 た、CIOを委員長とする業務・システム最適化推進委員会を

平成22年3月に開催し、データベースや情報システムの現状

について検討した。

② 食の安全と消費者の信頼の ② 食の安全と消費者の信頼の確保の観 ② 次に掲げる措置を講ずることにより、食の安全と消費者の

確保の観点から情報提供を行 点から情報提供を行う内容の重点化を 信頼の確保の観点から情報提供を行う内容の重点化を図っ

う内容の重点化を図るため、 図るため、次に掲げる措置を講ずる。 た。

情報提供業務により収集・整

理する情報については、必要 ○ 外部の有識者を含む委員会を設置し、 ○ 外部の有識者を含む情報提供業務検討・評価委員会を平成

に応じて外部の有識者を含む 次の事業年度に重点的に収集・整理す 22年3月に開催し、平成21年度の情報提供業務の実施状況を

委員会において検討・評価を る情報分野を検討する。また、この委 点検・評価した。その結果、FAMIC及びその業務内容等が国

行うとともに、消費者、生産 員会において、情報の収集、整理、提 民に一層理解されるよう、ホームページの検索エンジン対策
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者及び事業者等に対するアン 供に関する業務の実施状況を点検・評 の検討や、メールマガジンの配信登録者数の更なる増加を図

ケート調査の実施により、随 価し、必要な改善を図る。 るべき等の指摘を受け、平成22年度の改善としてホームペー

時、提供内容等の見直しを図 ジを更に使いやすいものする等の対応について検討すること

る。 とした。

なお、広報誌の配布先を拡大すべきとの平成20年度の同委

員会における指摘に対し、教育機関や図書館、報道機関を配

布先に加えた。

○ 消費者、生産者及び事業者等の関心 ○ 消費者、生産者及び事業者等の関心事項を把握するための

の高い情報を重点的に収集するための アンケート調査等を、次のとおり実施した。

アンケート調査等を実施し、随時、提 ・ ホームページ、広報誌及びメ－ルマガジンの利用者に

供内容の見直しを図る。 対し、アンケート調査を行った。

・ ホームページに関する意見要望等を随時受け付けるコ

ンテンツを引続き設置した。

・ 講習会及び研修会の課題等の選定に資するため、セン

ターが開催する講習会の際に、アンケート調査を行った。

第３ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサー 第２ 国民に対して提供するサービスその 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上

ビスその他の業務の質の向上 ビスその他の業務の質の向上に 他の業務の質の向上に関する目標を達成 に関する目標を達成するためとるべき措置

に関する事項 関する目標を達成するためとる するためとるべき措置

べき措置

１ 共通事項 １ 共通事項 １ 共通事項 １ 共通事項

センターは、農場から食卓

までの一連の過程を対象に、

検査等業務を一体的に実施す

ることにより、技術を通じて

食の安全と消費者の信頼の確

保に貢献する機関として、統

合メリットを発揮し、国民に

対して提供するサービスの質

の向上に努めることとし、以

下の取組を実施する。

(1) 食の安全と消費者の信頼の (1) 食の安全と消費者の信頼の (1) 食の安全と消費者の信頼の確保に向 (1) 食の安全と消費者の信頼の確保に向けた取組

確保に向けた取組 確保に向けた取組 けた取組

検査等業務に関する知見や 食の安全と消費者の信頼の 新たなリスクへの対応などセンター 次に掲げる事項について適切な取組を行うことにより、新

ノウハウの結集、検査等職員 確保に資するため、①から③ 全体として取り組む課題の解決を図る たなリスクへの対応などセンター全体として取り組む課題の

や分析機器の機動的かつ重点 までの取組を行う。 場合や、緊急時における迅速な食品の 解決を図る場合や、緊急時における迅速な食品の安全性の確

的な投入など、統合メリット 安全性の確保等に資するため、次に掲 保等に努めた。

を最大限活用し、食の安全と げる事項について適切な取組を行う。
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消費者の信頼の確保に資する

ため、以下の取組を実施する。

① 食の安全と消費者の信頼の ① 食の安全と消費者の信頼の ① 食の安全と消費者の食に対する信頼 ① 食の安全と消費者の食に対する信頼性を確保する観点か

確保に資するため、次に掲げ 確保に資するため、中期目標 性を確保する観点から、センター全体 ら、センター全体として取り組むべき次の4課題について、

る4つの分野を対象に8課題を 期間中に次に掲げるような8課 として取り組むべき課題を次に掲げる 専門技術的知見を有する職員から構成するプロジェクトチー

設定し、センターが有する知 題について検討し、結論を得 ような課題の中から、2課題以上選定し、 ムを設置し、調査分析等を効率的かつ効果的に実施した。

見やノウハウを結集し、改善 る。 専門技術的知見を有する職員から構成

・解決を図るものとする。 ア 職員の分析能力の向上及 するプロジェクトチームを設置し、調 【有機資材適合性判定スキームの検討】

ア 検査・分析能力の向上 び平準化に向けた定期的な 査分析等を効率的かつ効果的に実施す 有機農産物のJAS規格に適合しない農業生産資材が「有

イ 情報提供能力の強化 技能試験の実施方法の検討 る。 機農産物に使用できる」として流通し、これらを使用した

ウ 生産資材由来のリスクの 及び試験結果に基づく研修 また、外部の有識者を含む委員会に 生産者が農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する

低減 プログラムの作成 おいて、取組内容の評価改善を図る。 法律（昭和25年法律第175号。以下「JAS法」という。）違

エ 食品表示等の信頼性の向 イ 検査結果の信頼度を向上 ア 職員の分析能力の向上及び平準化 反に問われる事態が生じていることから、有機資材として

上 させるための業務改善プロ に向けた定期的な技能試験の実施方 適格かどうかを判断し、個別の問い合わせに対応する仕組

グラムの作成及び当該プロ 法の検討及び試験結果に基づく研修 みの構築の可能性を探るため、規格検査部門及び肥飼料検

グラムに基づく業務の改善 プログラムの作成 査部門によるプロジェクトチームを設置し、想定しうるス

ウ 海外における生産資材に イ 検査結果の信頼度を向上させるた キームの検討、現地調査等を行い、課題を明らかにした。

係るリスク管理情報や農薬 めの業務改善プログラムの作成及び

等の安全性に係る情報等、 当該プログラムに基づく業務の改善 【検査分析能力向上のための研修・精度管理等のあり方の

消費者等の関心が高く、重 ウ 海外における生産資材に係るリス 検討】

点的に収集すべき情報に係 ク管理情報や農薬等の安全性に係る センターの検査・分析能力の向上を目的として、各分析

る収集方法の検討 情報等消費者等の関心が高く、重点 試験業務の管理の仕組みを平準化し、効果的な精度管理や

エ 広報誌、メールマガジン 的に収集すべき情報に係る収集方法 体系的な人材育成に係る研修のあり方等を検討するため、

等の情報提供媒体の活用方 の検討 分析試験業務を所管する各部門によるプロジェクトチーム

策やプレゼンテーション方 エ 広報誌、メールマガジン等の情報 を設置し、各部門における分析試験業務の管理や研修の実

法等に関する情報提供能力 提供媒体の活用方策やプレゼンテー 施状況を調査・比較検証して、今後の検査分析能力の向上

の向上のためのプログラム ション方法等に関する情報提供能力 方策等について検討した。

の策定及び当該プログラム の向上のためのプログラムの策定及

に基づく業務の改善 び当該プログラムに基づく業務の改 【前作に使用された農薬の作物残留分析等】

オ 肥飼料や農薬に由来する 善 平成19年度、20年度に引き続き、前作に使用した農薬

食品中の危害要因に係る情 オ 肥飼料や農薬に由来する食品中の の残留によるリスク低減に資するためさらにデータを蓄

報の収集・分析 危害要因に係る情報の収集・分析 積すること、また、農薬残留基準の国際調和を一層推進

カ 肥飼料や農薬の使用実態 カ 肥飼料や農薬の使用実態及び特性 することを目的として、食品検査部門及び農薬検査部門

及び特性を踏まえた食品中 を踏まえた食品中の有害物質の実態 によるプロジェクトチームを設置し、農薬検査部門が有

の有害物質の実態調査 調査 する土壌半減期の長い農薬等に関する知見を活用して分

キ 有機農産物の表示等の新 キ 有機農産物の表示等の新たな表示 析対象農薬を選定するとともに、前作農薬の残留状況に

たな表示に対応した検査技 に対応した検査技術や検査方法の改 加えて果実の部位別の残留状況について、両部門の連携

術や検査方法の改善・改良 善・改良 のもと効率的かつ効果的な検査分析を実施した。

ク アからキまでに掲げるも ク アからキまでに掲げるもののほか、
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ののほか、食の安全と消費 食の安全と消費者の信頼の確保の観 【OIEコラボレーティング・センターとしての飼料安全に

者の信頼の確保の観点から 点から特に必要な課題 関する情報収集・発信】

特に必要な課題 平成21年5月にセンターが「飼料の安全と分析分野」

上記の課題の取組に当たっ で世界で唯一のOIEコラボレーティング・センターに指

ては、外部の有識者を含む委 定されたことを受け、専門分野に係る国内外の関連情報

員会を設置し、毎事業年度、 を収集・整理し発信する国際的な任務を果たしていくた

取組内容の評価・改善を図る め、肥飼料検査部門及び国際関係部門によるプロジェク

とともに、専門技術的知見を トチームを設置し、収集情報を整理して、センターホー

有する職員により構成される ムページに掲載したほか、飼料に含まれるハザードに関

プロジェクトチームの設置等 する情報を発信するための準備作業を進めた。

により、各業務の連携・調整

を図りつつ、効率的・効果的 また、外部の有識者を含む業務評価委員会を平成22年3月

に実施する。 に開催し、平成21年度の取組内容の評価を行うとともに、平

成22年度のプロジェクト課題についての意見等を伺った。

② 肥料、農薬、飼料及び飼料 ② 緊急時において、迅速な検 ② 緊急的にセンター一体となって被害 ② 次に掲げる取組を実施することにより、緊急的にセンター

添加物並びに土壌改良資材へ 査の実施による被害のまん延 のまん延の防止及び危害原因の特定に 一体となって被害のまん延の防止及び危害原因の特定に努め

の有害な物質等の混入等が原 の防止及び原因の特定を行う 努める必要が生じた場合にあっては、 る必要が生じた場合にあっては、プロジェクトチームの設置

因となって食品への汚染が懸 ための体制を確保するため、 プロジェクトチームの設置やスタッフ やスタッフ制の活用などを行い、検査等に係る知見やノウハ

念される場合や、食品中の有 次に掲げる取組を実施する。 職員の活用などを行い、検査等に係る ウの結集を図りつつ、総力をあげて検査等を迅速かつ効果的

害な物質の汚染の原因がこれ 知見やノウハウの結集を図りつつ、総 に実施するための体制を整備した。

らの資材にあることが懸念さ 力をあげて検査等を迅速かつ効果的に

れる場合には、食の安全を確 実施するため、次に掲げる取組を実施

保するため、センターの総力 する。

を挙げて検査を迅速かつ効果 ア リスクに応じて必要となる ア リスクに応じて必要となる専門分野 ア リスクに応じて必要となる専門分野や分析機器についての

的に実施し、被害のまん延防 専門分野や分析機器の検証及 や分析機器の検証及び活用方策の検討 検証及び活用方策の検討並びに地方組織を含めた全国組織の

止及び原因の特定に努める。 び活用方策の検討並びに地方 並びに地方組織を含めた全国組織の連 連携方策を定めた「緊急調査分析実施規程」、同規程に基づ

組織を含めた全国組織の連携 携方策及び緊急時における指示・連絡 き緊急時における指示・連絡体制等を定めた「緊急調査分析

方策及び緊急時における指示 体制等について定めた対応マニュアル 実施マニュアル」について見直しを行った結果、改正を要す

・連絡体制等の対応マニュア の必要に応じた見直し る事項はなかった。

ルの策定

イ 対応マニュアルに基づく連 イ 対応マニュアルに基づく連絡体制、 イ 対応マニュアルに基づき、連絡体制並びに想定される要因

絡体制、専門的知見を有する 専門的知見を有する職員及び機器の登 及びその内容別分類ごとに専門的知見を有する職員及び機器

職員及び機器の登録・更新 録・更新 についての登録内容を見直し、更新した。

ウ 対応マニュアルに基づく訓 ウ 対応マニュアルに基づく訓練の実施、 ウ 対応マニュアルに基づき、訓練や情報の収集を行い、緊急

練の実施、緊急時の事例の収 緊急時の事例の収集解析、職員の専門 の事態の発生に備えるとともに、想定される調査の内容別分

集・解析、職員の専門的知見 的知見の向上のための研修の実施等の 類に係る研修を3回（3名）実施した。

の向上のための研修の実施等 対応能力の向上
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の対応能力の向上

また、適切かつ正確な情報を消費者 なお、緊急的に相談窓口の設置を要する事案はなかった。

に分かり易く、かつ、迅速に提供し、

消費者の被害及び生産者の風評被害の

防止、消費者の不安の解消等を図るた

め、相談窓口の設置等を必要に応じて

行う。

③ ①及び②以外についても、 ③ ①及び②以外についても、 ③ ①及び②以外についても、個々の業 ③ ①及び②以外の個々の業務の実施に当たって、連携・調整

個々の業務の実施に当たって 個々の業務の実施に当たって 務の実施に当たっては、必要に応じて を図る必要のある事案は生じなかった。

は、必要に応じて連携・調整 は、必要に応じて連携・調整 連携・調整を図ることにより、質の向

を図ることにより、質の向上 を図ることにより、質の向上 上に努める。

に努めるものとする。 に努めるものとする。

(2) 情報提供業務の一元化及び (2) 情報提供業務の一元化及び (2) 情報提供業務の一元化及び提供内容 (2) 情報提供業務の一元化及び提供内容の充実

提供内容の充実 提供内容の充実 の充実

① 情報提供業務については、 ① 情報提供業務の一元化及び ① 情報提供業務の一元化を図り、また、 ① 情報提供業務の一元化を図り、また、消費者、生産者、事

利用者の利便性を向上させる 提供内容の充実を図るため、 消費者、生産者、事業者等の関心を把 業者等の関心を把握するために行ったアンケート調査の結果

ため、消費者、生産者及び事 次に掲げる取組を実施する。 握するために行ったアンケート調査の を踏まえ提供内容の充実を図りつつ、次に掲げる取組により

業者を対象に、農場から食卓 結果を踏まえ提供内容の充実を図りつ 的確かつ迅速に情報提供を行った。

までの一連の過程における食 つ、次に掲げる取組により的確かつ迅

品に関する情報を一元的に提 速に情報提供を行う。

供する。

ア 情報提供業務の一元化 ア 情報提供業務の一元化 ア 情報提供業務の一元化

情報の一元的な提供を行う ○ 食品表示の監視業務などJAS法関係業 ○ 食品表示の監視業務などJAS法関係業務、肥料、飼料及び

ため、検査等業務の終了後30 務、肥料、飼料及び飼料添加物並びに 飼料添加物並びに土壌改良資材の検査等業務並びに農薬の登

業務日以内の結果等のデータ 土壌改良資材の検査等業務並びに農薬 録業務等を通じて蓄積した情報を検査等業務の終了後30業務

ベース化、検査等業務及び情 の登録業務等を通じて蓄積した情報を 日以内にデータベースに登録した。

報提供業務等に従事する職員 検査等業務の終了後30業務日以内にデ

から成る委員会を毎月1回以上 ータベースに登録する。

開催する等により、検査等業

務で得られた情報を適切に収 ○ 幅広い情報の収集・整理・分析を行 ○ 検査等業務及び情報提供業務等に従事する職員を構成員と

集・整理するとともに、情報 い、必要な取組を進めるため、検査等 する情報提供推進委員会を毎月1回開催し、ホームページ、

提供業務部門や相談窓口等に、 業務及び情報提供業務等に従事する職 メールマガジン、広報誌等における提供情報の的確性及びわ

肥料、農薬、飼料及び飼料添 員から成る委員会を毎月1回以上開催す かりやすさ等について検討を行った。

加物並びに土壌改良資材の品 る。

質及び安全性等に関して専門

的知見を有する職員を配置す ○ 情報提供業務部門や相談窓口等に肥 ○ 情報提供業務部門や相談窓口等に肥料、農薬、飼料及び飼

る。 料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに 料添加物並びに土壌改良資材の品質及び安全性等に関して専

土壌改良資材の品質及び安全性等に関 門的知見を有する職員を配置し、これらと併せて食品の品質
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して専門的知見を有する職員を配置し、 及び表示等に関する消費者、生産者、事業者等からの相談に

これらと併せて食品の品質及び表示等 次のとおり適切に対応した。

に関する消費者、生産者、事業者等か

らの相談に適切に対応する。 ・ 消費者相談専用電話及び食品表示110番を活用するとと

もに、消費生活展等において消費者相談窓口を開設し、消

費者からの相談2,149件に対応した。

また、食品表示110番等を通じて収集した不正表示や違

法なJASマーク表示に関する情報381件について、事務処理

手順書に基づき農林水産省関係部局等へ通報する等、迅速

かつ的確に対応した。

・ 事業者等からの食品表示、肥飼料等に関する相談19,658

件に対応した。

・肥 料 5,507件

・飼料及び飼料添加物 1,548件

・愛がん動物用飼料 137件

・土壌改良資材 172件

・食 品 12,294件

計 19,658件

○ 製造業者等からの食品表示等に関す ○ （社）日本食品衛生協会と連携して設置している3箇所の

る相談に対応するとともに、本部、名 食品表示に関する一元的な相談窓口を適切に運営し、食品表

古屋及び神戸の各センターに設置した 示等に関する企業相談件数のうち1,588件の相談に対応した。

食品表示に関する一元的な相談窓口を なお、消費者庁の設置に伴い、食品表示に関する一元的な

適切に運営する。 相談は消費者庁食品表示課が受け付けることとなったことか

ら、センターの窓口は平成22年3月31日をもって終了した。

また、情報の提供に当たっ ○ インターネット情報の内容を適宜更 ○ 食品表示に関する情報、JAS製品の品質に関する情報、遺

ては、利用者のアクセスを改 新することにより、食品表示に関する 伝子組換え食品、農産物の残留農薬、肥料、飼料、飼料添加

善するため、ホームページの 情報、JAS製品の品質に関する情報、遺 物、土壌改良資材及び農薬の安全性に関する情報や企業、消

適宜更新、メールマガジンの 伝子組換え食品、農産物の残留農薬、 費者等からの相談事例等を迅速にホームページに掲載した。

配信先の拡大（中期目標期間 肥料、飼料、飼料添加物、土壌改良資 （更新回数 241回、アクセス回数 645,602回）

中に、平成17年度末を基準と 材及び農薬の安全性に関する情報や企

して10％増加）及び毎事業年 業、消費者等からの相談事例等を迅速 〔ホームページの主な掲載内容〕

度36回以上の発信等、ホーム に提供する。 ・行政情報（報道発表、パブリックコメント情報、JAS規

ページやメールマガジンの積 格、食品表示等）

極的な活用を図るとともに、 ・食に関わる情報（Q&A、相談事例、個別リスク情報、国

広報誌を毎事業年度6回以上発 際規格関係情報、キッズページ、相談窓口等）

信し、最新の情報を提供でき ・食品等検査関係情報（調査研究報告、分析マニュアル、
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るように努める。 事業者の取組等）

・OIEコラボレーティング・センターとしての活動(平成21

年度の輸入飼料原料中の有害物質のモニタリング結果及

び概要（英語版）、飼料研究報告の掲載情報（要旨の英

訳版）等）

・肥飼料検査関係情報（各種申請手続き、検査結果の公表

等）

・農薬検査関係情報（登録・失効情報、農薬登録情報検索

システム、農薬登録申請関係、GLP適合確認申請等）

・センター情報（イベント情報、刊行物等）

・公表事項（独立行政法人通則法に基づく公表事項、調達

情報等）

また、インターネットを通じた食の また、ホームページ上で、食の安全と消費者の信頼確保に

安全と消費者の信頼確保に関する意見 関する意見交換の場としての電子フォーラムを、次の3テー

交換会として「電子フォーラム」を3回 マについて開催した。

以上開催する。

・雑穀～その栄養と美味しい食べ方～

・安全なペットフード～「ペットフード安全法」をご存じ

ですか？～

・これからの季節！私の鍋自慢

○ 食品安全委員会等のリスク評価機関 ○ 電子メールマガジンを毎月3回以上、合計48回（延べ配信

の動向や食品の安全と消費者の信頼の 数249,270通）配信した。

確保に関する情報の提供を迅速に行う

ため、希望者にメールマガジンを毎月 〔メールマガジンの主な掲載内容〕

3回以上配信し、併せて配信先を中期 ・食品の安全と消費者の信頼確保に関する情報

目標期間中に、平成17年度末を基準 ・行政情報（報道発表、パブリックコメント情報等）

として10％増加させることができるよ ・消費者向けイベント情報

う、その拡大に努める。

また、行政情報、各種調査結果及び また、メールマガジンの案内チラシを講習会、消費生活展

センター活動状況等についても情報提 等の際に配布するなどPR活動に努めた結果、配信先は平成21

供を行う。 年度末時点で5,510となり、平成17年度末（配信先3,421）を

基準として61.1％増加させた。

○ 広報誌を6回以上発行する。 ○ 広報誌「新・大きな目小さな目」を6回（毎回6,500部）発

行し、地方公共団体の消費生活センター等に配布した。

〔広報誌の主な掲載内容〕

・肥料、農薬、飼料等及び土壌改良資材に関する情報

・食のQ&A（消費者相談事例）、食品表示のQ&A
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・行政情報

・食と農のサイエンス

○ 本部及び地方組織に設置した「消費 ○ 本部及び各センターに設置している「消費者の部屋」又は

者の部屋」又は「消費者コーナー」を 「消費者コーナー」において常設展示を行うとともに、本部

活用して、展示物等による情報提供や においてはさいたま新都心インフォメーションセンターも活

利用者の相談等への対応を行うととも 用して、消費者に対する情報提供に努めた。

に、啓発の目的を明確にした特別展示 また、期間を定めて、食品の表示等をテーマとした特別展

を行う。 示を、本部及び各センターで13回（来場者1,304名）実施し

た。

さらに、センターの有する ○ 地方公共団体の職員等に対する講習 ○ 食品の表示、検査分析技術等の専門技術的知見を活用した

専門技術的知見を活用した講 会及び研修会は、企業相談の実績を踏 内容を中心として、消費者、事業者及び地方公共団体職員等

習会及び研修会を、毎事業年 まえた食品の表示、検査分析技術等の に対する講習会及び研修会を、次のとおり32回（参加者1,760

度30回以上開催するとともに、 専門技術的知見を活用した内容のもの 名）開催した。

地方公共団体等からの依頼に を中心に必要に応じて適時適切に、全 ・食品品質等知見活用講習会 10回（606名）

基づく講習会への講師派遣に センター合わせて30回以上開催する。 ・食品等リスク等情報共有化講習会 6回（422名）

ついては、センターの有する ・地方公共団体職員等研修会 7回（183名）

専門技術的知見を活用するこ ・技術講習会 9回（549名）

とができるものについて積極 （この他、

的に実施する。 飼料製造管理者資格取得講習会 1回（108名）

飼料抗菌剤GMP研修会 6回（211名）

飼料有害物質混入防止研修会 7回（566名）

肥料分析実務者研修 2回（ 13名））

○ 地方公共団体等から消費者啓発に係 ○ 地方公共団体からの要請に応じて行う講習会（派遣講習）

る取組等への参加要請があった場合に に17回（参加者568名）、事業者等から依頼を受けて行う講習

は、必要に応じて国民生活センターと 会（依頼講習）に189回（参加者11,132名）役職員を講師と

連携しつつ、地方公共団体等の取組を して派遣するとともに、消費生活展への出展を26回（来場者

支援するため、講習会等に役職員の派 682,726名）実施した。

遣等センターの有する専門技術的知見 地方公共団体等からの参加要請に応じて、各種研修会及び

を活用した対応を行う。 連絡会議等に職員を41回派遣するとともに、事業者等からの

要請に応じて、委員会等に役職員を41回派遣した。

また、他機関の研究所等からの依頼に応じて、残留農薬分

析等についての受入研修等を2回（参加者19名）行った。

国民生活センターとは、当センターの主催する地方公共団

体職員研修会等に講師として国民生活センターの職員の招へ

いを3回行うとともに、国民生活センターからの要請に応じ

講師として職員を2回派遣する等の連携を図った。
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また、生産資材に由来する イ 提供内容の充実 イ 提供内容の充実 イ 提供内容の充実

有害な物質等のリスクに関す 肥料、農薬、飼料及び飼料 ○ 提供情報の的確性、わかりやすさ等 ○ 外部の有識者を含めた情報提供業務検討・評価委員会を平

る正しい理解や、食品の成分 添加物並びに土壌改良資材の 情報提供業務の質の向上に資する方策 成22年3月に開催し、平成21年度の情報提供業務及び平成22

や原材料等に由来する品質及 検査結果、これらの生産資材 を検討するため、外部の有識者を含め 年度の計画について評価及び検討を行った結果、メールマガ

び表示に関する信頼の確保の に関する国内外の規制等の情 た委員会を開催し、検討結果は情報提 ジンについて情報量が多過ぎるとの指摘を受け、平成22年度

観点から、幅広くかつ適切に 報、食品等の検査結果並びに 供業務の改善に活用する。 の改善として、掲載する情報を精査し、記事の内容を簡潔で

収集した情報をわかりやすく 品質及び表示、遺伝子組換え わかりやすい表現にするなど、よりコンパクトで読みやすい

提供するなど、内容の充実を 食品、農産物の残留農薬、生 メールマガジンとなるよう検討することとした。

図ることとする。 産資材の安全性等の情報など、 また、広報誌の本文の色やレイアウト等の工夫を行い、よ

消費者の関心が高く、生産者 り見やすい誌面とするべきとの平成20年度の同委員会におけ

等に対する生産資材の適正な る指摘に対し、文字の色やイラストの配色を各号ごとに工夫

利用方法等の啓発に資する情 し、より見やすくした。

報を適切に収集・整理するた

め、外部の有識者を含む委員

会の開催によるニーズの把握

・検討、収集分野の設定・評

価を行う。

また、わかりやすく情報提

供を行うため、上記の委員会

等により資料の内容や作成方

法等に関して毎事業年度、検

討・評価を行う。

○ 消費者相談に迅速かつ的確に対応す ○ 消費者相談において消費者被害情報を受け付けた場合に

るため、農林水産省消費者の部屋、地 は、保健所、農林水産省、国民生活センター等に連絡する等、

方農政局、国民生活センター、消費生 迅速に対応した。

活センター等関係機関と緊密に連携す

る。

さらに、迅速かつ的確に相 ○ 消費者、生産者及び事業者等からの ○ 相談業務に従事する職員に対して相談等業務担当者研修を

談に対応するため、相談事例 相談への対応の質の向上を図るため、 1回（13名）実施した。

集の作成・更新、相談対応に これに対応する専門技術的知見を有す

関する基準文書に基づく適切 る者を養成するための研修を行うとと ○ 受け付けた相談を整理し、またホームページに掲載してい

な対応、職員の研修等を実施 もに、受け付けた相談を整理し、重要 る相談事例集の内容を精査した結果、「企業相談事例集」に

する。 な事例を相談事例集に収録し、相談対 掲載している情報を全面的に見直すとともに、「食のQ&A」に

応マニュアルの改善と併せてその充実 消費者相談の事例11件を追加掲載した。

を図る。

○ 消費者相談対応及び企業相談対応に係る規程及びマニュア

ル類を見直し、「相談業務処理規程」及び「相談業務処理マ

ニュアル」として一本化するとともに、「食品に由来する消
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費者事故等に関する情報の取扱要領」の制定及び改正を行い、

消費者等からの相談についてより的確に対応した。

○ PIO-NETの端末を利用し、国民生活セ ○ 本部に設置されたPIO-NETの端末を利用するとともに、消

ンター等関係機関との情報の共有化を 費者相談の内容を国民生活センターに提供する等により、国

図り、情報提供の内容の充実に資する。 民生活センター等関係機関との情報の共有化を図った。また、

食品に関する重大な事故情報があった場合に速やかに関係す

る部署に情報提供するため、PIO-NET端末で食品の危害情報

を定期的に検索した。

さらに、こうした取組の質 ウ 以上の取組により、アンケ ウ 情報提供業務の改善を図るため、次 ウ 提供情報の的確性、わかりやすさ等の向上に資するため、

的な向上を図るため、アンケ ート調査結果等により顧客満 の業務において提供した情報や提供方 講習会、研修会、講師派遣、ホームページ、広報誌等の業務

ート調査等の実施により、提 足度を測定し、5段階評価で中 法の顧客満足度をアンケート調査等に について、利用者に対するアンケート調査による効果測定を

供した情報や提供方法につい 期目標期間中の各事業年度を より測定する。 実施した。顧客満足度（5段階評価）は、次のとおりであっ

て顧客満足度を測定し、5段 通じて3.5以上の顧客満足度を また、個別の講習会等において顧客 た。

階評価で3.5以上の顧客満足 目標とし、個別の講習会等に 満足度が5段階評価で3.5未満の場合に

度を確保する。 おいて、顧客満足度が3.5未満 は、情報提供の方法の見直し等の必要 ・各種講習会及び研修会

の場合には、情報提供の方法 な改善措置を速やかに講ずる。 食品品質等知見活用講習会 4.0

の見直し等、必要な改善措置 ・各種講習会及び研修会 食品等リスク等情報共有化講習会 4.0

を講ずる。 ・講師派遣 地方公共団体職員等研修会 4.2

・ホームページ 技術講習会 3.9

・メールマガジン ・講師派遣

・広報誌 派遣講習 4.9

依頼講習 4.8

・ホームページ 3.7

・メールマガジン 4.0

・広報誌 4.1

また、個別の講習会等において顧客満足度が3.5未満であ

った2件の講師派遣については原因究明を行い、今後は事前

に依頼者と十分な調整を行うことにより、対象者の関心の高

い事項を含む講義内容とする等の改善処置を講ずることとし

た。

② 肥料及び農薬の登録結果、 ② 肥料及び農薬の登録結果、 ② 肥料及び農薬の登録結果、食品、肥 ② 肥料の登録結果、食品、肥料、農薬、飼料及び飼料添加物

食品、肥料、農薬、飼料及び 食品、肥料、農薬、飼料及び 料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに 並びに土壌改良資材中の有害な物質等の分析結果等につい

飼料添加物並びに土壌改良資 飼料添加物並びに土壌改良資 土壌改良資材中の有害な物質等の分析 て、検査等結果をデータベース化することにより、消費者、

材中の有害な物質等の分析結 材中の有害な物質等の分析結 結果等について、消費者、生産者及び 生産者及び事業者への効果的な情報提供に努めた。また、農

果等については、消費者、生 果等については、消費者、生 事業者への情報提供を効果的に行うた 薬の登録情報については、農林水産省へ登録検査の結果を報

産者及び事業者への情報提供 産者及び事業者への情報提供 め、検査等結果をデータベース化する 告する際にデータベース化し、農林水産大臣の登録に併せて
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に資する観点から、データベ に資する観点から、農薬登録 とともに、必要な改善を図る。 ホームページで公開した。なお、データベースについては改

ース化を図る。 情報検索システム、センター 善を要する事項はなかった。

業務情報化システム等により

データベース化を図る。

このうち、肥料の登録情報 このうち、肥料の登録情報 また、肥料の登録情報については、 肥料の原材料等消費者の関心の高い情報を迅速かつ確実に

等については、登録後30業務 については、登録後30業務日 登録後30業務日以内にこれをデータベ 提供することを目的として、肥料登録1,485件について、登録後

日以内にデータベース化す 以内にこれをデータベース化 ース化し、要望に応じてその原材料等 30業務日以内に登録情報等のデータベース化を行うととも

る。 し、要望に応じてその原材料 消費者の関心の高い情報を、迅速かつ に、ホームページにデータ提供している旨を掲載し、関係者

等消費者の関心の高い情報を 確実に提供する。 からの要望に応じてデータを144件提供した。

迅速かつ確実に提供する。

③ 肥料、農薬、飼料及び飼料 ③ 肥料、農薬、飼料及び飼料 ③ 肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並 ③ 研修又は講師の派遣を次のとおり行うことにより、肥料、

添加物並びに土壌改良資材の 添加物並びに土壌改良資材の びに土壌改良資材の安全性等の確保に 農薬、飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材の安全性等の

安全性等の確保に資するた 安全性等の確保に資するため、 資するため、研修又は講師の派遣を行 確保に努めた。

め、都道府県等の職員、検査 研修又は講師の派遣を行う。 う。このうち、

関係機関、製造業者等に対し このうち、 ア 農薬の安全性等の確保に資するための講師派遣について、

て、法令に関する知識又はこ 東京都、京都府、（社）日本植物防疫協会ほか5団体、農林水

れらの資材の検査技術等に関 産省横浜植物防疫所などから13件（16名）の講師派遣依頼が

する研修又は講師の派遣を行 あり、そのすべてに対応した。

う。特に、 なお、土壌改良資材に関する製造業者及び分析業者等を対

象とした研修又は講師派遣の要請はなかった。

ア 肥料の取締りを行う都道府 ア 肥料の取締りを行う都道府県職員の イ 都道府県職員、生産業者等に対して法令に関する知識又は

県職員、生産業者等を対象と 検査技術の向上、生産業者等における 肥料の検査技術等に関する研修及び講師の派遣を計26回（法

した法令に関する知識又は肥 肥料の安全性管理技術の向上等を図る 令関係14回（参加者553名）及び検査技術関係12回（参加者360

料の検査技術等に関する研修 ため、法令に関する知識又は肥料の検 名））実施し、肥料の取締りを行う都道府県職員の法令に関

及び講師の派遣については毎 査技術等に関する研修及び講師の派遣 する知識及び検査技術の向上と、生産業者等における肥料の

事業年度20回以上実施する。 を合わせて20回以上実施する。 安全性管理技術の向上等を図った。

イ 飼料の検査関係機関又は飼 イ 飼料の検査関係機関又は飼料製造業 ウ 飼料の検査関係機関又は飼料製造業者等の担当者に対して

料製造業者等の担当者に対す 者等の担当者に対して法令に関する知 法令に関する知識又は飼料の試験技術等に関する研修を18回

る法令に関する知識又は試験 識又は試験技術等の研修を10回以上実 （法令関係16回（参加者858名）及び試験技術等の研修2回（参

技術等の研修については、毎 施する。 加者8名））実施した。

事業年度10回以上実施する。 また、都道府県等の要請に応じ、飼料の安全性の確保等に

関する各種会議（6回）へ講師を6名派遣した。

さらに、

ア 農薬については、農薬の検 ウ 農薬取締法第2条第1項に規 ウ 農薬取締法第2条第1項に規定する特 エ 平成21年度においては、特定農薬の指定に係る農林水産大

査に係る技術的協力及び農薬 定する特定農薬の指定に係る 定農薬の指定に係る検討については、 臣からの指示はなかった。
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取締法第2条第1項に規定する 検討については、農林水産大 農林水産大臣からの指示に基づく期限

特定農薬の指定に係る検討等 臣からの指示に基づく期限内 内に適切に行いその結果を報告する。

について、国からの要請に対 に適切に報告する。

し、適切に対応する。

イ 飼料については、飼料製造 エ 飼料製造管理者講習会につ エ 飼料製造管理者講習会の受講希望者 オ 受講希望者調査を実施し、その結果を基に飼料製造管理者

管理者講習会を2年に1回以上 いては、2年に1回以上実施す 数を勘案して、必要に応じ実施する。 資格取得講習会を1回（参加者108名）行った。

実施するとともに、国、関連 るとともに、国、関連団体等 また、国、関連団体等が行う飼料に係る事業検討委員会等

団体等が行う事業計画検討委 が行う事業検討委員会等への へ73回（102名）参画し、専門的・技術的見地からの協力を

員会等へ参画し、専門的・技 参画については、専門的・技 行った。

術的見地からの協力を行う。 術的見地からの協力を行う。

なお、研修等を実施した際 なお、研修等を実施した際 なお、必要に応じて研修受講者、会 講習会等の参加者又は講師派遣の要請者を対象に、必要に

には、必要に応じて研修の受 には、必要に応じて研修受講 議主催者等に対して研修等の内容に関 応じて講習等の内容に関するアンケート調査を実施したとこ

講者等に対して、研修等の内 者、会議主催者等に対して、 するアンケートを実施し、その結果を ろ改善すべき事項はなかった。なお、顧客満足度（5段階評

容に関するアンケートを実施 研修又は講義の内容について 評価・分析することにより、研修又は 価）は3.6以上であった。

し、その結果を評価・分析す アンケート等を実施し、その 講義の内容の改善を図る。

ることにより、研修等の内容 結果を評価・分析することに

の改善を図る。 より、研修又は講義の内容の

改善を図る。

(3) 窓口業務の全国における実 (3) 窓口業務の全国における実 (3) 窓口業務の全国における実施 (3) 窓口業務の全国における実施

施 施

肥料取締法、農薬取締法、 窓口業務を全国で実施する 肥料取締法、農薬取締法、飼料安全 事業者等の利便性を向上させるため、肥料取締法、農薬取

飼料安全法等の法令に基づく ため、次に掲げる取組を実施 法等の法令に基づく届出及び登録証等 締法及び飼料安全法に基づく届出及び登録証等の交付に係る

届出及び登録証等の交付に係 する。 の交付に係る窓口業務並びに消費者等 窓口並びに消費者等からの相談窓口を全国に設置するととも

る窓口業務については、事業 からの相談窓口業務を全国で実施する に、業務の円滑な実施を図るため、次の取組を行った。

者等の利便性を向上させるた ため、次に掲げる取組を引き続き実施

め、本部及び全国の地方組織 する。

において処理する。また、消

費者等からの食品表示等に関 ① 関係法令に基づく事務処理 ① 関係法令に基づく事務処理内容に係 ① 窓口業務及び相談対応業務に従事する職員に対し、関係法

する相談窓口を、全国の地方 内容に係る所要の研修、食品 る所要の研修、食品表示に関する研修 令に基づく事務処理及び食品表示、肥料、飼料、農薬等の基

組織に設置する。 表示に関する研修等を行う。 等を必要に応じて行う。 礎知識に関する研修として「相談等業務担当者研修」を1回

（13名）実施した。

② ホームページ等を活用して ② 関係団体や関係者の利便性の向上等 ② 次の届出の受付や登録証等の交付及び消費者等からの相談

関係団体や関係者への周知を について、ホームページ等を活用して をすべての窓口で対応する旨をホームページ等を活用して引

図る。 周知を図る。 き続き周知した。

・肥料登録証・仮登録証の交付

・農薬登録票の交付
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・農薬取締法第6条第2項の規定に基づく農薬登録申請書記

載事項の変更に係る届出

・飼料製造管理者届出事項変更届出のうち飼料又は飼料添

加物の種類及び名称の変更に係る届出

③ 窓口業務に係る関係規程の ③ 窓口業務に係る関係規程、対応マニ ③ 窓口業務に係る関係規程、対応マニュアルについて見直し

整備、対応マニュアルの作成、 ュアルについて必要に応じて見直しを を行った結果、対応マニュアルについて所要の改正を行った。

職員から成る委員会において 行うとともに、苦情等があった場合に また、消費者相談対応及び企業相談対応に係る規程及びマニ

苦情等があった場合の改善方 は、必要に応じ業務改善委員会におい ュアル類を見直し、「相談業務処理規程」及び「相談業務処

策等の検討等を行うことによ て、改善方策等の検討等を行う。また、 理マニュアル」として一本化するとともに、「食品に由来す

り、継続的に業務運営の改善 処理結果等については、センター全体 る消費者事故等に関する情報の取扱要領」を制定及び改正す

を図る。 で情報を共有し、マネジメントレビュ ることにより、消費者等からの相談対応についてより的確に

ーに反映させるものとする。 対応した。なお、企業相談業務において、苦情申し立てがあ

った1件については、苦情処理規程に基づき再発防止処置を

講じた。

(4) 検査・分析能力の継続的向 (4) 検査・分析能力の継続的向 (4) 検査・分析能力の継続的向上 (4) 検査・分析能力の継続的向上

上 上

検査等業務の実施に当た 検査分析に係る能力及び信 職員の検査分析技術力の維持・向上 次に掲げる取組を行うことにより、職員の検査分析能力の

り、検査分析機関としての国 頼性の向上を図るため、分析 を図り、検査分析結果の信頼性を確保 維持・向上を図り、検査分析結果の信頼性を確保に努めた。

際基準を導入するとともに、 機関としての国際標準である するため、センターが行う検査分析業

統合によるスケールメリット ISO/IEC17025及びGLPの考え方 務全般について、ISO/IEC17025及びGLP 本部で分析試験業務運営委員会を1回、各センターで分析

を活かし、 による業務管理体制の確立、 の考え方に基づく分析試験業務管理を 試験業務管理委員会を59回開催し、分析試験業務内部監査の

維持・改善を図り、検査分析 導入するため、引き続き関係規程、管 結果に基づいた関係マニュアル類の改正及び機器整備等の分

業務に関する基準文書に基づ 理手順書等を整備するとともに、次に 析試験業務の管理に必要な事項を審議し決定した。

き、分析機器及び試薬等の維 掲げる取組を実施する。

持管理、記録等を適正に行う

とともに、統合によるスケー

ルメリットを活かし、

① 分析の精度管理 ① ISO/IEC17025（しょうゆア ① しょうゆのアルコール分の測定及び ① しょうゆのアルコール分の測定及び遺伝子組換え大豆の定

ルコール分測定）の認定を維 遺伝子組換え大豆の定性分析について、 性分析について、ISO/IEC17025の要求事項への適合性を維持

持するため、マニュアルに基 ISO/IEC17025の要求事項への適合性を するとともに、品質システムの継続的な改善に取組み、遺伝

づく適正な実験室の管理や分 維持するとともに、システムの継続的 子組換え大豆の定性分析については認定機関から認定継続の

析を行うとともに、認定範囲 な改善に取り組む。さらに、認定範囲 承認を受けた。また、認定範囲の拡大について検討した結果、

の拡大を検討する。 の拡大について検討する。 平成21年度においては、既認定範囲に係る品質システムの改

善・充実を図ることとし、拡大しないこととした。なお、し

ょうゆのアルコール分測定については、依頼分析がなくなっ

たことから、平成22年3月3日以降の認定を更新しないことと

した。
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② 分析精度を向上させるため ② 分析の精度管理のため、外 ② 分析精度の確認のため、外部機関又 ② センター主催による実験室間精度管理を5回実施し、一部

の分析手法の開発及び妥当性 部機関又はセンター主催によ はセンター主催による実験室間精度管 を除き満足な結果が得られた。なお、満足な結果が得られな

の確認 る実験室間精度管理を毎事業 理を5回以上実施するとともに、不満足 かったセンターに対しては、原因究明のため分析条件及び分

年度5回以上実施し、その結果 な結果であった場合には、原因を究明 析手順等について確認する等の必要な検証及び是正処置を実

に基づき必要な措置を講ずる。 のうえ再試験、当該実験室の担当職員 施した。

に対する教育訓練等の必要な措置を講

ずる。

③ 分析手法の開発又は改良に ③ 分析手法の開発又は改良については、 ③ 飼料及び飼料添加物の分析法の公定法化に資するため、8

ついては、中期目標期間中に、 地方組織を活用して、有害成分に関す 課題（9成分）の分析法の開発又は改良するとともに、妥当

有害成分に関する分析方法、 る分析方法、基準・規格の改善に対応 性の確認を行い、調査結果を取りまとめた。

基準・規格の改善に対応する する分析方法等5課題以上を実施し、併

分析方法等30課題以上実施す せて妥当性の確認を行う。

るとともに、妥当性の確認に

ついては、地方組織を活用す

る。

③ 分析技術及び分析能力を向 ④ 分析技術及び分析能力の向 ④ 分析技術及び分析能力の向上を図る ④ 分析担当者に対して分析技術に関する研修を次のとおり39

上させるための研修及び技能 上を図るため、分析担当者に ため、分析担当者に対して分析技術に 回（153名）実施した。

試験 対して分析技術に関する研修 関する研修を20回以上行うとともに、

を毎事業年度20回以上行うと 外部機関又はセンターが主催する技能 ・分析技術研修 29回（ 56名）

ともに、外部機関又はセンタ 試験を5回以上実施し、検査に係る分析 ・分析技術向上研修 10回（ 97名）

ーが主催する技能試験を毎事 に従事する職員を参加させる。

業年度5回以上実施し、検査に なお、技能試験の結果が不満足であ また、分析試験業務以外の業務に関する専門的な知識の習

係る分析に従事する職員を参 った場合には、原因を究明のうえ再試 得を図るための研修を31回（206名）実施した。

加させる。 験、当該職員に対する教育訓練等の必

要な措置を講ずる。 外部機関が主催する技能試験を13回、センターが主催する

技能試験を7回、合計20回実施し、検査に係る分析に従事す

る職員（延べ191名）に参加させ、一部を除き満足な結果が

得られた。なお、満足な結果が得られなかった試験者に対し

て原因究明を行った結果、分析機器の消耗品の劣化が原因で

あること等が判明したため、メンテナンス時期を明確にする

よう、分析マニュアルに追記する等の必要な是正処置を実施

した。

④ 高度な技術を必要とする分 ⑤ 高度な技術を必要とするダ ⑤ 高度な技術を必要とするダイオキシ ⑤ 高度な技術を必要とするDNA等の分析については、一層の

析等を、個々の検査等業務に イオキシン類やDNA等の分析に ン類やDNA等の分析については、一層の 技術力の向上を図るための研修をDNA分析に従事する職員に

おけるノウハウ・知見を共有 ついては、一層の技術力の向 技術力の向上を図るための研修を実施 対して1回（1名）実施し、専門スタッフを育成した。

化しつつ、組織横断的に一体 上を図るため、必要な研修を し、専門スタッフを育成する。
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的に実施し、検査・分析能力 実施し、専門スタッフを育成

を継続的に向上する。 する。

なお、①は実験室間精度管

理を毎事業年度5回以上、② ⑥ 試験研究機関との共同研究 ⑥ 試験研究機関との共同研究や人事交 ⑥ 調査研究の年度計画に基づき試験研究機関との共同研究を

の分析手法の開発及び改良は や人事交流等を実施し、計画 流等を実施し、計画的な人材育成を行 12課題実施するとともに、共同研究のための人事交流として

中期目標期間中に30課題、③ 的な人材の育成を行う。 う。 次のとおり職員を駐在させ、人材育成を行った。

の研修は毎事業年度20回、③

の技能試験は毎事業年度5回 ・食品総合研究所 2名

以上、実施する。 ・中央水産研究所 1名

また、これらの取組の実施 また、これらの取組の実施 ⑦ 上記①から⑥の取組の実施に当たっ ⑦ 上記①から⑥の取組の実施に当たっては、月別の業務量の

に当たっては、センター全体 に当たっては、月別の検査業 ては、月別の検査業務量の平準化の観 平準化の観点から実施時期の調整を行った。

で検査・分析業務を平準化さ 務量の平準化の観点から、実 点から、適切な実施時期を設定する。

せるよう留意するものとす 施時期を適切に設定する。

る。

２ 生産段階における安全性 ２ 生産段階における安全性等の ２ 生産段階における安全性等の確保に関 ２ 生産段階における安全性等の確保に関する業務

等の確保に関する業務 確保に関する業務 する業務

(1) 肥料関係業務 (1) 肥料関係業務 (1) 肥料関係業務 (1) 肥料関係業務

① 肥料の検査等業務 ① 肥料の検査等業務 ① 肥料の検査等業務 ① 肥料の検査等業務

ア 肥料の登録又は仮登録の申 ア 肥料の登録又は仮登録の申 ア 肥料の登録又は仮登録の申請に係る ア 肥料の登録又は仮登録の申請に係る調査

請に係る調査 請に係る調査 調査

(ｱ) 調査結果の報告について (ｱ) 再生資源の利用促進によ (ｱ) 再生資源の利用促進により、汚泥 (ｱ) 登録申請1,485件に係る調査の質を確保しつつ、結果の

は、肥料の安全性の確保の り、汚泥等有害成分を含む 等有害成分を含むおそれの高い肥料 報告までに要する期間を削減するため、次に掲げる事項に

効率的かつ効果的な推進に おそれの高い肥料の登録申 の登録申請数が依然として高水準で 取組み、平均で25.5日（最長30日）とした。

資するため、その申請に係 請数が依然として高水準で 推移すると見込まれる中で、肥料の

る調査の質を確保しつつ、 推移すると見込まれる中で、 安全性の確保と食の安全の効率的か

業務の効率化、職員の資質 肥料の安全性の確保と食の つ効果的な推進に資するため、その

の向上等を図ることによ 安全の効率的かつ効果的な 申請に係る調査の質を確保しつつ、

り、中期目標期間中に、農 推進に資するため、その申 中期目標期間中に、当該調査結果の

林水産大臣の指示から報告 請に係る調査の質を確保し 報告までの期間を、現行の目標期間

までに要する期間を、現行 つつ、中期目標期間中に、 （新規登録申請：30日）に対して5％

の目標期間（新規登録申請 当該調査結果の報告までの 削減することができるよう、次に掲

：30日）を5％削減する。 期間を、現行の目標期間（新 げる事項を推進する。

規登録申請：30日）に対し

て5％削減することができる

よう、次に掲げる事項を推

進する。

ａ 登録申請マニュアル及 ａ 登録申請に関する問い合わせ事 ａ 登録申請マニュアルを改訂し、要請に応じて配布する

び登録Q&Aの改訂・配布並 務の合理化を図るため、登録申請 とともに、ホームページに肥料登録申請手続きの概要及
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びにこれらのホームペー マニュアル及び登録Q&Aを改訂し要 び諸手続き等を掲載し、登録申請者に対する最新情報の

ジへの掲載を行うととも 請に基づき配布するとともに、ホ 提供に努めた。なお、登録Q&Aについて見直しを行った

に、職員の問い合わせ対 ームページに掲載した登録申請マ 結果、改訂を要する事項はなかった。

応能力の向上を図ること ニュアル等の活用促進に努める。 また、窓口業務に係る職員10名に対して、肥料登録申

により、肥料の登録申請 また、併せて接遇研修等を実施 請等の事例演習を含む研修を実施するとともに、登録担

に関する問い合わせ事務 し、職員の問い合わせ対応能力の 当者によるプロジェクト会議を開催し、問合せ対応能力

の合理化を図る。 向上を図る。 の向上を図った。なお、平成21年度の問合わせ件数は

5,507件であった。

ｂ 最新の分析・鑑定手法 ｂ 分析・鑑定業務の効率化等を図 ｂ 日本環境化学会が主催した講演等4回に延べ6名参加

の導入に努め、分析・鑑 るため、最新の分析・鑑定手法に し、最新の分析・鑑定手法に関する文献・報文の収集を

定業務の効率化を図る。 関する文献・報文の収集を行う。 行った。

ｃ 肥料用原材料のデータ ｃ 新たな製法による銘柄の登録申 ｃ 新規に登録申請があった1,485件について、登録申請

ベースを、LANを用いて本 請があった場合には、LAN等を用い 書を電子データ（PDF）化し、インターネットVPNを用い

部及び地方組織間で共有 て本部及び地方組織で情報を共有 て各センター間で情報を共有した。

化することにより、登録 化することにより、登録申請時に また、新たな製法による肥料の原料や材料のデータベ

申請時における安全性の おける安全性の可否の判断の迅速 ース化を引き続き行い、原料35件及び材料17件を追加集

可否の判断の迅速化を図 化を図るとともに、肥料用原材料 積した。

る。 のデータベースの作成を引き続き

行う。

(ｲ) 業務運営の改善を図るた (ｲ) 業務運営の改善を図るた (ｲ) 業務運営の改善を図るため、肥料 (ｲ) 登録申請窓口に来所した申請者等に対し、職員の窓口対

め、肥料の登録等の申請者 め、肥料の登録等の申請者 の登録等の申請者に対するアンケー 応等についてアンケート調査を四半期ごとに実施した結

に対するアンケートを実施 に対するアンケートをその トをその都度実施し、職員の窓口対 果、平成21年については447件の回答があり、その結果は5

し、職員の窓口対応等につ 都度実施し、職員の窓口対 応等についての顧客満足度を測定し、 段階評価で4.0であった。

いての顧客満足度を測定 応等についての顧客満足度 5段階評価で3.5以上の顧客満足度を

し、5段階評価で3.5以上の を測定し、5段階評価で3.5 中期目標期間中に達成するため、現

顧客満足度を中期目標期間 以上の顧客満足度を中期目 状の問題点とアンケート内容の改善

中に達成する。 標期間中に達成する。 策を網羅した肥料登録業務運営改善

このため、現状の問題点 マニュアルを作成し、担当職員に配

とアンケート内容の改善策 布する。

を網羅した業務運営改善マ

ニュアル（仮称）を作成し、

担当職員に配布する。

また、毎事業年度、担当 また、担当者の研修会を開催する また、担当者の研修会を開催するとともに、「肥料登録

者の研修会を開催するとと とともに、必要に応じてマニュアル 業務運営改善マニュアル」を見直し、肥料登録申請等の業

もに、必要に応じてマニュ の内容の見直しを行う。 務における窓口対応の質の向上に努めた。

アルの内容の見直しを行う。
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(ｳ) 仮登録肥料に係る肥効試 (ｳ) 仮登録肥料に係る肥効試 (ｳ) 仮登録肥料に係る肥効試験につい (ｳ) 平成20年度に仮登録された肥料はなく、平成21年度に試

験について申請者の利便等 験について申請者の利便等 ては、施肥設計、土壌条件等を考慮 験結果を取りまとめたものはなかった。

に供するため、原則として に供するため、原則として した計画的な試験の推進により、一 なお、平成21年度に仮登録肥料の申請を3件受け付けた。

1年以内に試験結果を取り 1年以内に試験結果を取りま 層の迅速化を図り、本事業年度に開

まとめ、農林水産大臣の設 とめ、農林水産大臣の設定 始した試験について、原則として1年

定する肥料の公定規格に関 する肥料の公定規格に関す 以内に試験結果を取りまとめ、22年

する基礎資料として農林水 る基礎資料として農林水産 度末までに農林水産大臣に報告する

産大臣に報告する。 大臣に報告するものとし、 ことができるようにする。

当該試験について、施肥設

計、土壌・気象条件等を考

慮し、計画的な試験の推進

により、一層の迅速化を図

るものとする。

イ 収去品の検査 イ 収去品の検査 イ 収去品の検査 イ 収去品の検査

(ｱ) 有害成分を含む肥料の流 (ｱ) 有害成分を含む肥料の流 (ｱ) 有害成分を含む肥料の流通による (ｱ) 収去品の検査について、次のとおり成分の内容に応じた

通による被害の発生防止に 通による被害の発生防止に 被害の発生の防止に資するため、成 区分けを行い、標準処理期間内に処理することにより、有

資するため、成分の内容に 資するため、成分の内容に 分の内容に応じて収去から分析結果 害成分を含む肥料の流通による被害の防止に努めた。

応じて収去から分析結果を 応じて収去から分析結果を を得るまでの標準処理期間を次のと

得るまでの標準処理期間を 得るまでの標準処理期間を おり定めるとともに、中期目標期間

定め、中期目標期間中に当 次のとおり定め、中期目標 中に当該標準処理期間をそれぞれ10

該標準処理期間を10％削減 期間中に当該標準処理期間 ％削減する。

する。 をそれぞれ10％削減する。 なお、「人畜に有害な成分」として

は、特定普通肥料が指定されるまで

の間、ひ素、カドミウム、水銀及び

鉛を暫定的に定める。

ａ 人畜に有害な成分検査 ａ 人畜に有害な成分 検査週後 ａ 人畜に有害な成分として暫定的に設定した、ひ素、カ

週後 10業務日 10業務日 ドミウム、水銀及び鉛の4成分について1,660点の検査を

行い、いずれの成分も検査週後の10業務日以内に結果を

取りまとめた。

ｂ その他の有害な成分検 ｂ その他の有害な成分 検査週後 ｂ その他の有害な成分として、ひ素、カドミウム、水銀

査週後 20業務日 20業務日 及び鉛以外の普通肥料の公定規格に定める有害成分につ

いて896点の検査を行い、いずれの成分も検査週後の20

業務日以内に結果を取りまとめた。

ｃ 有害な成分以外の成分 ｃ 有害な成分以外の成分 検査週 ｃ 上記ａ及びｂ以外の成分について7,240点の検査を行

検査週後 30業務日 後 30業務日 い、いずれの成分も検査週後の30業務日以内に結果を取

りまとめた。
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成分の内容に応じて収去から分析結果を得るまでの期間

を中期目標期間中に削減するため、焼成汚泥肥料中の重金

属等（カドミウム、鉛、ニッケル及びクロム）の分析法及

び無機質肥料中の窒素の定量法について改良を行うととも

に、それらの方法における信頼性の確保の調査・検討を実

施し、分析・鑑定検査の迅速化に努めた。

(ｲ) 分析結果の内部監査等を (ｲ) 分析結果の内部監査等を (ｲ) 分析結果の内部監査等を含む精度 (ｲ) 分析結果について、次に掲げる事項を実施することによ

含む精度管理の向上を図る 含む精度管理の向上を図る 管理の向上を図るため、信頼性保証 り内部監査等を含む精度管理の向上を図った。

ための取組を実施する。 ため、信頼性保証体制の構 体制の構築等、信頼性の確保に関す

築等、信頼性の確保に関す るシステムを整備するとともに、次

るシステムを整備するとと に掲げる取組を実施する。

もに、次に掲げる取組を行

う。

ａ 内部監査、マネジメン ａ 内部監査、マネジメントレビュ ａ 内部監査手順書に従い、平成21年度は本部及び福岡セ

トレビュー等、評価体制 ー等、評価体制を整備し、内部監 ンターの内部監査及び肥料試験品質システムマネジメン

の整備 査、外部精度管理、内部品質管理 トレビューを行い、内部監査、外部精度管理、内部品質

等の結果を評価する。 管理等の結果を評価した。

ｂ センター内の測定結果 ｂ センター内の測定結果の評価方 ｂ 苦情処理手順書、不適合管理手順書及び是正・予防処

の評価方法等、内部精度 法等、内部精度管理に関する手順 置手順書を作成した。

管理に関する手順書の見 書の必要な見直し・整備のため、

直し・整備 是正・予防処置手順書及び不適合

管理手順書を作成するとともに、

既存の手順書を見直す。

ｃ 文書管理及び記録管理 ｃ 整備した文書管理手順書及び記 ｃ 整備した文書管理手順書及び記録管理手順書に従っ

に関する手順書の見直し 録管理手順書に従って、文書及び て、文書及び記録の作成、登録、保管等を実施した。

・整備 記録の作成、登録、保管等を実施

する。

ウ 肥料及びその原料の分析・ ウ 肥料及びその原料の分析・ ウ 肥料及びその原料の分析・鑑定等の ウ 肥料及びその原料の分析・鑑定等の受託

鑑定等の受託 鑑定等の受託 受託

有害成分を含む肥料の生産 有害成分を含む肥料の生産 有害成分を含む肥料の生産・流通の 肥料等の試験の依頼はなかった。

・流通の防止に資するため、 ・流通の防止に資するため、 防止に資するため、都道府県、農業者

都道府県、農業者等からの依 都道府県、農業者等からの肥 等からの肥料等の有害成分等の依頼分

頼を受けて、肥料等の有害成 料等の有害成分等の依頼分析 析については、業務に支障のない範囲

分に係る分析を実施すること については、ア、イ及びオ並 内で実施することとし、次に掲げる標

とし、センターにおいて検査 びに③の業務に支障のない範 準処理期間内に適切に処理する。
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の内容に応じて標準処理期間 囲内で実施することとし、次 (ｱ) 化学分析（(ｲ)を除く。） 30業務日

内に適切に処理する。 に掲げる標準処理期間内に適 (ｲ) ダイオキシン類分析 60業務日

切に処理する。 (ｳ) 栽培試験（水稲等栽培期間の長い

(ｱ) 化学分析（(ｲ)を除く。） 作物を用いた試験は除く。）90業務日

30業務日 (ｴ) 鑑定（肉骨粉等のエライザ法によ

(ｲ) ダイオキシン類分析 る場合にあっては、化学分析として

60業務日 扱う。） 20業務日

(ｳ) 栽培試験（水稲等栽培期

間の長い作物を用いた試験

を除く。） 90業務日

(ｴ) 鑑定（肉骨粉等のエライ

ザ法による場合にあっては、

化学分析として扱う。）

20業務日

また、標準処理期間内に上 また、標準処理期間内に上記の依頼

記の依頼分析を適切に処理す 分析を適切に処理するため、次に掲げ

るため、次に掲げる取組を行 る取組を実施する。

う。

(ｱ) 専門技術的知見の必要性 (ｱ) 専門技術的知見の必要性が低い作

が低い作業等に係るアウト 業等に係るアウトソーシングの推進

ソーシングの推進により、 により、検査業務全体の合理化を図

検査業務全体の合理化を図 る。

る。

(ｲ) 最新の分析・鑑定手法の (ｲ) 分析・鑑定手法の効率化等を図る

導入に努め、分析・鑑定業 ため、最新の分析・鑑定手法の文献

務の効率化を図る。 ・報文の収集及び改良の取組を実施

する。

(ｳ) 稟議手続の合理化による (ｳ) 稟議手続きの合理化による事務処

事務処理の効率化を図る。 理の効率化を図る。

エ 公定規格の改正等に資する エ 公定規格の改正等に資する エ 公定規格の改正等に資する調査研究 エ 公定規格の改正等に資する調査研究業務

調査研究業務 調査研究業務 業務

肥料の安全性の確保に資す 調査研究の実施に当たって

るため、肥料に含まれる有害 は、必要に応じて４のリスク

成分の評価手法について、毎 管理のための有害物質の分析

事業年度、適正な評価を図り 業務等と連携を図りつつ、次



- 42 -

つつ、有害成分を含有する肥 のとおり行う。

料の連用による有害成分の土 (ｱ) 人畜に被害を生ずるおそ (ｱ) 人畜に被害を生ずるおそれのある (ｱ) 人畜に被害を生じるおそれのある農産物の生産を防止

壌蓄積等、3課題を設定し、 れのある農産物の生産を防 農産物の生産を防止し、食品の安全 し、食品の安全性確保を万全なものとするため、肥料施用

調査研究の結果を取りまとめ 止し、食品の安全性の確保 性の確保を万全なものとするため、 による農産物への安全性の適正評価手法を確立し、もって、

て公表するとともに、速やか を万全なものとするため、 肥料の施用による農産物への安全性 肥料の安全性規格基準等の改正に資するため、次に掲げる

に検査・分析業務に導入す 肥料の施用による農産物へ の適正評価手法を確立し、もって、 試験・調査を実施した。

る。 の安全性の適正評価手法を 肥料の安全性規格基準等の改正に資

確立し、もって肥料の安全 するため、次に掲げる調査を実施す

性規格基準等の改正に資す る。

るため、カドミウム含有肥

料等の連用による土壌への

カドミウムの蓄積等、肥料

の安全性に関する課題を中

心に調査を行い、毎事業年

度開催される外部の有識者

を構成員とする委員会の評

価を踏まえ、適正な見直し

を図りつつ、中期目標期間

中に、中間報告を含め、次

に掲げる3課題の調査結果を

取りまとめて公表するとと

もに、農林水産省に報告す

る。

ａ 有害成分を含有する肥 ａ 汚泥肥料の連用によるカドミウ ａ 汚泥肥料の連用によるカドミウムの土壌への蓄積、農

料の連用によるカドミウ ム等の土壌への蓄積及び作物への 作物への吸収試験として、ニンジン及びホウレンソウを

ム等有害成分の土壌への 吸収試験 用いて試験を実施した。（平成22年度継続）

蓄積及び作物の吸収に関

する調査

ｂ 有害成分の土壌中にお ｂ カドミウムの土壌中における形 ｂ 汚泥肥料に由来するカドミウムの土壌中における形態

ける変化及び作物吸収の 態の変化に関する調査 の変化に関する調査として、汚泥肥料を施用した土壌中

相関に関する調査 の有機結合態カドミウム等の定量法を検討した。（平成22

年度継続）

ｃ 肥料の原料に使用され

るおそれのある産業廃棄

物等に含まれる有害物質

に関する調査

(ｲ) 肥料の安全性の確保に資 (ｲ) 肥料の安全性の確保に資するため (ｲ) 肥料の安全性の確保に資するための肥料等に含まれる有

するための肥料等に含まれ の肥料等に含まれる有害成分の評価 害成分の評価方法や、検査の迅速化・信頼性の確保に資す

る有害成分の評価方法や、 方法や、検査の迅速化・信頼性の確 る観点から、次に掲げる調査・検討を行った。
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検査の迅速化・信頼性の確 保に資する観点、平成21年3月に農林

保に資する観点及び最新の 水産省がまとめた「汚泥肥料の規制

科学的知見に基づく分析・ のあり方に関する懇談会」報告書を

鑑定手法の調査・検討を実 踏まえ、次に掲げる調査・検討を実

施し、毎事業年度開催され 施する。

る外部の有識者を構成員と ａ 肥料中の重金属の分析法 ａ 焼成汚泥肥料中のカドミウム、鉛、ニッケル及びクロ

する委員会の評価を踏まえ、 ムの分析法について、測定時間の短縮を目的とした改良

適正な見直しを図りつつ、 を行い、併せて分析法の信頼性の確保の調査・検討を実

調査結果を取りまとめる。 施した。

ｂ 肥料中の窒素の定量法 ｂ 肥料中の窒素の定量法について、燃焼法による無機質

肥料の窒素全量の定量法の測定時間の短縮を目的とした

改良を行い、併せて信頼性の確保の調査・検討を実施し

た。

ｃ 汚泥肥料中及び土壌中の形態別 ｃ 汚泥肥料中及び土壌中の形態別カドミウムの評価方法

カドミウムの評価方法の確立 の確立を目的として、汚泥肥料施用土壌におけるカドミ

ウム抽出法の検討を実施した。

また、調査を効率的かつ的確に実施 また、学識経験者等7名による「肥料等技術検討会」を平

するため、外部の有識者を構成員とす 成22年3月に開催し、調査結果の評価や平成22年度の調査計

る肥料等技術検討会を開催し、本事業 画について検討するとともに、調査結果や計画に対する学識

年度に実施した調査結果の評価ととも 経験者等からの助言を踏まえ、必要な見直しを行い、調査の

に、次の事業年度の調査計画の検討を 効率的かつ的確な実施に努めた。

行う。

なお、農林水産省から要請 なお、農林水産省から要請のあった なお、農林水産省の補助事業である「汚泥肥料中の有害物

のあった課題については、他 課題については、他の調査に優先して 質のサンプリング手法の開発事業」について汚泥肥料のロッ

の調査に優先して対応し、指 対応し、指定された期間内に報告する。 ト内のカドミウム濃度のばらつき調査、季節による変動調査、

定された期間内に報告する。 簡易サンプリング手法の開発を実施するとともに、汚泥肥料

中の重金属の動態に関する国内外の文献を収集し、その結果

を農林水産省へ報告した。

オ 牛海綿状脳症のまん延の防 オ 牛海綿状脳症のまん延の防 オ 牛海綿状脳症のまん延の防止に係る オ 牛海綿状脳症のまん延の防止に係る業務

止に係る業務 止に係る業務 業務

牛海綿状脳症のまん延を防 我が国において牛海綿状脳 我が国において牛海綿状脳症が発生 我が国において牛海綿状脳症が発生したことを踏まえ、牛

止するため、肥料用の肉骨粉 症が発生したことを踏まえ、 したことを踏まえ、牛海綿状脳症の発 海綿状脳症の発生防止を万全なものとするため、

等の家畜用飼料への誤用・流 牛海綿状脳症の発生の防止を 生の防止を万全なものとするため、

用の防止等の観点から、肥料 万全なものとするため、

原料用の肉骨粉等について製 (ｱ) 牛の部位を原料とする肥 (ｱ) 牛の部位を原料とする肥料につい (ｱ) 牛の部位を原料とする肥料について、せき柱等が混合し
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造基準適合確認検査を行い、 料について、せき柱等が混 て、せき柱等が混合していないこと ていないことに関し、農林水産大臣から確認検査の指示が

製造基準に適合するものであ 合していないことに関し、 に関し、農林水産大臣から確認検査 あった製造事業場（5事業場）については、適切に製造基

ると認めた製造事業場を公表 農林水産大臣から確認検査 の指示があったものについては、適 準適合確認検査を実施し、農林水産大臣からの確認書の交

する。 の指示があったものについ 切に検査を実施し、農林水産大臣か 付状況をホームページで公表した。

ては、適切に検査を実施し、 らの確認書の交付状況を公表する。

農林水産大臣からの確認書

の交付状況を公表する。

(ｲ) 肥料用の肉骨粉等の家畜 (ｲ) 肥料用の肉骨粉等の家畜用飼料へ (ｲ) 肥料用の肉骨粉等の家畜用飼料への誤用・流用防止等の

用飼料への誤用・流用防止 の誤用・流用防止等の観点から、肥 観点から、肥料原料用の肉骨粉等の製造事業場（27事業場）

等の観点から、肥料原料用 料原料用の肉骨粉等の製造基準適合 に対して製造基準適合確認検査を実施し、その結果をホー

の肉骨粉等の製造基準適合 確認検査を行い、製造基準に適合す ムページで公表した。

確認検査を行い、製造基準 るものであると認めた製造事業場を

に適合するものであると認 公表する。

めた製造事業場を公表する。

② ①の業務に附帯する業務 ② ①の業務に附帯する業務 ② ①の業務に附帯する業務 ② ①の業務に附帯する業務

ア 標準試料の配布 有害成分を含む肥料の生産 有害成分を含む肥料の生産・流通の 有害成分を含む肥料の生産・流通の防止に資するため、肥

有害成分を含む肥料の生産 ・流通の防止に資するため、 防止に資するため、肥料分析の正確性 料分析の正確さ及び精度の維持に必要な標準試料として、平

・流通の防止に資するため、 肥料分析の正確性及び精度の 及び精度の維持に必要な標準試料とし 成20年度に作成した2種類の標準試料（高度化成肥料及び普

肥料分析の正確性及び精度の 維持に必要な標準試料を2年に て平成20年度に作成した2種類の肥料認 通化成肥料）について、温度・湿度管理をし、暗所において

維持に必要な標準試料を2年 1回作成して保管する。 証標準物質を有効期限（平成23年6月） 適切に保管するとともに、平成21年度に新たな1種類の標準

に1回作成して保管する。 まで適切に保管する。 試料（汚泥発酵肥料）を作成し、適切に保管した。

また、標準試料の配布は、 また、標準試料の配布は、 また、標準試料の配布は、稟議手続 また、標準試料の配布は、部内決裁の簡素化と発送資材の

申請を受理した日から7業務 稟議手続の合理化、発送資材 の合理化、発送資材の常備等により、 常備等により処理の迅速化を図り、申請のあった41本につい

日以内に行う。 の常備等により、処理の迅速 処理の迅速化を図り、申請を受理した て、申請を受理した日から7業務日以内に行った。

化を図り、申請を受理した日 日から7業務日以内に行う。

から7業務日以内に行う。

さらに、従来から作成して さらに、従来から作成している標準

いる標準試料とは異なる成分 試料とは異なる成分の標準試料1種類に

の標準試料について、作成の ついて、作成を開始する。

可否を検討し、必要であれば

同様に作成する。

③ 肥料取締法に基づく立入検 ③ 肥料取締法に基づく立入検 ③ 肥料取締法に基づく立入検査、質問 ③ 肥料取締法に基づく立入検査、質問及び収去等業務

査、質問及び収去等業務 査、質問及び収去等業務 及び収去等業務

ア 肥料取締法に基づく立入検 ア 肥料取締法に基づく立入検 ア 肥料取締法に基づく立入検査につい ア 肥料取締法に基づく立入検査については、各月ごとの集中
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査については、有害成分を含 査については、有害成分を含 ては、有害成分を含むおそれの高い肥 検査や集中分析により、効果的かつ効率的な検査の実施に努

むおそれの高い肥料の生産業 むおそれの高い肥料の生産業 料の生産業者への重点化を図ることと めた。また、立入検査及び立入検査時の収去について、次に

者に重点化することとし、中 者への重点化を図ることとし、 し、中期目標期間中に、全体の立入検 掲げる事項を推進し、有害成分を含むおそれの高い肥料の生

期目標期間中に、全体の立入 中期目標期間中に、全体の立 査事業所数に占める割合を、平成17年 産業者への重点化を図ることにより、汚泥肥料等の生産事業

検査事業所数に占める割合 入検査事業所数に占める割合 度を基準として、30％増加させる。 場への立入検査及び収去点数の占める割合を平成17年度の実

を、平成17年度を基準として、 を、平成17年度を基準として、 また、立入検査時の収去については、 績に対してそれぞれ、49.0％及び105.3％増加させ、安全性

30％増加させる。また、立入 30％増加させる。また、立入 有害成分を含むおそれの高い肥料に重 確保の充実を図った。

検査時の収去については、有 検査時の収去については、有 点化することとし、中期目標期間中に、

害成分を含むおそれの高い肥 害成分を含むおそれの高い肥 全体の収去点数に占める割合を平成17 表１ 有害成分を含むおそれの高い肥料の立入検査件数

料に重点化することとし、中 料に重点化することとし、中 年度を基準として、50％増加させる。 及び収去点数の割合（再掲）

期目標期間中に、全体の収去 期目標期間中に、全体の収去 このため、次に掲げる事項を推進する。 H21実績 H17実績 増減率

点数に占める割合を、平成17 点数に占める割合を、平成17 立入検査件数 53.5％ 35.9％ 49.0％

年度を基準として、50％増加 年度を基準として、50％増加 収去点数 38.4％ 18.7％ 105.3％

させる。 させる。このため、次に掲げ

る事項を推進する。

(ｱ) 汚泥肥料等、有害成分を (ｱ) 汚泥肥料等、有害成分を含有する (ｱ) 汚泥肥料等、有害成分を含有するおそれの高い肥料以外

含有するおそれの高い肥料 おそれの高い肥料以外の普通肥料の の普通肥料の生産事業場については、過去5か年の立入検

以外の普通肥料の生産事業 生産事業場については、過去5か年の 査の結果に基づき、食品工業、化学工業等の副産物を原料

場については、過去5か年の 立入検査の結果に基づき、食品工業、 に使用する生産事業場等に対して立入検査の重点化を図る

立入検査の結果に基づき、 化学工業等の副産物を原料に使用す ことにより、立入検査件数と収去点数を平成17年度の実績

食品工業、化学工業等の副 る生産事業場等に対して立入検査の に対してそれぞれ30.6％、45.8％削減した。

産物を原料に使用する生産 重点化を図ることにより、立入検査

事業場等に対して立入検査 件数及び収去点数を、いずれも30％ 表２ 汚泥肥料等以外の普通肥料の立入検査件数及び収去

の重点化を図ることにより、 以上削減するとともに、 点数（再掲）

立入検査件数及び収去点数 H21実績 H17実績 増減率

を、中期目標期間中に、い 立入検査件数 301件 434件 △30.6％

ずれも30％以上削減すると 収去点数 498点 919点 △45.8％

(ｲ) 汚泥肥料等、有害成分を (ｲ) 汚泥肥料等、有害成分を含有する (ｲ) 汚泥肥料等の有害成分を含有するおそれの高い肥料の生

含有するおそれの高い肥料 おそれの高い肥料の生産事業場に対 産事業場に対する立入検査件数と収去点数を平成17年度の

の生産事業場に対する立入 する立入検査件数と収去点数を、そ 実績に対してそれぞれ42.4％、46.2％増加した。

検査件数及び収去件数を、 れぞれ30％、40％以上増加する。

中期目標期間中に、それぞ 表３ 汚泥肥料等の立入検査件数及び収去点数（再掲）

れ30％、50％以上増加させ H21実績 H17実績 増減率

ることとする。 立入検査件数 346件 243件 42.4％

収去点数 310点 212点 46.2％

(ｳ) 異物の混入を防止するため、立入 (ｳ) 立入検査を実施したすべての事業場において、新たに生

検査の際に生産管理状況、表示の適 産管理状況、表示の適正化等の確認を重点的に実施し、肥
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正化等の確認を重点的に行う。 料への疑義資材等の異物の混入防止に努めた。

立入検査の結果の報告につ また、立入検査の結果の報 また、立入検査の結果の報告につい また、立入検査の結果の報告については、農林水産大臣の

いては、中期目標期間中に、 告については、中期目標期間 ては、中期目標期間中に、農林水産省 指示から報告までに要する期間を短縮するため、次に掲げる

農林水産大臣の指示から報告 中に、農林水産省の指示から の指示から報告までに要する期間を、 取組を実施したことにより、現行の目標期間（40業務日）に

までに要する期間を、現行の 報告までに要する期間を、現 現行の目標期間（40業務日）に対して 対して 10.0％（4業務日）削減した。

目標期間（40業務日）に対し 行の目標期間（40業務日）に 10％短縮させるため、次に掲げる事項

て10％短縮する。 対して10％短縮させるため、 を推進する。

次に掲げる事項を推進する。

(ｱ) 有害成分ごとに、集中的 (ｱ) 有害成分ごとに集中的に分析・鑑 (ｱ) 収去品の検査については、有害成分ごとに集中的に分析

に分析・鑑定を行うことに 定を行うことにより、検査の効率化 ・鑑定(808試料、成分点数9,796点)を実施した。さらに、

より、検査の効率化を図る。 を図る。また、汚泥肥料の原料を本 検査の効率化を図るため、このうち、汚泥肥料の原料の溶出

部に集約して溶出試験の分析を実施 試験（40試料、成分点数760点）を本部で集中して実施した。

する。

(ｲ) 専門技術的知見の必要性 (ｲ) 専門技術的知見の必要性が低い作 (ｲ) 業務の合理化を図るため、ICP質量分析用標準液の調製

が低い作業等についてアウ 業等についてはアウトソーシングを についてアウトソーシングを実施した。

トソーシングを推進するこ 推進することにより業務の合理化を

とにより、業務の合理化を 図る。

図る。

(ｳ) 最新の分析・鑑定手法の (ｳ) 分析・鑑定業務の効率化等を図る (ｳ) 日本環境化学会が主催した講演等4回に延べ6名が参加

導入に努め、分析・鑑定業 ため、最新の分析・鑑定手法に関す し、最新の分析・鑑定手法に関する文献・報文の収集を行

務の効率化を図る。 る文献・報文の収集を行う。 った。

(ｴ) LANの活用により、本部へ (ｴ) LAN等の活用により、本部への報告 (ｴ) インターネットVPNを活用し、立入検査実施計画等の報

の報告等事務処理の効率化 等事務処理の効率化を図る。 告事務処理の効率化を図った。

を図る。 なお、立入検査の結果、公定規格に定める有害成分の基準

値を超えた肥料生産業者（2件）、その他無登録肥料の生産な

ど肥料取締法の遵守のために改善が必要として公表された肥

料生産業者等（56件）に対して改善指導を行った。

イ 有害成分に汚染された肥料 イ 有害成分に汚染された肥料 イ 有害成分に汚染された肥料の生産・ イ 緊急に立入検査が必要な案件として農林水産大臣から指示

の生産・流通等により、肥料 の生産・流通等により、肥料 流通等により肥料に起因する人畜に被 のあったものが1件あり、立入検査及び収去品の分析・鑑定

に起因する人畜の被害が生ず に起因する人畜の被害が生ず 害を生ずるおそれが生じた場合等の緊 について、各センター間の情報の共有や分析・鑑定のクロス

るおそれが生じた場合等の緊 るおそれが生じた場合等の緊 急時において、汚染された肥料の流通 チェック等、各センター横断的な緊急立入検査体制による迅

急時において、汚染された肥 急時において、汚染された肥 の防止を図るため、農林水産大臣から 速な対応で実施し、速やかに農林水産大臣に結果を報告した。

料の流通の防止を図るため、 料の流通の防止を図るため、 の指示に対しては、事務所横断的な緊

農林水産大臣からの指示に従 農林水産大臣からの指示に従 急検査体制による対応を一層強化し、 ・不適切な原料を使用した指定配合肥料の生産・流通に係

い、機動的かつ柔軟な組織体 い、緊急検査体制による対応 機動的かつ柔軟な組織体制をとるなど、 る緊急検査：1件
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制をとるなど、迅速かつ効率 を一層強化し、機動的かつ柔 迅速かつ効率的に立入検査、収去品の

的に立入検査、収去品の分析 軟な組織体制をとるなど、迅 分析等を実施するとともに、速やかに

等を実施するとともに、速や 速かつ効率的に立入検査、収 原因の究明等を行い、農林水産大臣に

かに原因究明等を行う。 去品の分析等を実施するとと 結果を報告する。

もに、速やかに原因等の究明

等を行い、農林水産大臣に結

果を報告する。

また、以上の取組を推進す また、以上の取組を推進するため、 また、「緊急立入検査マニュアル」を見直し、緊急立入検

るため、緊急立入検査マニュ 緊急立入検査マニュアルの見直しを行 査体制における対応の強化と機動的かつ効率的な実施の推進

アル（仮称）を整備する。 う。 を図った。

(2) 農薬関係業務 (2) 農薬関係業務 (2) 農薬関係業務 (2) 農薬関係業務

① 農薬の検査等業務 ① 農薬の検査等業務 ① 農薬の検査等業務 ① 農薬の検査等業務

ア 農薬検査の迅速化 ア 農薬検査の迅速化 ア 農薬検査の迅速化 ア 農薬検査の迅速化（一部再掲）

農薬の登録申請に係る検査 農薬の登録申請に係る検査 農薬の登録申請に係る検査の実施に 農薬の登録申請に係る検査の実施については、GLP制度に

の実施については、GLP制度 の実施については、GLP制度に ついては、GLP制度に基づいて実施する 基づいて実施することを求めている試験項目の検査につい

に基づいて実施することを求 基づいて実施することを求め ことを求めている試験項目の検査につ て、当該試験の信頼性に係る検査項目等を定型化する等によ

めている試験項目について、 ている試験項目の検査につい いて、当該試験の信頼性に係る検査項 り効率化を図った。

当該試験の信頼性に係る検査 て、当該試験の信頼性に係る 目等の定型化を図る等、効率的かつ効

を定型化することにより、検 検査項目等の定型化を図る等、 果的に実施することにより、旧農薬検

査精度の維持を図りつつ検査 効率的かつ効果的に実施する の前中期目標において目標とした検査

を効率的かつ効果的に実施す ことにより、旧農薬検の前中 期間を、この中期目標期間中に更に5％

ることとする。これにより、 期目標において目標とした検 程度短縮することとし、具体的には、

旧農薬検の前中期目標におい 査期間を、中期目標期間中に 次に掲げる目標期間内に検査を完了さ

て目標とした検査期間を、こ 更に5％程度短縮することと せる（注）ため、次の(ｱ)から(ｶ)までの措

の中期目標期間中にさらに5 し、具体的には、次に掲げる 置を講ずる。 平成21年度は、農林水産大臣から継続分を含め2,711件の

％程度短縮することとし、具 目標期間内に検査を完了させ 検査指示があった。

体的には、次に掲げる目標期 る ため、次に掲げる(ｱ)から(注)

間内 に検査を完了させる。 (ｶ)の措置を講ずる。 このうち、基準の設定が必要な農薬の検査指示は418件で（注１）

(ｱ) 農薬取締法第3条第1項第 ａ 農薬取締法第3条第1項第4 ａ 農薬取締法第3条第1項第4号から第 あった。平成21年度内に検査が完了した112件のうち、迅速

4号から第7号までのいずれ 号から第7号までのいずれか 7号までのいずれかに掲げる場合に該 化に係る目標期間である1年4か月以内に検査を完了したもの

かに掲げる場合に該当する に掲げる場合に該当するか 当するかどうかの基準の設定が必要 は109件（検査完了件数に対する割合：97.3％）であった。

かどうかの基準の設定が必 どうかの基準の設定が必要 な農薬の検査については、1年4か月 目標を達成できなかった3件については、畜産物に関する

要な農薬の検査について な農薬の検査については、 以内 残留農薬基準の見直しにより、農林水産省との調整に時間を

は、1年4か月以内 1年4か月以内 要したためである。

(ｲ) (ｱ)以外の農薬の検査に ｂ ａ以外の農薬の検査につ ｂ ａ以外の農薬の検査については また、基準の設定が不要な農薬の検査指示は2,293件であ

ついては、10.5か月以内 いては、10.5か月以内 10.5か月以内 った。平成21年度内に検査を完了した1,693件のうち、迅速

（注1）検査の過程で追加試験 （注）検査の過程で追加試験 （注）検査の過程で追加試験成績等の 化に係る目標期間である10.5か月以内に検査を完了したもの
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成績等の提出が必要な場 成績等の提出が必要な場 提出が必要な場合における当該追 は1,681件（検査完了件数に対する割合：99.3％）であった。

合における当該追加試験 合における当該追加試験 加試験成績等が提出されるまでの 基準の設定が不要な農薬で目標を達成できなかった12件

成績等が提出されるまで 成績等が提出されるまで 期間及び登録申請された農薬のADI は、総使用回数の変更に伴い、同一の有効成分を含有する別

の期間及び登録申請され の期間及び登録申請され 等が設定されるまでに要する期間 途申請中の農薬についても同時に登録するのため検査終了時

た農薬のADI等が設定さ た農薬のADI等が設定され は、検査期間に含まないものとす 期を合わせたこと等によるものであった。

れるまでに要する期間 るまでに要する期間は、 る。

は、検査期間に含まない 検査期間に含まないもの 表４ 平成21年度における目標期間の達成状況（再掲）

ものとする。 とする。 指示件数 検査完了 目標達成 目標達成 目標期間

（注１） 件数 件数 率（注２）

基準必要 418 112 109 97.3％ 16月

基準不要 2,293 1,693 1,681 99.3％ 10.5月

注１）平成21年度＋継続分。

注２）対検査完了件数比。

その他、1,339件の農薬について再登録に係る検査を行っ

た。

以上の他、次の(ｱ)から(ｶ)までの措置を講じた。

(ｱ) 検査業務の進行管理の充 (ｱ) 検査業務の進行管理の充実 (ｱ) 検査業務の進行管理の充実

実 登録検査に係る農薬について、検 「検査進行管理表」は毎月2回作成し、その結果を踏ま

検査を行うに当たり、検 査進行管理表を作成し、これに基づ え、3か月ごと（5・8・11・2月）に検査進行状況の定期的

査進行管理表に基づき各検 き概ね3か月に1回の頻度で検査進行 点検及び検査の遅延要因把握を行うとともに、検査遅延防

査の進捗状況を総合的かつ 管理会議を開催し、検査の遅延の要 止のため、毎月1回、各検査担当課において検査進行状況

定期的に点検し、検査の遅 因を分析し、適切な措置を講ずる。 を確認するなどにより検査の迅速化に努めた。なお、検査

延の要因を分析して、検査 また、検査遅延防止のため、毎月1回、 に遅延は見られなかった。

の迅速化を図る。 各検査担当課において検査進行状況

を確認し、遅延がある場合は適切な

具体的には、 措置を講ずる。さらに、

ａ 検査全体の進捗状況を ａ 検査進行状況の把握及び管理の ａ 効率的な進捗状況の管理を図るため、平成20年度の検

検査職員全員が随時把握 効率化を図るため、農薬登録検査 討結果を踏まえ、農薬登録検査に係る業務システムの更

できるよう、LANシステム に係る業務システムの更新に当た 新については、登録検査を担当する職員が情報を閲覧で

を改良する。 り、登録検査の進捗状況の情報閲 きるよう、機能の向上について検討を進めた。

覧アクセス権者を拡充する。

ｂ 農薬取締法第3条第1項 ｂ 検査進行状況の把握及び遅延の ｂ 検査が完了した農薬についての検査期間を、検査指示

第4号から第7号までのい 要因分析に資するため、検査期間 から食品安全委員会送付までの検査期間及び全検査期間

ずれかに掲げる場合に該 を検査指示から食品安全委員会送 が把握できるよう、四半期ごとに整理し、把握を行い、

当するかどうかの基準の 付までの検査期間及び全検査期間 遅延発生の未然防止に努めた。

設定が必要な農薬の検査 別に把握、整理を行う。
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については、

(a) 農林水産大臣からの

検査指示から、基準の

設定等を行う厚生労働

省、環境省及びリスク

評価を行う食品安全委

員会に対して必要な資

料を送付するまで

(b) 農林水産大臣からの

検査指示から、同大臣

に対する検査結果の報

告までの検査期間につ

いて、きめ細かく検査

の進捗状況を把握し、

検査期間の削減を図

る。

(ｲ) 微生物農薬の登録検査の (ｲ) 微生物農薬の登録検査の迅速化 (ｲ) 微生物農薬の登録検査の迅速化

迅速化

微生物農薬の検査を迅速 微生物農薬の登録検査を迅速化す 微生物農薬検討会を3回開催し、5件の農薬について検討

化するため、微生物農薬検 るため、微生物農薬検討会を、登録 を行った。開催時期については登録申請状況に応じて、柔

討会の開催時期・回数を、 申請状況に応じて柔軟に開催する。 軟かつ迅速に対応した。

登録申請状況に応じて柔軟

化する。

(ｳ) 農薬使用者の安全性の確 (ｳ) 農薬使用者の安全性の確保に係る (ｳ) 農薬使用者の安全性の確保に係る登録検査の迅速化

保に係る登録検査の迅速化 登録検査の迅速化

農薬使用者の安全性の確 農薬使用者の安全性の確保に係る 農薬使用時安全性検討会を3回開催し、24件の農薬につ

保に係る検査を迅速化する 登録検査を迅速化するため、農薬使 いて検討を行った。開催時期については登録申請状況に応

ため、農薬使用時安全性検 用時安全性検討会を、登録申請状況 じて、柔軟かつ迅速に対応した。

討会の開催時期・回数を、 に応じて柔軟に開催する。

登録申請状況に応じて柔軟

化する。

(ｴ) 事務処理の迅速化 (ｴ) 事務処理の迅速化 (ｴ) 事務処理の迅速化

通常の検査業務について、 通常の検査業務について、決裁等 平成18年度に定めた検査に係る決裁の関係規程の運用に

決裁等の事務処理の迅速化 事務処理の迅速化を図るため、決裁 ついて、平成21年度においても文書で役職員に更なる周知、

を図る。 関係規程の一層適切な運用を役職員 徹底を図った。

へ周知する等改善策を講ずる。



- 50 -

(ｵ) 職員に対する研修カリキ (ｵ) 職員に対する研修の実施 (ｵ) 職員に対する研修の実施

ュラムの策定及び研修の実

施

農薬の検査を行う職員は、 前事業年度に見直した体系的な研 登録検査に要求される毒性及び残留性等に関する高度の

毒性及び残留性等に関する 修カリキュラムをに基づいて研修を 専門知識の涵養を行うため、平成19年度に見直したカリキ

高度の専門的知識が要求さ 実施するとともに、必要に応じカリ ュラムに基づき14回（53名）の研修を実施した。また、内

れることから、内部研修に キュラムの見直しを行う。 部研修で習得が難しい技術、知識等については8件の外部

加え、外部研修に参加させ 研修を活用し、12名の職員を参加させた。

ることにより、職員の資質

の向上を図る。

(ｶ) 検査マニュアルの見直し (ｶ) 検査マニュアルの見直し (ｶ) 検査マニュアルの見直し

試験項目の増加及び各検 試験項目の増加及び各検査の検査 平成21年度においては、検査マニュアルについて見直し

査の検査内容の高度化・複 内容の高度化・複雑化に対応するた を行った結果、改正を要する事項はなかった。

雑化に対応するため、必要 め、必要に応じ、検査マニュアルの

に応じ、検査マニュアルの 見直しを行う。

見直しを行う。

イ 登録農薬データの適正な管 イ 登録農薬データの適正な管 イ 登録農薬データの適正な管理 イ 登録農薬データの適正な管理

理 理

登録申請の際に提出される 登録申請の際に提出される 登録申請時に提出された試験成績等 情報機器・媒体も対象として、次に掲げる取組を行うこと

試験成績等の情報の保護を徹 試験成績等の情報の保護を徹 の情報の保護を徹底するため、情報機 により、登録申請時に提出された試験成績等の情報の保護を

底するため、事務室等のセキ 底するため、次に掲げる取組 器・媒体も対象として、次に掲げる取 徹底した結果、不正アクセス等は発生しなかった。

ュリティを確保するととも を実施する。 組を行う。

に、情報管理に万全を期する (ｱ) 当該データ等の保管場所 (ｱ) 平成18年度に措置した、データ等 (ｱ) 平成18年度に設置した不正侵入防止装置を適正に運用し

ものとする。 への不正侵入を防止するた の保管場所への不正進入を防止する た。

めの措置を強化する。 ための措置を適正に運用するととも

に必要に応じて見直しを行う。

(ｲ) 当該データ等の保護に関 (ｲ) 平成18年度に策定した、当該デー (ｲ) CIOの統括の下、情報セキュリティに関する規程に基づ

するマニュアルを策定する。 タ等に関する保護マニュアルを適正 き、LAN上の農薬登録データベースの適正管理等に努めた。

に運用するとともに必要な見直しを

行う。

(ｳ) CIOの統括の下で、LAN上 (ｳ) CIOの統括の下で、LAN上のデータ (ｳ) CIOの統括の下、LAN上のデータベースを適正に管理した。

のデータベースに対する適 ベースの適正管理等を引き続き進め

正な管理を進める。 る。

ウ 適切な技術的指導の実施 ウ 適切な技術的指導の実施 ウ 適切な技術的指導の実施 ウ 適切な技術的指導の実施

効率的かつ効果的な農薬の 農薬の検査の円滑化及び効 農薬の検査の円滑化及び効率化に資 次に掲げる申請内容等に関する技術的指導・助言を適切に
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検査に資するため、申請者か 率化に資するため、次に掲げ するため、次に掲げる申請内容等に関 実施することにより、農薬の検査の円滑化及び効率化に努め

ら要望があった場合には、登 る申請内容等に関する技術的 する技術的指導・助言を適切に実施す た。

録に必要な試験成績の内容等 指導を適切に実施する。 る。

について技術的指導を実施す

る。 (ｱ) 農薬の登録検査において (ｱ) 農薬の登録検査において要求され (ｱ) 注意事項の変更、処方変更、原体製造場の変更、試験成

要求される試験項目数が増 る試験項目数が増加し、各試験の内 績の受入、容器・包装の変更等の申請者からの要望による

加し、各試験の内容も高度 容も高度化・複雑化する中で、農薬 技術的相談について次のとおり対応した。平成20年度繰越

化・複雑化する中で、農薬 の登録検査を円滑に行うため、申請 件数を含む平成21年度の受付件数709件のうち対応が終了

の登録検査を円滑に行うた 者からの要望による技術的指導・助 した相談は668件（94.2％）であり、その平均処理期間は、

め、申請者からの要望によ 言について、迅速に対応する。 72日（2.4か月）であった。

る技術的指導について、迅

速に対応する。 表６ 平成21年度における申請者からの要望による技術的

相談の処理状況

相談内容 受付件数 終了件数 未了件数 平均処理

（注） 期間(日)

注意事項の変更 508 502 6 61

処方変更 85 71 14 100

原体製造場の変更 44 34 10 107

試験成績の受入 47 41 6 96

容器・包装の変更 2 2 0 23

その他 23 18 5 141

合 計 709 668 41 72

注）受付件数は、平成20年度繰越件数＋平成21年度受付件数

－取り下げ件数を指す。

(ｲ) 特に、農薬の新規有効成 (ｲ) 特に、農薬の新規有効成分の登録 (ｲ) 新規に申請される農薬の有効成分について申請者の要望

分の登録申請に関する技術 申請に関する技術的指導について迅 に応じて技術的相談を10回（計15剤）実施し、平成21年度

的指導について迅速に対応 速に対応する。 内に回答した15剤の平均処理期間は、60日（2.0か月）で

する。 あった。

(ｳ) 農薬の安全な使用を確保 (ｳ) 農薬の安全な使用を確保するため (ｳ) 平成21年度においては、ラベル表示についての相談事例

するためのラベル表示の重 のラベル表示の重要性が増す中で、 はなかった。

要性が増す中で、相談者か 相談者からのラベル表示についての

らのラベル表示についての 相談に適切に対応する。

相談に適切に対応する。

エ 今後、新たに見込まれる、 エ 新規業務等への適切な対応 エ 新規業務等への適切な対応 エ 新規業務等への適切な対応

(ｱ) 残留農薬基準のポジティ 中期目標に挙げられている 中期目標に挙げられている新たに見 中期目標に挙げられている新たに見込まれる事項等につい

ブリスト化やそれに伴う 新たに見込まれる事項等につ 込まれる事項等については、社会情勢 ては、社会情勢を踏まえ、農林水産省からの要請に基づき、

ADIの設定のための既登録 いては、社会情勢を踏まえ、 を踏まえ、農林水産大臣からの指示に 次の業務に対応した。
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農薬の再評価 農林水産大臣からの指示に基 基づき、適切に実施するものとし、次

(ｲ) 水質汚濁に係る登録保留 づき、適切実施するものとす の業務に対応する。

基準の強化 る。

(ｳ) 生産量の少ない作物への (ｱ) 平成18年5月から導入された残留農 (ｱ) 残留農薬基準のポジティブリスト化に伴い生ずる事項の

農薬登録の促進に関する農 薬基準のポジティブリスト化に伴い 技術的検討として、稲の子実（もみ米及び玄米の両方）を

作物のグループ化の促進 生ずる事項の技術的検討 飼料とする飼料用米の生産拡大に向けた各種の支援策が平

(ｴ) 遺伝子組換え生物農薬の 成20年度から講じられていることを受け、平成21年度にお

適切な検査方法の確立等の いては農林水産省からの依頼により、以下について試験設

行政措置等に対する対応に 計等に関する技術的支援及び試験結果の検討において助言

ついて、適切に実施するも を行った。

のとする。

ａ 稲を対象作物とする登録農薬に関する作物残留性試験成

績等の情報提供

ｂ 畜産物基準値に係るチェックシートの作成

ｃ 農林水産省が行う委託等調査事業（知見の不足する農薬

について、もみ米への農薬残留調査、家畜への移行試験、

農薬の急性参照用量に関する作物残留性試験及び作物グル

ープ化）に係る技術的支援

また、水田に使用できる農薬のうち、魚介類に関する残

留農薬基準値の設定が必要な農薬について、平成21年度は、

5農薬において農薬抄録検査及び送付検査結果を作成し、

農林水産省に報告した。

(ｲ) 生産量の少ない作物への農薬登録 (ｲ) 生産量の少ない農作物への農薬登録の促進のため、登録

の促進 に必要な作物残留試験及び薬効・薬害試験について、試験

設計の審査及び助言等を行った（審査10件、助言11件）。

(ｳ) 水質汚濁に係る登録保留基準の強 (ｳ) 水質汚濁に係る登録保留基準の強化に伴い生ずる事項の

化に伴い生ずる事項の技術的検討 技術的検討については、農林水産省からの要請がなかった。

(ｴ) 農薬登録制度に関する懇談会に伴 (ｴ) 農薬登録制度に関する懇談会の検討に向け、家畜残留試

い生ずる事項の技術的検討 験及び家畜代謝試験テストガイドラインについて、US-EPA

とOECDでの要求項目等の差異を検討するための比較表を作

成、また「調理加工試験」に関しては、OECDで策定された

調理加工に関する2つのガイドライン（TGNo.507及び508）

の概要版を作成し農林水産省に提出した。

作物残留性試験等に係る制度改正に伴い生ずる以下の事
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項について農林水産省からの技術的検討要請に適切に対応

した。

ａ 作物残留性試験における精度管理（運用）の策定

課長通知に記載されている精度管理事項について、平

成22年度に予定されている通知改正に向け、分析機関の

有識者の意見を聴取しつつ、詳細事項を作成した。

ｂ 通知改正作業の支援

懇談会で方向付けられた作物残留性試験の試験例数の

変更等に係る通知改正作業の支援の要請を受け、これに

対応した。また、作物残留性試験における分析部位につ

いて、Codex、OECD-TGとの比較表を作成し農林水産省に

提出するとともに、データ要求内容について助言を行っ

た。

(ｵ) 無登録農薬であると疑われる資材 (ｵ) 無登録農薬であると疑われる資材の分析等については、

の分析等の実施 平成21年度は農林水産省からの要請はなかった。

その他、農林水産省からの要請により、農薬取締法第14条

第3項の規定に基づく農薬中のダイオキシン類の検査方法の

改正に必要な調査（申請者から提出されている「農薬中のダ

イオキシン類の検査に関する資料」の定量下限値の調査）等

の技術的支援を行った。

② ①の業務に附帯する業務 ② ①の業務に附帯する業務 ② ①の業務に附帯する業務 ② ①の業務に附帯する業務

ア 農薬GLP適合確認業務の迅 ア 農薬GLP適合確認業務の迅速 ア 農薬GLP適合確認業務の迅速化 ア 農薬GLP適合確認業務の迅速化

速化 化

農薬の安全性に関する試験 農薬の安全性に関する試験 農薬の安全性に関する試験成績の信 平成21年度における試験施設への査察は、農林水産省から

成績の信頼性を確保するた 成績の信頼性を確保するため、 頼性を確保するため、農薬GLP制度の適 の要請に基づき、申請のあった19試験施設について実施した。

め、農薬GLP制度の適用対象 農薬GLP制度の適用対象試験の 用対象試験の範囲が拡大し、農薬GLP適 査察を実施した試験施設についての試験の分野別の内訳は

試験の範囲が拡大し、農薬GLP 範囲が拡大し、農薬GLP適合確 合確認業務の内容の高度化・複雑化及 次のとおりであった（一部重複を含む）。

適合確認業務の内容の高度化 認業務の内容の高度化・複雑 び適合確認件数の増加が見込まれるこ 〔試験分野別の査察実施状況〕

・複雑化及び適合確認件数の 化及び適合確認件数の増加が とから、査察実施後6週間以内にGLP適 ・毒性試験 9施設

増加が見込まれることから、 見込まれることから、GLPの審 合確認の査察結果を農林水産省消費・ ・物理的化学的性状試験 7施設

GLPの審査・査察に係る体制 査・査察に係る体制整備を行 安全局長に報告することができるよう、 ・水産動植物影響試験 5施設

整備を行うことにより、業務 うことにより業務の迅速化を 次に掲げる措置を講ずる。 ・生体内等運命試験 3施設

の迅速化を図る。具体的には、 図り、査察の実施後6週間以内 ・作物残留性試験 4施設

査察の実施後6週間以内に、 に農林水産省消費・安全局長

農林水産省消費・安全局長に に査察結果を報告することが また、(ｱ)から(ｳ)までの措置を講ずることにより、査察を

対し、査察結果を報告するも できるよう、次に掲げる措置 行った全試験施設について目標期間である6週間以内（最大

のとする。 を講ずる。 4.7週、平均3.6週）に農林水産省消費・安全局長へ査察結果
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を報告した。

(ｱ) GLP査察のためのマニュア (ｱ) GLP査察実施後、部内に設置する評 (ｱ) GLP査察実施後、部内に設置する評価会議において、現

ルを見直し、必要に応じて 価会議において、旧農薬検の前中期 行マニュアルの適切性について意見聴取を行い、改訂版の

改訂する。 目標期間中に改訂された現行マニュ 作成を行った。

アルの適切性について意見聴取を行

い、必要に応じて、改訂版を作成す

る。

(ｲ) GLP査察を行う職員は、各 (ｲ) 査察員の資質の向上に努めるため、 (ｲ) GLPに関する内部研修に14名、外部機関が主催するGLPに

種試験の実施方法に関する 定期的な内部研修を行うとともに、 関する研究会に延べ6名の職員を参加させた。また、平成21

高度の専門的な知識、経験 外部機関が主催するGLPに関する研究 年度19回の査察のうち4回について、査察の経験が少ない

が要求されることから､定期 会等に職員を積極的に参加させる。 者を4名同行させ実地研修を行うことにより、職員の能力

的な研修、実地査察への参 また、新たに査察員となる職員に 向上を図った。

加等を行うことにより、職 ついては、経験豊富な職員と実地査

員の資質の向上を図る。 察に参加させる等により、職員の資

質向上を図る。

(ｳ) 査察の実施後、原則とし (ｳ) 査察実施後、速やかに査察結果を (ｳ) 平成21年度に査察を実施した19試験施設のすべてについ

て3週間以内に査察結果を取 取りまとめ、その結果をもとに3週間 て､目標期間である査察実施後3週間以内に査察結果を取り

りまとめ、その結果を基に、 以内に農薬GLP中核職員等からなる評 まとめ､その結果を基に､農薬検査部内に設置する評価会議

評価会議を適時開催し、迅 価会議を開催し、迅速かつ的確な評 を15回開催した。

速な評価を行う。 価を行う。 査察実施から会議開催までの平均期間は1.5週間、最大

で2.9週間であった。

イ 国際調和の推進 イ 国際調和の推進 イ 国際調和の推進 イ 国際調和の推進

今後、 新たなOECDのテストガイド 新たなOECDのテストガイドラインの 新たなOECDのテストガイドラインの策定等の国際調和業

ライン等の策定、外国・地域 策定等の国際調和業務、外国・地域と 務、外国・地域との間における農薬GLP制度の相互承認に係

との間における農薬GLP制度の の間における農薬GLP制度の相互承認に る協定及び2国間取決めに対して技術的に貢献するため、国

相互承認に係る協定及び2国間 係る協定及び2国間取決めに対して技術 との連携・協力の下、次に掲げる取組を実施した。

取決めの増加が予想されるこ 的に貢献するため、国との連携・協力

とから、これらに対して技術 の下、次に掲げる取組を実施する。

的に貢献するため、国との連

携・協力の下、次に掲げる取

組を実施する。

(ｱ) OECDにおける新たなテス (ｱ) OECD環境政策委員会農薬 (ｱ) OECD環境政策委員会農薬作業部会、 (ｱ) OECDのテストガイドラインの策定等の国際調和業務に対

トガイドライン等の策定 作業部会、同GLP作業部会等 同GLP作業部会等の会議に、必要に応 して技術的に貢献するため、GLP作業部会に職員1名を専門

の会議に必要に応じ参加し、 じて職員を派遣するほか、国際的な 家として登録しGLP作業部会1回に職員1名を派遣した。

農薬登録制度に係る国際調 議論に貢献するため、専門家会議に

和に貢献する。 職員を登録する。
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(ｲ) コーデックス食品規格委 (ｲ) コーデックス食品規格委 (ｲ) コーデックス食品規格委員会（Cod (ｱ) 平成21年度はコーデックス食品規格委員会（Codex

員会（Codex Alimentarius 員会（Codex Alimentarius ex Alimentarius Commission）残留 Alimentarius Commission）残留農薬部会（Codex Committ

Commission）における残 Commission）残留農薬部会 農薬部会（Codex Committee on Pest ee on Pesticide Residues）の会議への出席はなかった。

留農薬に関する国際規格の （Codex Committee on Pest icide Residues）等の会議に、必要

設定 icide Residues）等の会議 に応じて職員を派遣する。

に必要に応じ参加し、国際

的な農薬残留に係る基準の

設定に貢献する。

(ｳ) 外国・地域との間におけ (ｳ) 上記会議に積極的に貢献 (ｳ) 上記会議での検討事項に関して、 (ｳ) 農林水産省からの依頼に基づき、FAO/WHO合同残留農薬

る農薬GLP制度の相互承認 するため、会期以外の期間 日常的な検討を行うための体制整備 専門家会議(JMPR)から提示送付された「JMPRで評価される

に係る協定及び2国間取決 においても、会議における を行う。この中で、引き続き、OECD 農薬」に関するGAP情報について、我が国の登録内容に基

めの実施等の支援等の業務 論点につき、日常的な検討 のドシエ・モノグラフ及び電子テン づき取りまとめ、報告した。

の増加が見込まれることか を行うとともに、必要に応 プレートの利用に関する国際的動向

ら、これらに対して技術的 じて各国の検査機関との間 につき、情報収集を行う。 ドイツ及び英国に職員2名を派遣し、作物残留に関する

に貢献するため、必要に応 で情報交換を行う。 また、必要に応じて、各国関係機 GLPについてGLP担当責任者等と意見交換及び情報収集を行

じ、国際会議等に職員を派 関との情報交換を行う。 った。

遣する。

また11月に東京で開催されたOECD農薬作業部会農薬登録

・農薬リスク削減ステアリング会合に職員を9名派遣し、

OECDテストガイドラインの策定状況等情報収集を行った。

(ｴ) 上記会議に関しては、関 (ｴ) 上記会議に関して、関係団体等と (ｴ) 上記会議に関する関係団体等との意見交換会について

係団体等との協力が不可欠 意見交換会を開催する。 は、平成21年度は該当がなかった。

であることから、可能な範

囲で、これらの者との連携

を強化する。

(ｵ) 日・EU等の農薬GLPに係る (ｵ) 日・EU等の農薬GLPに係る相互承認 (ｵ) 日・EU相互承認協定（GLP分野）に基づき、平成20年度

相互承認協定の履行に貢献 協定の履行に貢献するため、日本に に査察した農薬GLP試験施設のリストを農林水産省に報告

するため、日本における農 おける農薬GLP適合確認施設のリスト した。

薬GLP適合確認施設のリスト を作成し国へ報告する。

を作成する。

ウ 調査研究の重点化 ウ 調査研究の重点化 ウ 調査研究の重点化 ウ 調査研究の重点化

検査検定を主たる業務とし 検査検定を主たる業務とし (ｱ) 調査研究課題の選定等 (ｱ) 調査研究課題の選定等

て実施する法人にふさわしい て実施する法人にふさわしい 次のａ及びｂ掲げる調査研究課題 全調査研究費27.6百万円すべてをａ及びｂに配分した。

ものとして、次に掲げる調査 ものとして、中期目標第３の に取り組むこととする。

研究を重点的に実施し、その ２(2)の②のウの(ｱ)及び(ｲ)に
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結果を迅速に公表する。具体 即した調査研究課題を設定す

的には、農薬に関する業務に るとともに、農薬に関する業

係る調査研究経費中に占める 務に係る調査研究経費中に占

次に掲げる調査研究課題に係 める当該調査研究課題に係る

る調査研究経費の割合を80％ 調査研究経費の割合を80％以

以上とする。 上とし、次に掲げる措置を講

ずる。

(ｱ) 農薬登録に係るOECDテス ａ 農薬登録に係るOECDテストガイ ａ 農薬登録に係るOECDテストガイドライン等の国際的枠

トガイドライン等の国際的 ドライン等の国際的枠組の策定に 組の策定に当たり、これが我が国へ導入された場合の可

枠組みの策定に当たり、こ 当たり、これが我が国へ導入され 否の検証

れが我が国へ導入された場 た場合の可否の検証：

合の可否の検証 ・水産動植物への影響評価に係る ・水産動植物への影響評価に係るテストガイドラインの

テストガイドラインの開発・検 開発・検証

証 （課題名：ウキクサ生長阻害試験の我が国への導入の可

否の検討）

水産植物への影響試験法として作成されたOECDテス

トガイドライン221号（ウキクサ生長阻害試験）につ

いて、その導入の可否について検証するため、ウキク

サの種類の判別方法を確認するとともに、温度、照度、

培養密度等が生長に与える影響を検討し、試験に適し

た培養条件を決定した。また、平成21年度決定した培

養条件において、OECDで推奨されている基準物質を用

いて、6種類のウキクサについて生長阻害試験を実施

し、試験実施上の問題点、再現性等について調査を行

った。（平成22年度継続）

・作物残留試験及び後作物残留試 ・作物残留試験に係るテストガイドラインの改善・整備

験に係るテストガイドラインの （課題名：作物残留性の外挿に係る検討）

改善・整備 わが国の実情に適した作物残留性の外挿法等を検討

するため、引き続き作物のグループ化に関する欧米の

状況を調査するとともに、類似作物の作物残留性試験

等の調査を行った。（平成22年度継続）

（課題名：土壌を経由した後作物への農薬残留に関する

調査研究）

土壌中の農薬濃度と後作物における残留濃度の関係

等について検討するため、後作物への残留性に関する

知見を収集するとともに、育苗箱に使用した農薬の灌

水による溶出を踏まえた後作物へ作物残留性試験及び

畑地で使用される数種類の農薬について、土壌中の濃
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度と作物残留性の関係を解明するための試験等の調査

を行った。（平成22年度継続）

(ｲ) 残留農薬基準の対象品目 ｂ 残留農薬基準の対象品目の拡大 ｂ 残留農薬基準の対象品目の拡大等に対応した新たな検

の拡大等に対応した新たな 等に対応した新たな検査手法の開 査手法の開発

検査手法の開発 発： ・農薬製剤の簡易判別手法の開発

・農薬製剤の簡易判別手法の開発 （課題名：FT-IRを用いた製剤分析方法の確立）

53種類の製剤及び補助成分68点について、全反射測

定法(ATR法)によりFT-IRで測定を行い、製剤の判別法

について調査を行った。（平成22年度継続）

(ｱ) 調査研究の実施期間中に (ｲ) 調査研究実施中における措置 (ｲ) 調査研究実施中における措置

おいて、経費及び人的資源 ａ 調査研究の実施期間中において、 ａ 調査研究推進委員会（農薬）を4回開催し、平成21年

につき、適切な進行管理を 経費及び人的資源につき、適切な 度計画についての外部評価委員指摘事項に対する対応、

行う。 進行管理を行うため、調査研究推 調査研究の進捗状況と推進上の問題点、平成21年度調査

進委員会（農薬）において定期的 研究成果及び平成22年度調査研究計画案などについて検

に検討を行う。 討を行い必要に応じ修正等を行った。

(ｲ) 調査研究の結果について ｂ 原則として、すべての調査研究 ｂ 平成22年3月に本年度の調査研究成果について外部評

は、外部の有識者による評 結果については、事業年度内に外 価委員による中間評価及び事後評価を実施した。その結

価を行うとともに、調査研 部の有識者による事後（中間）評 果、AからDの4段階評価で、4課題すべてがA又はBの評価

究の結果を迅速に公表する。 価を行うとともに、調査研究の結 であった。なお、調査研究結果は、迅速に公表すること

果を迅速に公表する。 としている。

(ｳ) 外部の有識者による評価 ｃ 外部の有識者による評価が著し ｃ 上記外部評価委員による評価において、実施期間中の

が著しく低い調査研究につ く低い調査研究については、実施 調査研究に対する中間評価及び平成22年度の調査研究計

いては、実施期間中であっ 期間中であっても、打ち切りを含 画（案）に対する事前評価を実施した。その結果、中間

ても、打ち切りを含めて抜 めて抜本的に見直す。併せて、次 評価において、調査研究を打ち切るような評価が著しく

本的に見直す。 の事業年度の調査研究計画（案） 低いものはなかった。また、計画（案）についても評価

についても、上記外部有識者によ が著しく低いものはなく、計画（案）どおり了承された。

る事前評価を行う。

エ 情報の適正な収集・分析等 エ 情報の適正な収集・分析等 エ 情報の適正な収集・分析等 エ 情報の適正な収集・分析等

農薬の検査を的確に行うた コーデックス食品規格委員 (ｱ) 農薬の検査を適切に行うため、コ (ｱ) 情報収集については、平成21年度は農薬の検査に関連す

め、コーデックス食品規格委 会又はOECDの加盟国において ーデックス食品規格委員会又はOECD る分野として、「毒性」、「環境（化学系、生物系）」、「品質」、

員会又はOECDの加盟国におい 作成されている評価概要書（モ の加盟国において作成されている評 「効果及び薬害」、「残留」及び「その他」の6分野に分類

て作成されている農薬の毒性 ノグラフ）等を積極的に入手 価概要書（モノグラフ）、国内外の農 し、次のとおり文献又は学術誌を収集、整理、抄録作成を

及び残留性に関する評価概要 し、分析するとともに、体系 薬に関する文献情報等を積極的に入 行った。

書（モノグラフ）、国内外の 的に分類・整理・保管し、今 手し分析するとともに、体系的に分

農薬に関する文献・情報等を 後の効率的かつ効果的な農薬 類・整理・保管を行う。
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積極的に入手し、分析すると の検査の検討に資する。

ともに、体系的に分類・整理 表７ 文献又は学術誌の収集、整理、抄録

・保管する。 分 野 文献等の種類 抄録作成

毒 性 4種類 1タイトル

環 境 18種類 4タイトル

品 質 4種類 9タイトル

効果及び薬害 6種類 10タイトル

残 留 5種類 23タイトル

そ の 他 0種類 0タイトル

合 計 37種類 47タイトル

また、平成21年にEUで評価された12化合物の農薬の毒性

及び残留性の評価概要を収集した。

(ｲ) 農薬の安全性等に関する情報提供 (ｲ) 農薬の安全性等に関する情報提供の推進

の推進

ａ 消費者、生産者、事業者等から ａ ホームページの「ご意見・お問い合わせ」の「農薬の

の問い合わせに適切に対応する。 登録情報等に関するお問い合わせ」のコーナーにおいて

消費者、生産者、事業者等からの問い合わせ108件（平

成21年度計106件、平成20年度繰り越し2件含む）あり、

本件について適切に回答した。

問い合わせがあってから回答までの期間は2週間以内

と定め、期間内に回答した問い合わせは106件（98.2％）

であった。

ｂ 消費者、生産者、事業者等から ｂ 各四半期ごとに寄せられた質問、意見のとりまとめを

ホームページに寄せられた意見を 行い、ホームページの「ご意見・お問い合わせ」の「農

検討するとともに、必要に応じ、 薬の登録情報等に関するお問い合わせ」のコーナーの「よ

情報提供業務の改善を図る。 くある質問」を追加・更新した。

また、次の資料等をホームページの「農薬検査関係」

のコーナーに掲載した。

・ 食品安全委員会において評価された36農薬の資料概

要

この他、次のとおり農薬登録に関する情報提供の推進を

図った。

提供内容：登録番号、用途（殺虫、殺菌、除草等）、

農薬の種類、農薬の名称、作物名、適用病

害虫雑草名、使用目的、使用時期、使用液
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量、本剤の使用回数、使用方法、適用場所

等全17項目

ダウンロード等の実績（平成21年4月～平成22年3月）

アクセス数：計75,053件、月平均6,255件

（内訳 基本情報：月平均3,554件

詳細情報：月平均2,701件）

ダウンロードデータの二次利用(注)：1件

注：私的使用又は引用等著作権法上認められた行為

以外の引用、転載、複製、改変等（再配信を含

む）及び商業目的での利用

オ アンケート調査の実施 オ アンケート調査の実施 オ アンケート調査の実施 オ アンケート調査の実施

センターが行う農薬の登録 業務の質及びサービスの一 センターの業務の質及びサービスの 行政サービスの改善について、農薬登録申請者及び国内管

及び適用病害虫等の変更の登 層の向上を図るため、センタ 一層の向上を図るため、農薬登録申請 理人（総計165者）に対し、郵送によるアンケート調査を行

録に係る農薬の検査等の業務 ーが行う農薬の検査等の業務 者及び国内管理人に対してアンケート った。

について、申請者及び国内管 について、次に掲げるとおり 調査を実施する。 アンケートの総回収数は78件（回収率47.3％）であった。

理人に対しアンケート調査を アンケート調査を実施する。 照会事項に対応する職員によって説明ぶりが異なるという趣

行い、その結果を分析すると (ｱ) 農薬登録申請者及び国内 旨の要望（指摘）については、各課間での密な連絡調整や課

ともに、当該業務の質の向上 管理人に対するアンケート 内での見解統一について改めて職員に指導を行うなど、改善

を図る。 調査 を図った。また、アンケート結果及び改善措置について、申

(ｲ) 農薬登録情報利用者に対 請者及び国内管理人に送付した。

するアンケート調査 なお、農薬登録情報利用者に対するアンケート調査につい

ては、情報提供業務におけるアンケート調査の中で適正に行

った。

③ 農薬取締法に基づく立入検 ③ 農薬取締法に基づく立入検 ③ 農薬取締法に基づく立入検査及び集 ③ 農薬取締法に基づく立入検査及び集取業務

査及び集取業務 査及び集取業務 取業務

農薬取締法第13条の2及び 農薬取締法第13条の2及び第 農薬取締法第13条の2及び第15条の3 農林水産大臣から指示のあった、29都道府県下の76製造場

第15条の3の規定に基づく農 15条の3の規定に基づく農薬等 の規定に基づく農薬等の集取及び立入 に対して立入検査を実施するとともに、検査のため23点の農

薬等の集取及び立入検査を行 の集取及び立入検査を行うに 検査を行うに当たっては、それらの実 薬を集取した。

うに当たっては、農林水産大 当たっては、それらの実施後、 施後、検査の結果を農林水産大臣に

臣の指示に従い適切かつ迅速 その結果を農林水産大臣に 1か月以内に報告するため、次に掲げる ○ 製造場に対する立入検査等

に実施する。 1か月以内に報告するため、次 取組を実施する。 農林水産大臣から指示のあった新規化合物農薬を製造して

具体的には、集取及び立入 に掲げる取組を実施する。た ただし、集取農薬の検査に時間を要 いる製造場及び近年検査を実施していない製造場を対象に、

検査実施後、その結果を1か月 だし、集取農薬の検査に時間 する場合には、当該検査結果が得られ 農薬の製造及び品質管理状況、法定事項の遵守事項等の検査

以内に農林水産大臣に報告す を要する場合には、当該検査 次第、その結果を農林水産大臣に報告 を実施するとともに、農林水産省の依頼により事故災害防止

るものとする 。 結果が得られ次第、その結果 するものとする。 に対する調査を行った。（注２）

（注2）集取対象農薬の検査に時 を農林水産大臣に報告するも 農林水産大臣からの3件（76製造場）の立入検査実施指示

間を要する場合には、当該 のとする。 に対し、立入検査実施後、大臣への結果報告に要した期間は

検査結果が得られ次第、そ 次のアからウの措置を講じることにより、すべての検査で目
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の結果を農林水産大臣に報 標期間である1か月以内（最大10日、平均7.6日）に報告した。

告するものとする。

○ 集取農薬等の検査結果

立入検査において集取した農薬について、有効成分の種類

及び含有量、物理的化学的性状、容器又は包装及びその表示

事項等について検査を行った。

ア マニュアルの改善 ア マニュアルの改善 ア マニュアルの改善

立入検査マニュアル及び集 (ｱ) 立入検査マニュアルについて必要 立入検査マニュアル等の見直しを行った結果、様式等につ

取マニュアルについて、必要 に応じて見直しを行う。 いて一部改訂を行った。

に応じて見直しを行い、集取 (ｲ) 集取マニュアルについて必要に応

した農薬等の検査の迅速化を じて見直しを行う。

図る。

イ 研修の実施等 イ 研修の実施等 イ 研修の実施等

集取及び立入検査について 集取及び立入検査について未経験の 立入検査について未経験の職員4名に対し研修を実施した。

未経験の職員又は経験数が少 職員又は経験数が少ない職員について

ない職員については、的確か は、的確かつ効率的な検査が行えるよ

つ効率的な検査が行えるよう、 う、知識及び技術の習得のため、体系

知識及び技術の習得に必要な 的な研修計画の中で研修するとともに、

研修を実施する。 立入検査に同行させる。

ウ 事務処理の迅速化 ウ 事務処理の迅速化 ウ 事務処理の迅速化

通常の立入検査について、 決裁等事務処理の迅速化を図るため、 平成18年度に定めた立入検査に係る決裁等事務処理の運用

決裁等の事務処理の迅速化を 決裁関係規程の一層適切な運用を役職 を、平成21年度においても文書で役職員に更なる周知、徹底

図る。 員へ周知する等改善策を講ずる。 を図った。

(3) 飼料及び飼料添加物関係業 (3) 飼料及び飼料添加物関係業 (3) 飼料及び飼料添加物関係業務 (3) 飼料及び飼料添加物関係業務

務 務

① 飼料及び飼料添加物の検査 ① 飼料及び飼料添加物の検査 ① 飼料及び飼料添加物の検査等業務 ① 飼料及び飼料添加物の検査等業務

等業務 等業務

ア 飼料及び飼料添加物の基準 ア 飼料及び飼料添加物の基準 ア 飼料及び飼料添加物の基準・規格等 ア 飼料及び飼料添加物の基準・規格等の設定に関する調査

・規格等の設定に関する調査 ・規格等の設定に関する調査 の設定に関する調査 次に掲げる調査を実施することにより、飼料の安全性の向

飼料の安全性を向上させるた 飼料及び飼料添加物の基準 上に努めた。

め、次に掲げる飼料及び飼料 ・規格等の設定に関する調査

添加物の基準・規格等の設定 における情報の収集・提供に

に関する調査を行う。 当たっては、必要に応じて１

(2)の情報提供業務と連携しつ

つ、次に掲げる取組を実施す

るものとする。
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(ｱ) 飼料又は飼料添加物の基 (ｱ) 飼料又は飼料添加物の基 (ｱ) 現在指定されている飼料添加物に (ｱ) 現在、飼料添加物の基準・規格に指定されている一般試

準・規格等に関する最新の 準・規格等に関する最新の ついて、基準・規格等に関する最新 験法のうち、次に掲げる4試験法について、基準・規格等

科学的知見、諸外国におけ 科学的知見を文献やインタ の科学的知見を文献やインターネッ に関する最新の科学的知見をもとに試験法の汎用性、環境

る規制の状況、関係する他 ーネット等により収集し、 ト等により収集し、外国における規 への影響等を踏まえ専門的・技術的な内容等の調査を行

法令による規制の専門的・ 諸外国における規制の状況 制の状況・情報を入手し、関係する い、その結果を取りまとめ、農林水産省に報告した。

技術的な内容等の調査を実 ・情報を入手し、関係する 他法令による諸規制の専門的・技術 ・ジエチルジチオカルバミン酸銀法によるヒ素試験法

施し、当該調査結果を事業 他法令による規制の専門的 的な内容等の調査を実施し、必要に ・メナジオン亜硫酸水素ナトリウムのヨウ素酸カリウム・

年度ごとに取りまとめる。 ・技術的な内容等の調査を 応じて試験方法の開発改良を行い、 デンプン紙による二酸化イオウの発生の確認試験

実施し、当該調査結果を事 その結果を取りまとめる。 ・生菌剤の確認試験の乳酸生成能力試験へのHPLC法の追加

業年度ごとに取りまとめる。 に係る妥当性確認

・抗生物質の力価試験法に関する海外実態調査

また、農林水産省からの また、農林水産省からの要請によ また、基準・規格、検討資料等の妥当性についての検討

要請により、農林水産省が り、農林水産省が検討を行っている に関する農林水産省からの要請はなかった。

検討を行っている飼料又は 飼料又は飼料添加物の基準・規格、

飼料添加物の基準・規格、 検討資料等の妥当性について検討を

検討資料等の妥当性につい 行う。

て検討を行う。

(ｲ) 飼料添加物の指定に係る (ｲ) 飼料添加物の指定に係る (ｲ) 飼料添加物の指定に係る動物試験 (ｲ) 飼料添加物の動物試験の実施に関する基準に基づく検査

動物試験等の信頼性を確保 動物試験等の信頼性を確保 等の信頼性を確保するため、飼料添 は申請がなかったため実施しなかった。

するため、飼料添加物の動 するため、飼料添加物の動 加物の動物試験の実施に関する基準 なお、飼料添加物の動物試験の実施に関する基準につい

物試験の実施に関する基準 物試験の実施に関する基準 に基づく検査を行う。また、飼料添 てOECD-GLPと飼料添加物GLPの相違点等の調査を行い、そ

に基づく検査を行う。 に基づく検査を行う。また、 加物の動物試験の実施に関する基準、 の結果を取りまとめ、農林水産省に報告した。

また、飼料添加物の動物 飼料添加物の動物試験の実 OECD安全性試験実施基準等、外国に

試験の実施に関する基準、 施に関する基準、OECD安全 おける規制の状況、関係する他法令

OECD安全性試験実施基準 性試験実施基準等、諸外国 による規制の専門的・技術的な内容

等、諸外国における規制の における規制の状況、関係 等の調査を行い、当該調査結果を取

状況、関係する他法令によ する他法令による規制の専 りまとめる。

る規制の専門的・技術的な 門的・技術的な内容等の調

内容等の調査を行い、当該 査を行い、当該調査結果を

調査結果を取りまとめる。 取りまとめる。

(ｳ) 飼料及び飼料添加物の分 (ｳ) 飼料及び飼料添加物の分 (ｳ) 飼料及び飼料添加物の分析法の公 (ｳ) 飼料及び飼料添加物の分析法の公定法化に資するため、

析法の公定法化に資するた 析法の公定法化に資するた 定法化に資するため、次に掲げる分 検査技術の向上を目的として、年度計画に定めた5課題を

め、分析法の開発・改良を め、分析法の開発又は改良 析法の開発又は改良を実施するとと 含め、次の7課題（8成分）の分析法の開発又は改良を行い、

中期目標期間中に実施する を行う成分を年度計画に定 もに、その結果を取りまとめて公表 調査結果を「飼料研究報告」として取りまとめた。

とともに、分析法の解説書 めて中期目標期間中に30件 する。 また、分析法全般の解説書を作成した。

を作成する。分析法の開発 以上の分析法の開発又は改 また、分析法全般の解説書を作成

・改良の結果は、事業年度 良を実施するとともに、そ する。 ａ 飼料中のイソフェンホスオキソンの分析法（1成分）
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ごとに取りまとめて公表す の結果を事業年度ごとに取 ａ イソフェンホスオキソンの分析 ｂ 飼料中のエテホンの分析法（1成分）

る。なお、分析法の開発・ りまとめて公表する。なお、 法 ｃ 飼料中のスピノサドの分析法（1成分）

改良に当たっては、必要に 分析法の開発・改良に当た ｂ エテホンの分析法 ｄ 飼料中のクリスタルバイオレット及びメチレンブルー

応じて他の検査等業務で得 っては、必要に応じて他の ｃ スピノサドの分析法 の同時分析法（2成分）

られたノウハウや知見の活 検査等業務で得られたノウ ｄ クリスタルバイオレット等の同 ｅ 配合飼料中のアビラマイシンの分析法の改良（1成分）

用を図るものとする。 ハウや知見の活用を図るも 時分析法 ｆ 飼料中のジウロンの分析法（1成分）

のとする。 ｅ アビラマイシンの改良法 ｇ 飼料中のサルモネラの検出法の改良（1成分）

また、中期目標期間中に

分析法全般の解説書を作成 さらに、愛がん動物用飼料の分析法の公定法化に資する

する。 ため、2課題（2成分）の分析法の改良を行った。

また、平成21年9月1日付けで「愛がん動物用飼料等の検

査法」を制定し、ホームページに掲載した。

ａ 愛がん動物用飼料（ウェット製品）中の水分の測定（1

成分）

ｂ 愛がん動物用飼料中のメタミドホスの分析法（1成分）

(ｴ) 飼料等に関する基準・規 (ｴ) 飼料等に関する基準・規 (ｴ) 飼料等に関する基準・規格等の改 (ｴ) 飼料等に関する基準・規格等の改善に資するため、次に

格等の改善に資するため、 格等の改善に資するため、 善に資するため、次に掲げる業務を 掲げる業務を行った。

飼料等に関する国際機関の ISO/TC34/SC10の国内審議団 実施する。

基準・規格等の策定に参画 体として、規格基準等の策 ａ 国際基準との比較検討 ａ ゼアラレノンの分析法が平成19年度末に国際基準

する。 定に参画するとともに、必 （ISO）法となったことから、我が国の公定法（飼料分

要に応じてその他の国際会 析基準）との比較検討を行うために予備調査を実施した。

議等に参画する。

ｂ 国際基準設定のための共同試験 ｂ 国際基準設定のための共同試験については、該当する

への参加 試験が実施されなかった。

ｃ 必要に応じてISO会議に参加する ｃ ISO会議については、開催されなかった。また、国際

とともに、国際規格案等への意見 規格案等への意見照会はなかった。

の提出

イ モニタリング検査 イ モニタリング検査 イ モニタリング検査 イ モニタリング検査

飼料の安全性を向上させる 飼料の安全性を向上させる 飼料の安全性を向上させるため、モ モニタリング検査について計画を策定して次に掲げるとお

ため、次に掲げるモニタリン ため、事業年度ごとにモニタ ニタリング検査計画を策定し、次に掲 り実施し、飼料の安全性の向上に努めた。

グ検査を行う。 リング検査計画を策定し、次 げるモニタリング検査を行う。

に掲げるモニタリング検査を

行う。その際、プロジェクト

チームを活用して、検査等業

務と連携してモニタリング検

査計画の策定を行うとともに、
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必要に応じてモニタリング検

査結果について４のリスク管

理に資するための有害物質の

分析業務との共有を図るもの

とする。

(ｱ) 飼料中の飼料添加物、飼 (ｱ) 飼料中の飼料添加物、飼 (ｱ) 飼料中の飼料添加物、飼料又は飼 (ｱ) 飼料等中の飼料添加物、飼料又は飼料添加物中の有害物

料又は飼料添加物中の有害 料又は飼料添加物中の有害 料添加物中の有害物質、病原微生物、 質、病原微生物、肉骨粉等及び遺伝子組換え体のモニタリ

物質、病原微生物、肉骨粉 物質、残留農薬、病原微生 肉骨粉等及び遺伝子組換え体のモニ ング検査については、次に掲げるとおり実施し、いずれも

等及び遺伝子組換え体のモ 物、肉骨粉等及び遺伝子組 タリング検査については、次に掲げ 年度計画に定めた目標を達成した。

ニタリング検査を実施し、 換え体のモニタリング検査 るモニタリング検査項目及び成分点

その結果を事業年度ごとに については、輸入飼料中の 数を目標として実施する。

取りまとめて公表する。 有害物質の混入等、飼料の ａ 飼料及び飼料添加物中の飼料添 ａ 飼料及び飼料添加物中の飼料添加物の基準・規格適合

また、このうち特に広域 安全性に関する課題を勘案 加物の基準・規格適合検査として、 検査として 292点

的に流通する主要な輸入飼 し、検査の必要性に応じて 200点

料穀物や乾牧草等の有害物 重点化し、モニタリング検 ｂ 飼料中の農薬、かび毒、有害金 ｂ 飼料中の農薬、かび毒、有害金属等の有害物質の基準

質等による汚染状況につい 査項目及び成分点数を年度 属等の有害物質の基準適合検査と 適合検査として 71,549点

ては、四半期ごとに取りま 計画に定めて実施する。 して、55,000点

とめて公表する。 ｃ 飼料中の病原微生物の基準・規 ｃ 飼料中の病原微生物の基準・規格適合検査として 347

格適合検査として、250点 点

ｄ 飼料中の肉骨粉等の分析・鑑定 ｄ 飼料中の肉骨粉等の分析・鑑定として 1,356点

として、1,000点

モニタリング検査結果は、 モニタリング検査結果は、事業年 モニタリング検査結果については、事業年度ごとに取り

事業年度ごとに取りまとめ、 度ごとに取りまとめ、ホームページ まとめ、ホームページに公表した。このうち特に広域的に

ホームページに公表すると に公表するとともに、このうち特に 流通する主要な輸入飼料穀物や乾牧草等の有害物質等によ

ともに、このうち特に広域 広域的に流通する主要な輸入飼料穀 る汚染状況については、四半期ごとに取りまとめて公表し

的に流通する主要な輸入飼 物や乾牧草等の有害物質等による汚 た。

料穀物や乾牧草等の有害物 染状況については、四半期ごとに取

質等による汚染状況につい りまとめて公表する。

ては、四半期ごとに取りま

とめて公表する。

このほか、農林水産省が このほか、農林水産省が このほか、農林水産省が策定する なお、このうち農林水産省が策定する「サーベイランス

策定する「サーベイランス 策定する「サーベイランス 「サーベイランス・モニタリング計 ・モニタリング年次計画」に含まれる有害化学物質／品目

・モニタリング計画」に含 ・モニタリング計画」に含 画」に含まれる有害化学物質・品目 についての検査を実施する際は、農林水産省が定めている

まれる有害化学物質・品目 まれる有害化学物質・品目 についての検査を実施する際には、 「サーベイランス・モニタリングの計画・実施及び結果の

についての検査を実施する についての検査を実施する 農林水産省が定めている「サーベイ 評価・公表に関するガイドライン」（平成17年6月7日付け17

際には、「サーベイランス 際には、「サーベイランス・ ランス・モニタリングの計画・実施 消安第2330号農林水産省消費・安全局長通知）に従って迅

・モニタリングの計画・実 モニタリングの計画・実施 及び結果の評価・公表に関するガイ 速かつ的確に行い、その結果を農林水産省に報告した。

施及び結果の評価・公表に 及び結果の評価・公表に関 ドライン」（平成17年6月7日付け17消
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関するガイドライン」（平 するガイドライン」（平成17 安第2330号農林水産省消費・安全局

成17年6月7日付け17消安第 年6月7日付け17消安第2330 長通知）に従って迅速かつ的確に行

2330号農林水産省消費・安 号農林水産省消費・安全局 い、その結果を農林水産省に報告す

全局長通知。以下「評価・ 長通知。以下「評価・公表 る。

公表ガイドライン」とい ガイドライン」という。）に

う。）に従って迅速かつ的 従って迅速かつ的確に行い、

確に行い、その結果を農林 その結果を農林水産省に報

水産省に報告する。 告する。

(ｲ) 抗菌性飼料添加物を含有 (ｲ) 抗菌性飼料添加物を含有 (ｲ) 抗菌性飼料添加物を含有する飼料 (ｲ) 動物医薬品検査所及び都道府県と連携して畜産農家等に

する飼料の適正な使用に資 する飼料の適正な使用に資 の適正な使用に資するため、畜産農 おける抗菌性飼料添加物及び動物用医薬品に対する耐性菌

するため、畜産農家等にお するため、畜産農家等にお 家等における薬剤耐性菌モニタリン 発現モニタリング調査を実施し、得られた結果と動物医薬

ける抗菌性飼料添加物の耐 ける抗菌性飼料添加物の耐 グ調査を農林水産省動物医薬品検査 品検査所が実施した調査の結果を共同で取りまとめ、農林

性菌発現モニタリング調査 性菌発現モニタリング調査 所及び都道府県と連携して実施し、 水産省及び各地方自治体へ報告した。

を動物医薬品検査所及び都 を動物医薬品検査所及び都 担当部分の調査結果を取りまとめて なお、調査結果は家畜衛生週報（農林水産省消費・安全

道府県と連携して実施し、 道府県と連携して実施し、 農林水産省を通じて公表する。 局畜水産安全管理課、動物衛生課発行）に掲載された。

その結果を事業年度ごとに その結果を事業年度ごとに

取りまとめて公表する。 取りまとめて公表する。

ウ 飼料の使用に起因する家畜 ウ 飼料の使用に起因する家畜 ウ 飼料の使用に起因する家畜被害の発 ウ 飼料の使用に起因する家畜被害の発生時の対応

被害の発生時の対応 被害の発生時の対応 生時の対応

飼料の使用に起因する有害 飼料の使用に起因する有害 飼料の使用に起因する有害畜産物の 飼料の使用に起因する有害畜産物の生産若しくは家畜等の

畜産物の生産若しくは家畜等 畜産物の生産若しくは家畜等 生産若しくは家畜等の被害の発生又は 被害発生又は有害な飼料の流通が確認された場合における被

の被害の発生又は有害な飼料 の被害の発生又は有害な飼料 有害な飼料の流通が確認された場合に 害の拡大等を確実に防止する観点から、農林水産省及び都道

の流通が確認された場合に被 の流通が確認された場合に被 は、被害の拡大等を確実に防止する観 府県等と連携しつつ、スタッフ制を活用して機動的かつ柔軟

害の拡大等を確実に防止する 害の拡大等を確実に防止する 点から、農林水産省及び都道府県等と な組織体制をとり、次に掲げる事項について迅速かつ適切に

観点から、農林水産省、都道 観点から、農林水産省、都道 連携しつつ、機動的かつ柔軟な組織体 対応した。

府県等と連携しつつ、機動的 府県等と連携しつつ、機動的 制をとるなど、迅速かつ適切に有害な

かつ柔軟な組織体制をとるな かつ柔軟な組織体制をとるな 飼料の流通実態の把握、原因の究明等 ・カナダ産の飼料用アマに未承認遺伝子組換えアマの混入

ど、迅速かつ効率的に有害な ど、迅速かつ効率的に有害な を行うため必要な検査等を行う。 が疑われたことから、農林水産大臣の指示により緊急立

飼料の流通実態の把握、原因 飼料の流通実態の把握、原因 入検査を6件実施した。

の究明等を行う。 の究明等を行うため必要な検 ・牧場で乳牛がへい死した事案についてその原因を究明す

査等を行う。 るため、農林水産省の要請に基づき、かび毒、農薬及び

重金属の分析を緊急に実施した。

・エンドファイト毒素による中毒が疑われる事例の原因究

明のため、給与した飼料の分析（2件、2点）を実施した。

また、家畜被害の発生時の また、整備した緊急時対応マニュア また、飼料に起因する家畜被害等の発生に際し、緊急時対

対応を迅速かつ適切に行える ルを必要に応じて、見直す。 応マニュアルに基づき原因の究明等を行うために必要な検査

よう、緊急時対応マニュアル 等を迅速かつ効率的に実施した。なお、マニュアルの見直し
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の整備を行う。 を行った結果、改正を要する事項はなかった。

エ 標準品等の指定 エ 標準品等の指定 エ 標準品等の指定 エ 標準品等の指定

飼料及び飼料添加物の成分 飼料及び飼料添加物の成分 飼料及び飼料添加物の成分規格等に 18種類の抗生物質について常用標準品の指定を行い、18種

規格等に関する省令（昭和51 規格等に関する省令（昭和51 関する省令（昭和51年農林省令第35号） 類の常用標準品415本については、申請を受理した日から7業

年農林省令第35号）の規定に 年農林省令第35号）の規定に の規定に基づく抗生物質の常用標準品 務日以内に配布した。

基づく抗生物質の常用標準品 基づく抗生物質の常用標準品 （抗菌性物質の力価を定めるための標

（抗菌性物質の力価を定める （抗菌性物質の力価を定める 準として、センターが指定する特定製

ための標準として、センター ための標準として、センター 造番号の抗菌性物質をいう。）の指定に

が指定する特定製造番号の抗 が指定する特定製造番号の抗 当たっては、必要に応じて常用標準品

菌性物質をいう。）の指定は、 菌性物質をいう。）の指定に当 の指定を行うとともに、常用標準品の

少なくとも2年に1回以上行 たっては、抗生物質の試験に 配布については、事務処理の迅速化に

う。 支障を生ずることのないよう より申請を受理した日から7業務日以内

留意するとともに、少なくと に行う。

も2年に1回以上指定を行うも

のとする。

なお、常用標準品の配布は、 なお、常用標準品の配布に

申請を受理した日から7業務 ついては、事務処理の迅速化

日以内に行う。 により、申請を受理した日か

ら7業務日以内に行う。

オ 調査研究 オ 調査研究 オ 調査研究 オ 調査研究

飼料の安全性及び品質を向 飼料の安全性及び品質を向 農林水産省等からの次に掲げる委託 次に掲げる調査を実施し、結果を取りまとめることにより、

上させるため、必要に応じて 上させるため、飼料の安全性 事業等について調査研究を行うととも 飼料の安全性及び品質の向上に努めた。

飼料の安全性及び品質に関す 及び品質の改善に関する調査 に、緊急時等の農林水産省からの要請

る調査等を実施し、調査結果 研究のうち専門的・技術的事 を優先して調査研究を実施し、調査研

を取りまとめる。 項に重点化し、農林水産省の 究の結果を取りまとめる。

要請を優先して調査研究を実

施し、調査研究の結果を取り (ｱ) 粗飼料中のカビ毒汚染メカニズム (ｱ) 粗飼料のカビ毒汚染メカニズムの解明及び汚染低減化技

まとめる。 の解明及び汚染低減化技術の開発 術の開発

【成果；農林水産省委託プロジェクト研究「粗飼料のカビ

毒汚染メカニズムの解明及び汚染低減化技術の開発」の

一環として、圃場における耕起法の違いによる残渣量の

程度とデオキシニバレノール及びゼアラレノンの汚染濃

度の測定によるカビ毒の汚染リスクの調査の実施及び動

物衛生研究所への結果の報告】（平成22年度継続）

(ｲ) 動物由来たん白質及びDNA検出法改 (ｲ) 動物由来たん白質及びDNA検出法改良

良 ａ 動物由来たん白質の検出法（エライザ法）の開発〔共

同研究〕
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【成果；森永生科学研究所との共同研究を実施し、動物由

来たん白質検出のためのELISAキットの検討】（平成22年

度継続）

ｂ 動物由来材料のPCR法を用いた検出法の開発

【成果；PCRによる動物由来DNAの検出において、擬陽性及

び陽性を示すPCR増幅産物の確認のためのRELP法の開発】

（平成22年度継続）

(ｳ) 麦類等のカビ毒汚染実態調査

【成果；厚生労働省の「食品の安心・安全確保推進研究事

業（カビ毒を含む食品の安全性に関する研究）」に参画

して、国立医薬品食品衛生研究所と協力し、コーンフレ

ーク20点、雑穀米20点、米10点のフモニシンの分析及び

厚生労働省への結果の報告】（平成22年度継続）

また、農林水産省からの要請により、未承認遺伝子組換え

アマについて、国立医薬品食品衛生研究所と連携し、1％定量

分析法（暫定法）を開発し、迅速かつ的確に分析を実施した。

カ 牛海綿状脳症の発生の防止 カ 牛海綿状脳症の発生の防止 カ 牛海綿状脳症の発生の防止のための カ 牛海綿状脳症の発生の防止のための対応

のための対応 のための対応 対応

我が国において牛海綿状脳 我が国において牛海綿状脳 我が国において牛海綿状脳症が発生 牛海綿状脳症の発生に関する感染源及び感染経路の究明の

症が発生したことを踏まえ、 症が発生したことを踏まえ、 したことを踏まえ、牛海綿状脳症の発 ための国内及び海外の飼料工場等に対する飼料の流通経路等

牛海綿状脳症の発生の防止を 牛海綿状脳症の発生の防止を 生の防止を万全なものとするため、牛 の調査については、農林水産省からの要請がなかったため、

万全なものとするため、牛海 万全なものとするため、牛海 海綿状脳症の発生に関する感染源及び 実施しなかった。

綿状脳症の発生に関する感染 綿状脳症の発生に関する感染 感染経路の究明のための国内及び海外

源及び感染経路の究明のため 源及び感染経路の究明のため の飼料工場等に対する飼料の流通経路

の国内及び海外の飼料工場等 の国内及び海外の飼料工場等 等の調査を必要に応じて行う。

に対する飼料の流通経路等の に対する飼料の流通経路等の

調査を必要に応じて行う。 調査を必要に応じて行う。

② 飼料及び飼料添加物の検定 ② 飼料及び飼料添加物の検定 ② 飼料及び飼料添加物の検定及び表示 ② 飼料及び飼料添加物の検定及び表示に関する業務

及び表示に関する業務 及び表示に関する業務 に関する業務

特定飼料等のうち飼料添加 特定飼料等のうち飼料添加 特定飼料等のうち飼料添加物の検定 特定飼料等のうち飼料添加物の検定及び表示に関する業務

物の検定及び表示の業務は、 物の検定及び表示の業務につ 及び表示の業務について、適正に実施 215件を適正に実施した。さらに、インターネットVPNを活用

申請のあった日から20業務日 いて、適正に実施するととも するとともに、事務処理の効率化によ した事務処理等の効率化により、申請のあった日から20業務

以内に処理する。 に、事務処理の効率化により、 り申請を受理した日から20業務日以内 日以内にすべて処理した。

申請を受理した日から20業務 に処理する。

日以内に処理する。
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③ 飼料について登録検定機関 ③ 飼料について登録検定機関 ③ 飼料について登録検定機関が行う検 ③ 飼料について登録検定機関が行う検定に関する技術上の調

が行う検定に関する技術上の が行う検定に関する技術上の 定に関する技術上の調査及び指導の業 査及び指導の業務

調査及び指導の業務登録検定 調査及び指導の業務 務

機関の行う検定業務の適切な 登録検定機関の行う検定業 登録検定機関の行う検定業務の適切 検定実績のある登録検定機関（6機関（12事業所））に対し

実施に資するため、検定実績 務の適切な実施に資するため、 な実施に資するため、検定実績のある て分析技術の維持状況の調査をし、1事業所について技術的

のある登録検定機関に対して 検定実績のある登録検定機関 登録検定機関に対して年1回調査を実施 指導を行うことにより、登録検定機関による検定業務の適切

毎事業年度1回調査を実施す に対して毎事業年度1回調査を するとともに、必要に応じて検定精度 な実施を推進した。

るとともに、検定精度の管理 実施するとともに、必要に応 の管理等について技術的な指導を行う。

等について技術的指導を行 じて検定精度の管理等につい

う。 て技術的指導を行う。

また、登録検定機関を対象 また、登録検定機関を対象として共 また、共通試料を用いた登録検定機関の技術水準の確認試

として共通試料による共同試 通試料による共同試験を年1回実施し、 験を6機関（9事業所）に対して実施し、そのうち2事業所に

験を毎事業年度1回実施し、検 検定業務に係る技術水準を確認すると 対し技術的指導を行うことにより、検定業務に係る技術水準

定業務に係る技術水準を確認 ともに、必要に応じて検査技術につい の維持・向上を図った。

するとともに必要に応じて検 て技術的指導を行う。

査技術について技術的指導を

行う。

④ 飼料及び飼料添加物の製造 ④ 飼料及び飼料添加物の製造 ④ 飼料及び飼料添加物の製造設備、製 ④ 飼料及び飼料添加物の製造設備、製造管理の方法等に関す

設備、製造管理の方法等に関 設備、製造管理の方法等に関 造管理の方法等に関する検査等業務 る検査等業務

する検査等業務 する検査等業務

ア 特定飼料等製造業者の登録 ア 特定飼料等製造業者の登録 ア 特定飼料等製造業者の登録等の申請 ア 特定飼料等製造業者の登録等の申請に係る検査

等の申請に係る検査特定飼料 等の申請に係る検査 に係る検査

等製造業者の登録等の申請に 特定飼料等製造業者（外国 特定飼料等製造業者（外国特定飼料 特定飼料等製造業者の登録等の申請はなかった。

係る検査については、検査に 特定飼料等製造業者を除く。） 等製造業者を除く。）の登録等の申請に

要する標準処理期間を中期計 の登録等の申請に係る検査に 係る検査については、検査に要する標

画に定め、当該標準処理期間 ついては、検査に要する標準 準処理期間を50業務日と定め、事務処

内に検査を終了するよう努め 処理期間を50業務日と定め、 理の効率化を図り、当該標準処理期間

る。 事務処理の効率化を図り、当 内に検査を終了するよう努める。

該標準処理期間内に検査を終

了するよう努める。

イ 規格設定飼料製造業者の登 イ 規格設定飼料製造業者の登 イ 規格設定飼料製造業者の登録等の申 イ 規格設定飼料製造業者の登録等の申請に係る検査

録等の申請に係る検査規格設 録等の申請に係る検査 請に係る検査

定飼料製造業者の登録等の申 規格設定飼料製造業者（外 規格設定飼料製造業者（外国規格設 規格設定飼料製造業者の登録等の申請はなかった。

請に係る検査については、検 国規格設定飼料製造業者を除 定飼料製造業者を除く。）の登録等の申

査に要する標準処理期間を中 く。）の登録等の申請に係る検 請に係る検査については、検査に要す

期計画に定め、当該標準処理 査については、検査に要する る標準処理期間を40業務日と定め、事

期間内に検査を終了するよう 標準処理期間を40業務日と定 務処理の効率化を図り、当該標準処理

努める。 め、事務処理の効率化を図る 期間内に検査を終了するよう努める。
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ことにより、当該標準処理期

間内に検査を終了するよう努

める。

ウ 飼料及び飼料添加物の製造 ウ 飼料及び飼料添加物の製造 ウ 飼料及び飼料添加物の製造・品質管 ウ 飼料及び飼料添加物の製造・品質管理の高度化に関する調

・品質管理の高度化に関する ・品質管理の高度化に関する 理 の高度化に関する調査 査

調査 調査

(ｱ) 有害物質又は病原微生物 (ｱ) 有害物質又は病原微生物 (ｱ) 有害物質又は病原微生物による飼 (ｱ) 飼料及び飼料添加物の製造・品質管理の方法等に関する

による飼料の汚染及び反す による飼料の汚染及び反す 料の汚染、反すう動物用飼料への肉 調査として、次に掲げる業務を実施した。

う動物用飼料への肉骨粉等 う動物用飼料への肉骨粉等 骨粉等の混入及び抗菌性物質に関す

の混入等による有害な飼料 の混入等による有害な飼料 る基準・規格等を逸脱した飼料及び ａ 牛等用飼料に肉骨粉等が混入することを防止するた

の流通を未然に防止する観 の流通を未然に防止する観 飼料添加物による有害な飼料の流通 め、飼料等を製造する事業場441箇所に対して検査を実

点から、飼料及び飼料添加 点から、飼料及び飼料添加 を未然に防止する観点から、飼料及 施し、肉骨粉等の交差汚染防止に関する製造・品質管理

物の製造設備、製造・品質 物の製造設備、製造・品質 び飼料添加物の製造設備、製造・品 の高度化に係る技術的指導を行った。

管理の方法等に関する調査 管理の方法等に関する調査 質管理の方法等に関する調査を実施 また、製造管理等の実施状況を確認するチェックリス

を実施し、その管理の高度 を実施し、その管理の高度 し、その管理の高度化に係る技術的 トを作成してデータベース化し、検査及び技術的指導の

化に係る技術的指導を行 化に係る技術的指導を行う。 指導を行う。 高度化に活用した。

う。 また、製造管理等の状況 また、製造管理等の状況をデータ

をデータベース化し、技術 ベース化し、技術的指導の高度化に ｂ 抗菌性飼料添加物を含有する配合飼料及び飼料添加物

的指導の高度化に活用する。 活用する。 複合製剤の製造管理及び品質管理に関するガイドライン

に基づき、配合飼料16事業場について確認検査を実施し、

製造事業場確認証を発給した。また、過去に製造事業場

確認証を発給した47事業場に対して中間確認検査を実施

した。

(ｲ) 収去品の検査の結果、基 (ｲ) 収去品の検査の結果、基 (ｲ) 収去品の検査の結果、基準・規格 (ｲ) 収去品の検査の結果、基準・規格等に抵触する事例が5

準・規格等に抵触する事例 準・規格等に抵触する事例 等に抵触する事例等が認められた場 件認められたことから、製造・品質管理の方法等の改善に

等が認められた場合には、 等が認められた場合には、 合には、製造・品質管理の方法等の 資するため、センターの専門的知見による技術的指導及び

製造・品質管理の方法等の 製造・品質管理の方法等の 改善について、センターの専門的知 情報の提供を行った。

改善について技術的指導及 改善について、センターの 見から技術的指導及び情報の提供を

び情報の提供を行う。 専門的知見から技術的指導 行う。

及び情報の提供を行う。

(ｳ) 牛海綿状脳症の発生の防 (ｳ) 牛海綿状脳症の発生の防 (ｳ) 牛海綿状脳症の発生の防止に万全 (ｳ) 動物由来たん白質、動物性油脂及びペットフードの製造

止に万全を期する観点か 止に万全を期する観点から、 を期する観点から、動物由来たん白 事業場の設備、製造・品質管理の方法等に関する調査とし

ら、動物由来たん白質、動 動物由来たん白質、動物性 質、動物性油脂及びペットフードの て、次に掲げる業務を実施した。

物性油脂及びペットフード 油脂及びペットフードの製 製造事業場の製造設備、製造・品質 ａ 農林水産大臣の確認を要する動物由来たん白質及び動

の製造事業場の製造設備、 造事業場の製造設備、製造 管理の方法等に関する調査を実施し、 物性油脂を製造するすべての事業場（261箇所）につい

製造・品質管理の方法等に ・品質管理の方法等に関す 製造基準に適合するものであると認 て、製造・品質管理状況を確認し、そのうち新たに大臣

関する調査を実施し、製造 る調査を実施し、製造基準 めた製造事業場を公表する。 確認を受けた製造事業場15箇所をホームページに公表し
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基準に適合するものである に適合するものであると認 た。

と認めた製造事業場を公表 めた製造事業場を公表する。 ｂ 魚粉等の輸入業者及び輸入先の製造事業場の管理状況

する。 を280件確認した。

ｃ ペットフード等の製造事業場からの申請に応じ製造基

準適合確認検査を11件実施し、製造基準に適合すると認

められた事業場をホームページに公表した。

(ｴ) 飼料を海外に輸出する業 (ｴ) 飼料を海外に輸出する業 (ｴ) 飼料を海外に輸出する業者等から (ｴ) 飼料を海外に輸出する業者からの要請に基づき、動物検

者等からの要請に基づき、 者等からの要請に基づき、 の要請に基づき、当該飼料の製造事 疫所の輸出証明書の発行要件となる肉骨粉等の使用に関す

当該飼料の製造事業場の製 当該飼料の製造事業場の製 業場の製造設備、製造・品質管理の る製造基準適合確認検査を21件実施した。

造設備、製造・品質管理の 造設備、製造・品質管理の 方法等に関する調査を実施し、輸出

方法等に関する調査を実施 方法等に関する調査を実施 先国の製造基準等への適否を確認す

し、輸出先国の製造基準等 し、輸出先国の製造基準等 る。

への適否を確認する。 への適否を確認する。

(ｵ) 食品残さ利用飼料製造業者の要請に基づき、「エコフィ

ード」の認証要件となる「食品残さ等利用飼料の安全性確

保のためのガイドライン」の遵守状況確認調査を4件実施

した。

⑤ ①から④までの業務に附帯 ⑤ ①から④までの業務に附帯 ⑤ ①から④までの業務に附帯する業務 ⑤ ①から④までの業務に附帯する業務

する業務 する業務

飼料の安全性及び品質を向 飼料の安全性及び品質の向 飼料の安全性及び品質の向上に資す 飼料の安全性及び品質の向上に資する観点から飼料等の依

上させるため、都道府県、畜 上に資する観点から、都道府 る観点から、都道府県、畜産農家等か 頼分析については、7件（分析成分点数：57点、鑑定：22原

産農家等からの飼料及び飼料 県、畜産農家等からの飼料及 らの飼料及び飼料添加物の依頼分析に 料）実施した。

添加物の依頼分析について び飼料添加物の依頼分析につ ついては、業務に支障のない範囲内で

は、①から③まで及び⑥並び いては、①から③まで及び⑥ 実施する。

に５の業務に支障のない範囲 並びに５の業務に支障のない

内で実施する。 範囲内で実施する。

また、次に掲げる依頼検査 また、次に掲げる依頼分析の内容に

の内容に応じて標準処理期間 応じて標準処理期間を定め、その期間

を定め、その期間内に適切に 内に適切に処理する。

処理する。

(ｱ) 化学分析（(ｳ)を除く。） (ｱ) 化学分析（(ｳ)を除く。） 30業務日

30業務日 (ｲ) 生物分析 30業務日

(ｲ) 生物分析 30業務日 (ｳ) ダイオキシン類分析 60業務日

(ｳ) ダイオキシン類分析

60業務日

標準処理期間内に適切に処 標準処理期間内に上記の依頼分析を また、実施に当たっては、分析法の開発等分析技術の高度
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理するため、分析技術の高度 適切に処理するため、分析技術の高度 化及び決裁等の事務の簡素化による事務手続きの合理化を図

化、事務手続の合理化を図る。 化、事務手続の合理化を図る。 ることにより、依頼分析の内容に応じた標準処理期間内に適

切に処理した。

⑥ 飼料安全法に基づく立入検 ⑥ 飼料安全法に基づく立入検 ⑥ 飼料安全法に基づく立入検査等業務 ⑥ 飼料安全法に基づく立入検査等業務

査等業務 査等業務

ア 飼料安全法に基づく立入検 ア 飼料安全法に基づく立入検 ア 飼料安全法に基づく立入検査を行う ア 飼料安全法に基づく立入検査及び質問の結果の報告につい

査を行うに当たっては、農林 査を行うに当たっては、農林 に当たっては、農林水産大臣の指示に ては、業務の効率化により立入検査実施後の事務処理等の迅

水産大臣の指示に従い適正に 水産大臣の指示に従い適正に 従い適正に実施するとともに、立入検 速化を図り、立入検査の日から22業務日以内にすべて農林水

実施するとともに、立入検査 実施するとともに、立入検査 査及び質問の結果の報告については、 産大臣に報告した。

及び質問の結果については、 及び質問の結果の報告につい 立入検査等を実施した日から30業務日

立入検査を実施した日から ては、立入検査を実施した日 以内に農林水産大臣に報告する。

30業務日以内に農林水産大臣 から30業務日以内に農林水産

に報告する。 大臣に報告する。

また、農林水産大臣への報 また、農林水産大臣への報 また、農林水産大臣への報告までに また、立入検査等の結果の農林水産大臣への報告までに要

告までに要する期間について 告までに要する期間について 要する期間の短縮に資するため、LAN等 する期間については、インターネットVPNを活用した本部及

は、中期目標期間の最終事業 は、中期目標期間の最終事業 を活用して本部及び各地方組織間の報 び各地域センター間における報告事務の簡素化等を図り、8

年度までに5業務日短縮する。 年度までに事務処理の効率化 告を電子媒体で送付することにより簡 業務日短縮した。

により5業務日短縮する。 素化する。

イ 収去品の試験結果について イ 収去品の試験結果の報告に イ 収去品の試験結果の報告については、 イ 収去品の試験については、標準処理期間（20業務日）内に

は、飼料及び飼料添加物の分 ついては、飼料及び飼料添加 飼料及び飼料添加物の分析・鑑定試験 936件すべて終了した。

析・鑑定試験に要する標準処 物の分析・鑑定試験に要する に要する標準処理期間を収去した日か なお、収去品の試験結果は、14業務日以内にすべて農林水

理期間を中期計画に定め、当 標準処理期間を収去した日か ら20業務日以内と定め、当該標準処理 産大臣に報告した。

該標準処理期間内に終了する ら20業務日と定め、当該標準 期間内に試験を終了するように努める

よう努めるとともに、試験が 処理期間内に試験を終了する とともに、試験が終了した日から20業

終了した日から20業務日以内 ように努めるとともに、試験 務日以内に農林水産大臣に報告する。

に農林水産大臣に報告する。 が終了した日から20業務日以

内に農林水産大臣に報告する。

また、農林水産大臣への報 また、農林水産大臣への報 また、農林水産大臣への報告までに また、収去品の試験結果の農林水産大臣への報告について

告までに要する期間について 告までに要する期間について 要する期間の短縮に資するため、LAN等 は、インターネットVPNを活用した本部及び各地域センター

は、中期目標期間の最終事業 は、中期目標期間の最終事業 を活用して本部及び各地方組織間の報 間における報告事務の簡素化等を図り、6業務日短縮した。

年度までに5業務日短縮する。 年度までに事務処理の効率化 告を電子媒体で送付することにより簡

により5業務日短縮する。 素化する。

ウ 収去品等の試験結果の信頼 ウ 収去品等の試験結果の信頼 ウ 収去品等の試験結果の信頼性を客観 ウ 収去品等の試験結果の信頼性を確保する観点から、信頼性

性を確保する観点から、信頼 性を確保する観点から、前期 的に確保する観点から、前期中期目標 保証体制及び試験操作手順書に基づき試験を円滑に実施する

性保証部門等から構成する信 中期目標期間中に整備した試 期間中に整備した試験責任者、信頼性 とともに、各センターに対して試験結果報告書に係る査察を

頼性保証体制及び試験操作手 験責任者、信頼性保証部門等 保証部門等から構成する信頼性保証体 毎月実施(84件)した。

順書に基づき、試験施設にお から構成する信頼性保証体制 制及び試験操作手順書に基づき、試験 また、試験の精度を適正に保つため、本部又は各地域セン
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いて試験を円滑に実施する。 及び試験操作手順書に基づき、 を円滑に実施する。 ターに対し、次に掲げる外部精度管理を実施した。

試験を円滑に実施する。 また、試験の精度を適正に保つため、 ・FERA（英国）主催 4回（アフラトキシン類、リン系農薬、

外部機関における精度管理を行い、信 遺伝子組換えトウモロコシ）

頼性保証部門による試験の点検、確認 ・（財）食品薬品安全センター主催 1回（デオキシニバレ

を行う。 ノール及びニバレノール）

・食品総合研究所主催 1回（精米中のカドミウム）

⑦ ペットフード安全法に基 ⑦ ペットフード安全法に基づ ⑦ ペットフード安全法に基づく立入検 ⑦ ペットフード安全法に基づく立入検査等業務

づく立入検査等業務 く立入検査等業務 査等業務 ア ペットフード安全法に基づく立入検査16件について、適切

ア ペットフード安全法に基 ア ペットフード安全法に基づ ア ペットフード安全法に基づく立入検 に実施するとともに速やかに農林水産大臣へ報告した。また、

づく立入検査を行うに当た く立入検査を行うに当たって 査を行うに当たっては、農林水産大臣 集取した飼料8件の試験結果について、速やかに農林水産大

っては、農林水産大臣の指 は、農林水産大臣の指示に従 の指示に従い適正に実施するととも 臣に報告した。

示に従い適正に実施する。 い適正に実施する。 に、その結果を速やかに農林水産大臣

に報告する。

イ 集取品等の試験結果の信 イ 集取品等の試験結果の信頼 イ 集取品等の試験結果の信頼性を客観 イ 集取品等の試験結果の信頼性を客観的に確保する観点か

頼性を確保する観点から、 性を確保する観点から、中期 的に確保する観点から、業務を実施す ら、愛がん動物用飼料検査に係る試験に関し、信頼性保証体

信頼性保証部門等から構成 目標期間中に試験責任者、信 るまでに試験責任者、信頼性保証部門 制を整備するとともに、試験実施に必要な試験操作手順書に

する信頼性保証体制及び試 頼性保証部門等から構成する 等から構成する信頼性保証体制を整備 ついては、新たに作成した「愛がん動物用飼料試験業務の信

験操作手順書を整備し、試 信頼性保証体制及び試験操作 し、併せて試験実施に必要な試験操作 頼性の確保に関する規程」の中で定めた。

験施設において試験を円滑 手順書を整備し、試験を円滑 手順書を作成する。

に実施する。 に実施する。

(4) 土壌改良資材関係業務 (4) 土壌改良資材関係業務 (4) 土壌改良資材関係業務 (4) 土壌改良資材関係業務

① 土壌改良資材の検査等業務 ① 土壌改良資材の検査等業務 ① 土壌改良資材の検査等業務 ① 土壌改良資材の検査等業務

ア 土壌改良資材の表示の内容 ア 土壌改良資材の表示の内容 ア 土壌改良資材の表示の内容に係る品 ア 土壌改良資材の表示の内容に係る品質の検査

に係る品質の検査 に係る品質の検査 質の検査

土壌改良資材の品質に関す 土壌改良資材の品質に関す 土壌改良資材の品質に関する表示の 土壌改良資材の品質に関する表示の内容が実際の品質と一

る表示の適正化を図るため、 る表示の適正化を図るため、 適正化を図るため、当該品質に関する 致しているか否かについての検査を31件実施し、品質に関す

当該品質に関する表示の内容 当該品質に関する表示の内容 表示の内容が実際の品質と一致してい る表示の適正化を図った。

が実際の品質と一致している が実際の品質と一致している るか否かにいての検査を実施する。

か否かについての検査を実施 か否かについての検査を実施

する。 する。

イ 土壌改良資材及びその原料 イ 土壌改良資材及びその原料 イ 土壌改良資材及びその原料の試験の イ 土壌改良資材及びその原料の試験の受託

の試験の受託 の試験の受託 受託

土壌改良資材の品質の保全 土壌改良資材の品質の保全 土壌改良資材の品質の保全に資する 土壌改良資材の試験の依頼はなかった。

に資するため、都道府県、農 に資するため、都道府県、農 ため、都道府県、農業者等からの依頼

業者等からの依頼を受けて、 業者等からの依頼を受けて、 試験については、業務に支障のない範

土壌改良資材等の試験を実施 土壌改良資材等の試験を極力 囲で実施することとし、次に掲げる標
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するとともに、センターにお 実施することとし、次に掲げ 準処理期間内に適切に処理する。

いて当該試験の内容に応じて る標準処理期間内に適切に処 (ｱ) 一般試験 30業務日

標準処理期間を定め、当該標 理する。 (ｲ) VA菌根菌資材試験 60業務日

準処理期間内に適切に処理す (ｱ) 一般試験 30業務日

る。 (ｲ) VA菌根菌資材試験

60業務日

② 地力増進法に基づく立入検 ② 地力増進法に基づく立入検 ② 地力増進法に基づく立入検査業務 ② 地力増進法に基づく立入検査業務

査業務 査業務

地力増進法に基づく立入検 地力増進法に基づく立入検 地力増進法に基づく立入検査を行う 地力増進法に基づく立入検査については、農林水産大臣の

査を行うに当たっては、農林 査を行うに当たっては、農林 に当たっては、農林水産大臣の指示に 指示に従い適正に31件実施した。

水産大臣の指示に従い適正に 水産大臣の指示に従い適正に 従い適正に実施するとともに、立入検 また、結果の報告については、電子媒体を用いた各地域セ

実施するとともに、立入検査 実施するとともに、立入検査 査の結果の報告については、農林水産 ンターからの報告事務の簡素化を行い、平成17年度を基準と

の結果の報告については、中 の結果の報告については、中 大臣の指示から報告までに要する期間 して10業務日短縮し、すべての検査結果を30業務日以内に農

期目標期間中に、農林水産大 期目標期間中に、農林水産大 を、VA菌根菌資材を除き、現行の目標 林水産大臣へ報告した。

臣の指示から報告までに要す 臣の指示から報告までに要す 期間（40業務日）に対して、稟議手続

る期間を、VA菌根菌資材を除 る期間を、VA菌根菌資材を除 きの合理化等事務処理の効率化を図る

き、30業務日に短縮する。 き、30業務日に短縮する。 ことにより30業務日に短縮する。

３ 農林水産物等の品質及び表 ３ 農林水産物等の品質及び表示 ３ 農林水産物等の品質及び表示の適正化 ３ 農林水産物等の品質及び表示の適正化に関する業務

示の適正化に関する業務 の適正化に関する業務 に関する業務

(1) 食品表示監視業務 (1) 食品表示監視業務 (1) 食品表示監視業務 (1) 食品表示監視業務

① 食品表示の監視業務につい ① 食品表示の監視業務につい ① 食品表示の監視業務については、DNA ① 食品表示の監視業務については、科学的手法を用いた食品

ては、DNA解析技術、微量成 ては、DNA解析技術、微量成分 解析技術、微量成分の検査分析技術等 表示の真正性の検査を加工食品について4,860件、生鮮食品

分の検査分析技術等の科学的 の検査分析技術等の科学的手 の科学的手法を用いた食品表示の真正 について1,182件、合計6,042件実施した。

手法を用いた食品表示の真正 法を用いた食品表示の真正性 性の検査6,000件以上を適切に実施する その結果、加工食品については、不適正な表示が284件認

性の検査を毎事業年度6,000 の検査を、以下により、毎事 ため、次に掲げる措置を講ずる。 められた。このうち軽微な不適正表示が認められた175件に

件以上行い、偽装の疑いが生 業年度6,000件以上行う。その ついて、製造業者等に対して文書による是正指導を行うとと

じた場合には、農林水産省か 結果、偽装の疑いが生じた場 もに、表示内容に重大な疑義の可能性があるもの等（109件）

らの指示に基づき、速やかに 合には、農林水産省からの指 について、農林水産省に報告した。

立入検査又は任意調査を実施 示に基づき、製造業者、販売 また、生鮮食品については、表示に疑義があるもの64件の

する。 業者、輸入業者等に対し立入 検査結果を農林水産省に報告した。

検査又は任意調査（以下３の なお、平成20年度に実施した食品表示監視業務において不

(1)において「立入検査等」と 適正な表示が認められたもののうちの2件についても指導を

いう。）を実施し、立入検査等 行った。

の終了後原則3業務日以内に報 上記のほか、JAS規格の定期見直しに係る調査分析等にお

告する。 いて軽微な不適正表示が認められた59件について、製造業者

なお、立入検査等を行うに 等に対して文書による是正指導を行った。

当たっては、立入検査等を行

う職員に資格要件を設け、検
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査能力等の資質、検査経験等

を勘案した立入検査等職員の

適切な人選を行い、立入検査

等に関する基準文書に基づき

厳正に実施する。

ア 前事業年度の検査で不適合 ア 平成20年度の検査で不適合の多かっ ア 平成20年度の検査において不適合率の高かった品目につい

の多かった品目については、 た「塩干魚介類」、「塩蔵魚介類」及び て、次のとおり検査件数を平成20年度より増加させた。

検査件数を増加させる。 「塩蔵わかめ」検査件数を増加する。

品 目 平成20年度 平成21年度

検査件数 検査件数

・塩干魚介類 248（4.1） 262（4.3）

・塩蔵魚介類 153（2.5） 158（2.6）

・塩蔵わかめ 110（1.8） 127（2.1）

注：（ ）内の数値は、各年度の検査件数に占める割合（％）

である。

イ 消費者の関心の高い品目を イ 消費者の関心の高い品目を対象とし イ 消費者の関心の高い品目について、次のとおり各センター

対象に、毎事業年度4回以上の た重点的な検査を行うに当たっては、 で一斉に重点的な検査を4回行った。

重点的な検査を行う。 調査事項、実施期間を調整し、各セン

ターで一斉に行う等の効率的な対応に 〔農林水産省関係部局と連携して行った調査〕

努めることにより4回以上行う。 ・そば加工品の表示に関する特別調査 197件

また、検査の計画及び実施に当たっ ・特別栽培農産物・エコファーマー農産物の表示特別調査

ては、農林水産省関係部局と連携して 100件

行う。 〔センターが独自で行った調査〕

・果実飲料の表示に関する重点調査 294件

・マグロの表示に関する重点調査 300件

ウ 遺伝子組換えに係る表示が ウ 遺伝子組換えに係る表示が行われて ウ 遺伝子組換えに係る表示が行われている食品の検査につい

行われている食品の検査を毎 いる食品の検査については、製造業者 ては、製造業者等の事業規模、地域バランス等を勘案して569

事業年度500件以上行うととも 等の事業規模、地域バランス等を勘案 件実施した。（加工食品529件、生鮮品40件）

に、表示に疑義が生じた場合 して対象製品を選定し、500件以上の検 検査の結果、遺伝子組換え原料の混入の可能性があるもの

には、分別生産流通管理に係 査を適切に行う。 等160件のうち、分別生産流通管理の実施状況等の調査を139

る調査を行う。 なお、分別生産流通管理の実施に疑 件行った。また、可能な範囲において、原料農産物を入手し、

義があった場合には、製造業者、流通 遺伝子組換え体の混入率について検査分析を行った。以上の

業者等に対する分別生産流通管理の実 調査の結果、不適切な管理が認められた案件はなかった。

施状況等の調査を行うとともに、可能 なお、遺伝子組換え原料の混入の可能性があるもの等の件

な範囲において、原料農産物を入手し、 数と、分別生産流通管理の実施状況等の調査件数の相違は、

遺伝子組換え体の混入率について検査 製造業者が廃業し調査ができなかったもの（2件）、分別生産
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分析を行う。 管理の実施状況を確認するための現地調査の際に入手した製

品の検査結果であるため改めて調査を実施しなかったもの（7

件）、調査の実施が平成22年度になったもの（12件）があっ

たことによる。

エ 食品の産地表示に関する検 エ 食品の産地表示に関する検査につい エ 食品の産地表示に関する検査については、産地ごとの食品

査を毎事業年度600件以上行 ては、産地ごとの食品の流通状況等を の流通状況等を勘案し、検査を行うセンター、実施時期等を

う。 勘案し、検査を行うセンター、実施時 調整して1,190件実施した。（加工食品464件、生鮮品726件）

期等を調整して600件以上を適切に行 その結果、加工食品については、不適正な表示が33件認め

う。 られた。このうち軽微な不適正表示が認められた18件につい

て、製造業者等に対して文書による是正指導を行い、表示内

容に重大な疑義の可能性があるもの等（15件）について、農

林水産省に報告した。

また、生鮮食品については表示に疑義があるもの57件の検

査結果を農林水産省に報告した。

表８ 食品の産地表示に関する検査件数

品 目 件 数

加工食品 464

乾しいたけ 104

梅漬物 29

アジ・サバ加工品 187

うなぎ加工品 26

塩蔵わかめ 77

コンブ 40

米飯加工品のうなぎ 1

生鮮食品 726

黒大豆 17

ネギ 82

ショウガ 38

ニンニク 42

タマネギ 66

ゴボウ 59

カボチャ 48

マグロ 300

アサリ 34

シジミ 40

合 計 1,190

オ 検査結果については、結果 オ 事業者間取引に関する監視について オ 農林水産省等と連携を図り、立入検査等において入手した
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を取りまとめ毎事業年度公表 は、農林水産省と連携を図り実施する。 製品の原材料等の検査を50件実施することにより、事業者間

する。 取引における表示の監視を実施した。

カ 検査結果については、早急に結果を カ 平成20年度の食品表示の真正性に係る検査結果について、

取りまとめ、農林水産省関係部局と連 農林水産省関係部局と連携し、プレスリリースを行うととも

携し、報道発表等により公表する。 に、ホームページ上で公表した。

キ 食品表示の真正性の検査の結果、偽 キ 農林水産大臣からの指示等に基づき、食品表示監視業務に

装の疑いが生じ、製造業者、販売業者、 係る立入検査等を適切に実施するとともに、立入検査等の終

輸入業者等に対する立入検査又は任意 了後3業務日以内に農林水産省へ報告するため、次に掲げる

調査（以下「立入検査等」という。）を 取組を行った。

農林水産省からの指示により実施する

場合には、適切に実施するととともに、

立入検査等の終了後原則3業務日以内に

報告するために、次に掲げる措置を講

ずる。

○ 立入検査等を行うに当たっては、立 ○ 立入検査等に関する基準文書に基づき、任意調査を60件

入検査等に関する基準文書に基づき厳 （136事業所）、実施し、すべての案件について3業務日以内

正に実施する。 に報告した。

また、立入検査等のほか、農林水産省が改善の指示又は指

導を行った事業者に対する改善状況の確認調査を6件（6事業

所）実施し、都道府県からの要請により、27件（37事業所）

の立入検査等に協力した。

また、基準文書は必要に応じて見直 なお、基準文書を見直し、所要の改正を行った。

しを行い、内容の充実を図る。

○ 立入検査等の終了後の報告が3業務日 ○ 立入検査等の終了後の報告は、すべての案件について3業

を超えた場合には、その都度その原因 務日以内に報告した。

を究明し、以後の立入検査等の業務改

善に活用する。

ク 農林水産省又は都道府県が行う食品 ク 農林水産省又は都道府県が行う食品表示の真正性の検査又

表示の真正性の検査又は調査において、 は調査、警察からの協力要請又は技術支援等の要請があった

協力要請又は技術支援等の要請があっ 322件について適切に対応した。

た場合には、可能な限り応じる。

② 食品表示110番を通じて消 ② 食品表示110番等を通じて収 ② 食品表示110番等を通じて収集した不 ② 食品表示110番等を通じて収集した不正表示に関する情報

費者等から寄せられる不正表 集した不正表示に関する情報 正表示に関する情報の農林水産省関係 について、事務処理手順書に基づき、次のとおり迅速かつ的

示や違法なJASマーク表示に は、速やかに農林水産省関係 部局等への通報及び必要に応じた事実 確に対応した。
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関する情報の収集を行い、当 部局等に通報するとともに、 関係の確認のための調査、分析等につ

該情報を食品表示の監視業務 必要に応じて事実関係の確認 いては、事務処理手順書に基づき迅速 ○ センターが受け付けた、または農林水産省等から回付され

等に活用する。 のための調査、分析等を行う。 かつ的確に行う。 た8件の情報に基づき、事実関係の確認のための買上検査を34

件行い、表示の確認及び分析を行った。買上検査の結果につ

いては、農林水産省等の回付元に報告した。

○ 農林水産省からの依頼により、食品表示110番等の情報提

供に基づく立入検査等を23件（60事業所）実施し、都道府県

の実施する4件（5事業所）の立入検査等に協力した。

また、事務処理手順書は必要に応じ なお、食品表示110番に係る事務処理手順書を見直し、所

て見直す。 要の改正を行った。

(2) 登録認定機関、認定事業者 (2) 登録認定機関、認定事業者 (2) 登録認定機関、認定事業者等に対す (2) 登録認定機関、認定事業者等に対する指導・監督業務

等に対する指導・監督業務 等に対する指導・監督業務 る指導・監督業務

① 農林物資の規格化及び品質 ① 農林物資の規格化及び品質 ① 農林物資の規格化及び品質表示の適 ① 次の措置を講ずることにより、JAS法に基づきセンターが

表示の適正化に関する法律の 表示の適正化に関する法律の 正化に関する法律（昭和25年法律第175 行う技術上の調査及び定期的調査を適切に実施した。

一部を改正する法律（平成17 一部を改正する法律（平成17 号。以下「JAS法」という。）に基づき

年法律第67号）による改正後 年法律第67号）による改正後 センターが行う技術上の調査並びに登

のJAS法（以下「改正JAS法」 の農林物資の規格化及び品質 録後において登録認定機関が引き続き

という。）により、センター 表示の適正化に関する法律（昭 登録基準に適合しているか否かを確認

の業務に登録認定機関の登録 和25年法律第175号。以下「JAS するための定期的な調査（以下「定期

及びその更新の申請時におけ 法」という。）により、センタ 的調査」という。）を適切に実施するた

る調査が追加されたことか ーの業務に追加された登録認 め、次に掲げる措置を講ずる。

ら、「ISO/IEC17011適合性評 定機関の登録及びその更新の

価機関の認定を行う機関に対 申請時における調査（以下「技 ○ 適切に技術上の調査及び定期的調査 ○ ISO/IEC17011に基づく業務執行体制を維持するとともに、

する一般要求事項」（以下「ISO 術上の調査」という。）につい を遂行するため、「ISO/IEC17011適合性 「登録認定機関及び登録外国認定機関の技術上の調査規程」、

/IEC17011」という。）に基づ ては、「ISO/IEC17011適合性評 評価機関の認定を行う機関に対する一 「登録認定機関等の調査等業務品質マニュアル」、「登録認定

き、登録認定機関の登録及び 価機関の認定を行う機関に対 般要求事項」（以下「ISO/IEC17011」と 機関等の調査等業務に係る要員の資格基準」及び「技術委員

その更新の申請時における技 する一般要求事項」（以下「ISO いう。）に基づく業務執行体制を維持し、 会設置・運営要領」等の基準文書の見直しを行った。

術上の調査（以下「技術上の /IEC17011」という。）に基づ 基準文書を必要に応じて見直す。

調査」という。）を実施し、 き実施し、農林水産省からの

農林水産省の調査指示から報 調査指示から報告までの目標 ○ 技術上の調査を行うに当たっては、 ○ 技術上の調査を次のとおり実施し、進行管理を的確に行う

告までの目標期間（30業務日） 期間（30業務日）内に結果を 農林水産省からの調査指示から報告ま ことにより、調査を行った355件すべてについて27業務日以

内に結果を報告する。 報告する。 での目標期間（30業務日）内に結果を 内に農林水産省へ調査結果を報告した。

報告するため、調査の進行管理を的確

に行う。 表９ 技術上の調査件数

新規 更新 変更 合計

登録認定機関 4 39 257 300

登録外国認定機関 3 2 50 55
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合 計 7 41 307 355

○ 技術上の調査の公平性、信頼性を確 ○ 技術上の調査結果については、当該調査を行った者を除く

保するため、職員で構成する技術委員 職員で構成する技術委員会において調査結果を審査すること

会（当該調査を行った者を除く。）にお により、調査の公平性、信頼性を確保した。

いて調査結果をレビューする。

また、登録後において登録 また、登録後において登録 ○ 定期的調査は、登録認定機関ごとに ○ 定期的調査に係る事業所調査については、登録認定機関ご

認定機関が引き続き登録基準 認定機関が引き続き登録基準 その認定事業者数等を勘案した調査計 とにその認定事業者数等を勘案した調査計画を作成し、進捗

に適合しているか否かを確認 に適合しているか否かを確認 画を作成し、計画的に行うとともに進 状況の把握に努め、計画的に実施した。

するための定期的な調査（以 するための定期的な調査（以 捗状況を常に把握する。

下「定期的調査」という。） 下「定期的調査」という。）に

については、原則として登録 ついては、原則として登録認 ○ 定期的調査は、登録認定機関の認定 ○ 定期的調査は、立会調査及び格付品検査と連動して次のと

認定機関ごとに毎事業年度 定機関（分析業務の外部委託 を行う事業所における調査（以下「事 おり対象機関である127機関（149事業所）に対して各1回実

1回以上実施する。 を行っている場合は、委託先 業所調査」という。）をすべての対象機 施した。（うち、登録外国認定機関24機関（24事業所））

の分析機関も含む。）ごとに毎 関について、原則として1回以上行う。

事業年度1回以上実施し、必要 また、事業所調査は、③に定める立 ・飲食料品 14機関（ 21事業所）

に応じて是正のための指導及 会調査及び格付品検査と連動して行う。 ・林産物 12機関（ 19事業所）

び追加調査を行う。 ・生糸・畳表 4機関（ 4事業所）

・生産情報公表牛肉等 16機関（ 17事業所）

・有機農産物等 81機関（ 88事業所）

計 127機関（149事業所）

○ 事業所調査、立会調査及び格付品検 ○ 格付品検査の結果、JAS規格に不適合の疑義が生じた案件4

査の結果、必要がある場合は当該事業 件については、適合性確認のため現地調査を実施した。

所、認定事業者等及び格付品について

の追加の調査又は検査を実施する。

○ 事業所調査において適正でない事項 ○ 事業所調査の結果、認められた問題点については、現地で

を認めた場合には、当該登録認定機関 指摘を行うとともに、不適合が認められた81機関に対しては、

に対して是正のための指導を行う。 文書により是正指導を行った。

なお、調査結果及び是正指導に伴う なお、調査結果及び是正指導に伴う改善状況については、

改善状況については、速やかに農林水 速やかに農林水産省関係部局へ報告した。

産省関係部局へ報告する。

なお、技術上の調査及び定 ○ 技術上の調査及び定期的調査を中立 ○ 技術上の調査及び定期的調査については、調査を行う職員

期的調査を中立かつ厳正に実 かつ厳正に実施するため、調査を行う の資格要件であるISO9000審査員研修コース修了者又はISO/

施するため、調査を行う職員 職員の資格要件であるISO9000審査員研 IEC17011等に関する調査員内部研修修了者2名以上によるチ

に資格要件を設ける。 修コース修了者又はISO/IEC17011等に ームを編成し、中立かつ厳正に実施した。

関する内部研修修了者2名以上によるチ また、調査を行う職員の資格要件の見直しを行い、改正し
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ームを編成して調査を行う。 た。

なお、調査を行う職員の資格要件は、

必要に応じて見直す。

② ISO/IEC17011に基づく技術 ② 技術上の調査及び定期的調 ② 技術上の調査及び定期的調査におけ ② 次に掲げる措置を講ずることにより、技術上の調査及び定

上の調査のための有資格者を 査におけるデータの質の向上 るデータの質の向上を図るため、次に 期的調査の質の向上を図った。

中期目標期間中に20名以上養 を図るため、以下の措置を講 掲げる措置を講ずる。

成する。 ずる。

ア 職員技術研修計画に基づき、 ア （財）日本適合性認定協会の認定す ア （財）日本適合性認定協会が認定するISO9000審査員研修

調査を行う職員に（財）日本 るISO9000審査員研修コースを受講さ コースを4名に受講させ、ISO/IEC17011に基づく調査のため

適合性認定協会の認定するISO せ、ISO/IEC17011に基づく調査のため の有資格者を養成した。（総数52名）

9000審査員研修コースを受講 の有資格者を、4名以上養成する。

させ、ISO/IEC17011に基づく

調査のための有資格者を毎事

業年度に4名程度養成する。

イ 調査を行う職員の資格要件 イ 技術上の調査及び定期的調査を行う イ 職員技術研修中期計画に基づき、ISO/IEC17011等に関する

を満たす職員を養成するため、 職員としての資格要件を満たす職員を 調査員内部研修を、新たに対象者となった者及び前回の受講

職員技術研修計画に基づきISO 確保するとともに、調査技術の維持・ から2年を過ぎた者等を対象に計3回（40名）実施し、技術上

/IEC17011等に関する研修を開 向上を図るため、ISO/IEC17011等に関 の調査及び定期的調査を行う職員としての資格要件を満たす

催し、担当職員に対し3年に1 する内部研修を実施する。 職員を確保するとともに、調査技術の維持・向上を図った。

回以上の受講を義務付ける。

③ 登録認定機関に対する定期 ③ 登録認定機関に対する定期 ③ 登録認定機関に対する定期的調査に ③ 登録認定機関に対する定期的調査に資するため、登録認定

的調査においては、登録認定 的調査においては、登録認定 資するため、登録認定機関の認定事業 機関が適切に認定事業者を指導しているか否かを確認するた

機関により認定された認定事 機関により認定された認定事 者が行う格付に対する指導を適切に実 めの検査等を、次のとおり実施した。

業者が行う格付に対する登録 業者が行う格付に対する登録 施しているか否かを確認するためのJAS

認定機関の指導が適切に行わ 認定機関の指導が適切に行わ 製品の検査（以下「格付品検査」とい

れているか否かを確認するた れているか否か確認するため、 う。）及び登録認定機関が適正に認定に

め、JAS製品の検査を毎事業 以下の検査等を行う。 関する業務を行っているか否かを確認

年度700件以上行うこととす するための認定等の業務実施現場に立

る。 ち会って行う実施状況調査（以下「立

会調査」という。）を行う。

また、定期的調査に資するために行

う検査等は、以下により実施するとと

もに、検査等の結果、適正でない事項

を認めた場合には、必要な是正措置及

び是正状況の確認を行う。

ア JAS製品の検査を毎事業年度 ア 格付品検査は、各登録認定機関の認 ア 格付品検査を各登録認定機関の認定事業者数等を勘案して
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700件以上行うこととし、検査 定事業者数等を勘案して各登録認定機 757件実施し、不適合があった46件については、関係する登

を行うに当たっては、各登録 関ごとの検査件数を配分することを基 録認定機関に対して文書により是正指導を行った。

認定機関の認定事業者数等を 本としつつ、700件以上の検査を実施す なお、平成20年度の定期的調査で不適合が認められた登録

勘案して登録認定機関ごとの る。 認定機関については、原則として不適合が認められなかった

検査件数を配分することを基 なお、前事業年度の定期的調査又は 場合の1.2倍程度の格付品検査を実施した。

本としつつ、前年度の定期的 追加調査で不適合があった登録認定機

調査又は追加調査で不適合が 関については、通常の格付品検査件数 ・飲食料品 197件

あった登録認定機関について の1.2倍程度の検査を実施する。 ・林産物 110件

は、検査を重点的に実施する。 ・生糸・畳表 5件

・生産情報公表牛肉等 2件

・有機農産物等 443件

計 757件

さらに、定期的調査に係る検査とは別に次の格付品の検査

を実施した。

○ 有機農産物の認定生産行程管理者に係る調査の一環とし

て、有機農産物の残留農薬分析を11件（不適合はなし）実施

した。

イ 認定事業者に対する調査を イ 立会調査は、各登録認定機関の認定 イ 立会調査を各登録認定機関の認定事業者数等を勘案して

登録認定機関の規模に応じて 事業者数等を勘案して各登録認定機関 467件実施し、不適合があった60件については、関係する登

毎事業年度350件以上行うこと ごとの調査件数を配分することを基本 録認定機関に対して文書により是正指導を行った。

とし、調査を行うに当たって としつつ、350件以上の調査を実施する。 なお、平成20年度の定期的調査で不適合が認められた登録

は、各登録認定機関の認定事 なお、前事業年度の定期的調査又は 認定機関については、原則として不適合が認められなかった

業者数等を勘案して登録認定 追加調査で不適合があった登録認定機 場合の件数の1.2倍程度の立会調査を実施した。

機関ごとの調査件数を配分す 関については、通常の立会調査件数の

ることを基本としつつ、前事 1.2倍程度の調査を実施する。 ・飲食料品 100件

業年度の定期的調査又は追加 ・林産物 74件

調査で不適合があった登録認 ・生糸・畳表 5件

定機関については、調査を重 ・生産情報公表牛肉等 11件

点的に実施する。 ・有機農産物等 277件

計 467件

④ 改正JAS法第20条の2第1項 ④ 登録認定機関及び認定事業 ④ 登録認定機関及び認定事業者に対す ④ 農林水産大臣からの指示等に基づき、認定事業者に対する

及び第2項の規定による立入 者に対する指導・監督業務の る指導・監督業務の結果、違法なJASマ 指導・監督業務に係る立入検査を適切に実施するとともに、

検査を行うに当たっては、 結果、違法なJASマークの表示 ークの表示の疑いが生じ、登録認定機 立入検査等の終了後3業務日以内に報告するため、次に掲げ

ア 検査能力等の資質、経験 の疑いが生じた場合には、農 関及び認定事業者に対する立入検査等 る取組を行った。

等を勘案した立入検査職員 林水産省からの指示に基づき、 を実施する場合には、適切に実施する

の適切な人選 登録認定機関、認定事業者に とともに、立入検査等の終了後原則3業 ○ 立入検査等に関する基準文書に基づき、任意調査を21件
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イ 農林水産大臣から指示さ 対し立入検査又は任意調査（以 務日以内に報告するため、(1)の①のカ （36事業所）実施し、すべての案件について、3業務日以内

れた調査事項の的確な実施 下④及び⑤において「立入検 と同様の措置を講ずる。 に報告した。

ウ 農林水産大臣への迅速か 査等」という。）を実施し、立 また、立入検査等のほか、農林水産省が改善の指示又は指

つ正確な報告等に留意し厳 入検査等の終了後原則3業務日 導を行った事業者に対する改善状況の確認調査を8件（11事

正に実施する。 以内に報告する。 業所）実施した。

なお、改正JAS法第19条の9 また、立入検査等を行うに なお、基準文書について見直し、所要の改正を行った。

第2項第6号に規定する登録外 当たっては、立入検査等を行

国認定機関に対して行う検査 う職員に資格要件を設け、検 ○ 立入検査等の終了後の報告は、すべての案件について3業

についても上記の留意点を踏 査能力等の資質、検査経験等 務日以内に報告した。

まえて実施する。 を勘案した立入検査等職員の

適切な人選を行い、立入検査

等に関する基準文書に基づき

厳正に実施する。

⑤ なお、今般のJAS法の改正 ⑤ なお、今般のJAS法の改正に

により、登録格付機関制度が より、登録格付機関制度が廃

廃止されることになったが、 止されることになったが、平

平成21年2月28日までの間は、 成21年2月28日までの間は、改

改正前のJAS法における登録 正前のJAS法における登録格付

格付機関に関する規定の一部 機関に関する規定の一部がな

がなおその効力を有すること おその効力を有することとさ

とされていることから、同日 れていることから、同日まで

までの間は、登録格付機関に の間は、以下により、登録格

対する指導・監督業務及び農 付機関に対する指導・監督業

林水産省からの指示による認 務及び農林水産省からの指示

定事業者に対する立入検査、 による認定事業者に対する立

任意調査等の業務を適正に行 入検査等の業務を適正に行う。

う。 ア 登録格付機関の登録後にお

いて格付業務が適切に行われ

ていることを確認するための、

各登録格付機関に対する毎事

業年度1回以上の定期的な調査

の実施

イ 登録格付機関による格付業

務が適切に行われていること

を確認するための、登録格付

機関が格付を行ったJAS製品の

検査及び格付業務の調査の実

施

ウ 農林水産省からの指示によ
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り認定事業者に対する立入検

査等を実施し、立入検査等の

終了後原則3業務日以内に報告

⑥ 食品表示110番を通じて収 ⑥ 食品表示110番等を通じて収 ⑤ 食品表示110番等を通じて収集した違 ⑤ 食品表示110番等を通じて収集した違法なJASマーク表示に

集した情報のうち違法なJAS 集した違法なJASマーク表示に 法なJASマーク表示に関する情報につい 関する情報について、事務処理手順書に基づき、次のとおり

マーク表示に関する情報を 関する情報は、速やかに農林 ては、(1)の②と同様の措置を講ずる。 迅速かつ的確に対応した。

JAS規格の監視業務等に活用 水産省関係部局等に通報する

する。 とともに、必要に応じて事実 ○ 農林水産省から回付された情報に基づく事実関係の確認の

関係の確認のための調査、分 ための格付品の検査を1件実施し、検査の結果については農

析等を行う。 林水産省に報告した。

○ 農林水産省からの依頼により、食品表示110番等の情報提

供に基づく任意調査を12件（20事業所）実施した。

なお、食品表示110番に係る事務処理手順書を見直し、所

要の改正を行った。

⑦ JAS法に基づく有機食品の ⑦ JAS法に基づく有機食品の検 ⑥ 我が国において米国国家有機計画の ⑥ 米国国家有機計画の技術的基準（以下「NOP基準」という。）

検査認証制度が米国国家有機 査認証制度が米国国家有機計 技術的基準（以下「NOP基準」という。） による認定機関の登録等業務が的確に実施されるよう、以下

計画の技術的基準（以下「NOP 画の技術的基準（以下「NOP基 による認定機関の登録等の業務がJAS法 の取組を行った。

基準」という。）に適合する 準」という。）に適合すること に基づく検査認証制度と同様に的確に

ことが米国により認証された が米国により認証されたこと 運用されるよう、農林水産省と連携し ○ NOP基準に基づく認証機関の調査を開始するにあたり、「米

ことから、NOP基準による有 から、国内においてその運用 て調査等の業務に必要な基準文書を整 国農務省全米有機プログラム基準に基づく認証機関の調査に

機食品の検査認証制度を国内 に必要とされる農林水産省か 備するとともに、担当職員に対するNOP 関する規程」、「NOP基準に基づく認証機関認定のための審査

において運用するに当たり必 らの機関の調査等の要請に対 基準に関する教育訓練を行う等、セン の手順」等の作成、調査員及び調査員補への教育訓練の実施

要となる機関の認定等に係る 応するため、センターの有す ターの有するISO/IEC17011に関する知 等、体制の整備を図った。

調査を、センターの有するISO るISO/IEC17011に関する知見 見を活用した業務執行体制の整備を図

/IEC17011に関する知見を活 を活用した業務執行体制を整 る。また、農林水産省からの機関の調 ○ 農林水産省がNOP認定業務規則を制定して平成21年11月2日

用し、適切に実施する。 備し、要請があった場合は、 査等の要請があった場合は、適切に調 から認定申請の受付を開始したことに伴い、審査依頼のあっ

適切に調査を実施する。 査を実施するとともに、その結果を速 た2件のうち1件についての審査結果を農林水産省及び依頼者

やかに報告する。 へ報告した。

(3) JAS規格及び品質表示基準 (3) JAS規格及び品質表示基準の (3) JAS規格及び品質表示基準の見直し等 (3) JAS規格及び品質表示基準の見直し等に係る業務

の見直し等に係る業務 見直し等に係る業務 に係る業務

JAS規格及び品質表示基準 ① JAS規格の見直しに当たって ① JAS規格の見直しに当たっては、次に ① 農林水産省から要請のあったJAS規格について、次に掲げ

の見直しに係る作業において は、以下の調査、検査等を行 掲げる調査、検査等を行い、それらの る定期見直しに係る調査及び検査等を実施し、飲食料品17品

は、消費者ニーズ等に即した い、それらの結果を反映させ 結果を反映させた見直し内容の素案を 目（59規格）、林産物3品目(11規格）について意見書を作成

適切な見直しを行うため、以 た見直し内容の素案を取りま 取りまとめる。 し、農林水産省へ報告した。

下の調査、検査等を行い、そ とめる。
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れらの結果を活用して見直し

内容の素案について取りまと ア 消費者、製造業者、実需者 ア 消費者、製造業者、実需者等のJAS規 ア 消費者等に対するアンケート又はヒアリングによる利用実

める。 等のJAS規格利用状況及び見直 格利用状況及び見直しに関する要望を 態調査を、次のとおり実施した。

① 消費者、製造業者等の見直 しに関する要望を把握するた 把握するため、アンケート等による調

しに関する要望等を把握する めのアンケート調査 査を実施する。 ・消費者団体 10品目（38規格）

ためのアンケート調査 ・実需者 3品目（ 7規格）

② JAS規格の見直しにあって ・製造業者等 15品目（62規格）

は、JAS規格の対象品又は関 ・流通業者等 14品目（47規格）

連する製品の品質実態を適切

に把握するための市販品検査 イ JAS規格の対象品又は関連す イ JAS規格の対象品又は関連する製品の イ 市販品検査を、次の品目について、計1,093件実施した。

（1規格当たりおおむね20件 る製品の品質実態を適切に把 品質実態を適切に把握するための市販 また、検査を実施した56規格のうち、41規格については、1

以上） 握するための市販品検査（1規 品検査（1規格当たり概ね20件以上）を 規格当たり20件以上の検査を実施した。15規格については市

③ 品質表示基準の見直しにあ 格当たりおおむね20件以上） 実施する。 場流通量が少ない等の理由から、1規格あたり20件以上の検

っては、品質表示基準の対象 また、センターにおける農林物資の 査を実施できなかった。

品又は類似する製品の品質実 検査及びその他の調査等により、当該

態を適切に把握するための市 品目に係る必要な情報が得られる場合 ・飲食料品 8品目（50規格、962件）

販品検査（1基準当たりおお には、調査件数の調整を図る。 ・林産物 2品目（ 6規格、131件）

むね20件以上）

④ 国際規格との整合性を把握

するための、国際規格及び市 ウ JAS規格と国際規格の整合性 ウ JAS規格と国際規格の整合性を確認す ウ 国際規格の内容についての調査及び国際規格に対応する市

販品の品質実態に関する調査 を確認するための、国際規格 るための、国際規格及び市販品の品質 販品の品質実態に関する調査を次の品目について実施した。

⑤ 消費者及び製造業者等から 及び市販品の品質実態に関す 実態に関する調査を実施する。

見直しに対する意見を聴取す る調査 ・飲食料品 8品目（29規格、464件）

るためのワーキンググループ

の開催

⑥ JAS規格の見直しにあって エ 消費者、製造業者、実需者 エ 消費者、製造業者、実需者等からJAS エ 消費者団体に対する説明会を6回、消費者団体及び業界団

は、JAS規格の分析法の改善 等から見直しに対する意見を 規格見直しに対する意見を聴取するた 体等をメンバーとしたワーキンググループを12回開催した。

並びに分析値の信頼性の確保 聴取するためのワーキンググ め、必要に応じて消費者説明会や関係

のための分析法及び格付サン ループの開催 者を対象としたワーキンググループに

プリング法の妥当性確認 よる検討会を開催する。

オ JAS規格の分析法の改善並び オ JAS規格の分析法の改善並びに分析値 オ 分析法について情報収集を行うとともに、妥当性確認試験

に分析値の信頼性の確保のた の信頼性の確保のための分析法及び格 及び従来手法と新たな手法の同等性確認試験を次のとおり実

めの分析法及び格付サンプリ 付サンプリング法の妥当性確認を行う。 施した。

ング法の妥当性確認

・文献調査

飲食料品 8品目（18項目）

林産物 1品目（11項目）

・ヒアリング

飲食料品 8品目（11回）
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林産物 1品目（13回）

・妥当性確認のための共同分析試験

飲食料品 3品目（ 6項目）

・測定方法の性能確認

林産物 1品目（ 1項目）

・従来手法と新たな手法の同等性確認

飲食料品 2品目（ 4項目）

また、学識経験者、業界関係者等で構成する分析手法妥当

性確認検討委員会を3回開催し、分析方法の妥当性確認試験

の設計及びその試験結果について検討を行った。

なお、平成21年度の委託事業では「格付サンプリング手法

の妥当性確認」は行うこととされていなかった。

② 品質表示基準の見直しに当 ② 品質表示基準の見直しに当たっては、 ② 農林水産省から要請のあった品質表示基準について、次に

たっては、以下の調査、検査 次に掲げる調査、検査等を行い、それら 掲げる見直しに係る調査及び検査等を実施し、9基準につい

等を行い、それらの結果を反 の結果を反映させた見直し内容の素案を て意見書を作成し、農林水産省へ報告した。

映した見直し内容の素案を作 取りまとめる。

成する。

ア 消費者、製造業者等の品質 ア 消費者、製造業者等の品質表示基準 ア 消費者における認知の状況及び製造業者における見直しに

表示基準の見直しの要望を把 認知の状況及び見直しに関する要望を 関する要望について把握するため、ヒアリングを7基準につ

握するためのアンケート調査 把握するため、アンケート等による調 いて行った。

査を実施する。

イ 品質表示基準の対象品又は イ 品質表示基準の対象品又は類似する イ 市販品検査を、7基準について計1,026件実施した。また、

類似する製品の品質実態を適 製品の品質実態を適切に把握するため 検査を実施した7基準すべてについて、1基準当たり20件以上

切に把握するための市販品検 の市販品検査（1基準ごとに概ね20件以 の検査を実施した。

査（1基準当たりおおむね20件 上）を実施する。

以上） また、物資の検査及びその他の調査

等により、当該品目に係る必要な情報

が得られる場合には、調査件数の調整

を図る。

ウ 品質表示基準と国際規格と ウ 品質表示基準と国際規格の整合性を ウ 国際規格の内容についての調査及び国際規格に対応する市

の整合性を確認するための、 確認するための、国際規格及び市販品 販品の品質実態に関する調査を3基準（444件）について実施

国際規格及び市販品の品質実 の品質実態に関する調査を実施する。 した。

態に関する調査

エ 消費者、製造業者等から見 エ 消費者、製造業者等から品質表示基 エ 消費者団体に対する説明会を4回、消費者団体及び業界団

直しに対する意見を聴取する 準見直しに対する意見を聴取するため、 体等をメンバーとしたワーキンググループを4回開催した。
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ためのワーキンググループの 必要に応じて消費者説明会や関係者を

開催 対象としたワーキンググループによる

検討会を開催する。

また、農林水産省関係部局 ③ 農林水産省関係部局の要請 ③ 農林水産省関係部局の要請に基づき、 ③ JAS規格の制定に係る調査について、農林水産省からの要

の要請に基づき、JAS規格の に基づき、JAS規格の制定等の JAS規格制定等のために必要な調査を行 請はなかった。

制定等のために必要な調査等 ために必要な調査等を行う。 う。

を行う。

④ ①から③に係るパブリック ④ ①から③までに係るパブリックコメ ④ 農林水産省が行ったJAS規格及び品質表示基準の見直しに

コメントの募集及びその結果 ントの募集及びその結果について説明 関するパブリックコメントの募集及び募集結果に係る説明会

に係る説明会を行う。 会を行う。 について希望者を募ったところ、参加希望者がいない又は少

人数であったため、説明会を開催せず、参加希望者には個別

対応により見直しの内容の説明を行った。

⑤ ①から④までに係る調査等の結果に ⑤ ①から④までに係る調査等の結果について、センターが公

ついては、必要に応じて広報誌、イン 表すべき案件はなかった。

ターネット等により公表する。

(4) 農林物資の格付業務 (4) 農林物資の格付業務

今般のJAS法の改正により、 センターが自ら行う生糸の

センターが自ら行う生糸の格 格付業務については、生糸の

付業務が廃止されることにな 格付に関する基準文書に従い

ったが、平成21年2月28日ま 適正に行う。

での間は、当該業務を行うこ

ととされていることから、同

日までの間は、当該業務を適

正に行う。

(5) 国際規格に係る業務 (5) 国際規格に係る業務 (4) 国際規格に係る業務 (4) 国際規格に係る業務

ISO（国際標準化機構）の ISO（国際標準化機構）のTC 国際規格に我が国の意見を反映させ 次に掲げる措置を講ずることにより、国際規格に我が国の

TC34、TC89/SC3及びTC218の 34、TC89/SC3及びTC218の国内 るため、次に掲げる措置を講ずる。 意見を反映させるよう努めた。

国内審議団体として情報の収 審議団体として国際標準作成 ① ISO（国際標準化機構）のTC34、TC34

集、国内の意見集約等の国際 に関する活動を行うため、必 /SC12及びSC16、TC89/SC3並びにTC218 ① ISO（国際標準化機構）のTC34（食品専門委員会）、TC34/SC12

標準作成に関する活動を行 要に応じて外部有識者等から の国内審議団体として国際標準作成に （官能検査分科委員会）、TC34/SC16 （分子生物指標の分析

う。 なる委員会を設置し、情報の 関する活動を行うため、以下の措置を に係る横断的手法分科委員会）、TC89/SC3（木質パネル専門

収集、国内の意見集約等行う。 講ずる。 委員会/合板分科委員会）並びにTC218（木材専門委員会）の

また、TC34に新たなSCが設置され、 国内審議団体事務局として次の国際標準作成に関する活動を

その国内審議団体として承認された場 行った。

合は、同様に以下の措置を講ずる。 また、平成21年度は食品安全マネジメントシステムに係る

○ 必要に応じて外部有識者等からなる 規格を一元的に維持・管理するために、ISO/TC/WG8、WG9、
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委員会を設置し、情報の収集、国内の JWG11の３つのWGの機能を移行し、TC34 にSC17 (食品安全の

意見集約等を行う。 ためのマネジメントシステム分科委員会)が設置されたこと

○ 必要に応じて、国際会議に職員等を から、国内審議団体の登録手続きを行い、承認された。登録

派遣する。 後は、上記の各委員会と同様の活動を行った。

○ 国内委員会等の開催及び国際会議への役職員の派遣を行う

とともに、各委員会で検討されている案件についての情報

の収集を行い、委員へ提供した。

〔TC34〕

・WG13（ローヤルゼリー作業部会）

国内検討会 1回開催

国際会議 1回派遣（1名）

〔TC34/SC16〕

国内検討会 2回開催

国際会議 1回開催

〔TC34/SC17〕

国内検討会 1回開催

国際会議 1回派遣（2名）

〔TC89/SC3及びISO/TC218〕

国内委員会 2回開催

国際会議 3回派遣（2名）

なお、国際会議への3回の派遣のうち、1回は専門家のみ

派遣である。

○ ISO/TC34/WG13の基礎資料を得るためとしてローヤルゼリ

ーを15件分析した。

また、農林水産省の要請が また、農林水産省から各種 ② 農林水産省から各種の国際会議への ② 農林水産省からの国際会議への対応要請に備え、次に掲げ

あった場合には、食品、林産 の国際会議への出席要請が行 対応要請に備え、次に掲げる措置を講 る取組を行った。

物等の分析の専門家として、 われる場合に備え、各種情報 ずる。

各種の国際会議に出席する。 の収集・整理、国際規格に関 ○ 国際規格及び各国規格に関する情報 ○ 国際的に流通している食品等の海外における製造技術、国

する知見の蓄積等に努める。 を収集、整理する。 際規格、各国規格等に関する情報を収集、整理した。

また、コーデックス食品規格委員会（Codex）関連の国内

会議に8回出席し、Codex委員会総会及び各部会等で検討され

ている食品規格の分析法及び検討状況等の情報を収集、整理

した。

○ 必要に応じ、国際的に流通している ○ Codexに提案されている国際規格案（非発酵大豆製品）に

食品等の品質及び表示の調査分析を行 ついて、当該規格案の分析法を検討するため、提案されてい
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う。 るAOAC法と国内の分析方法との比較試験を行った。

(6) 農林物資の検査技術に関す (6) 農林物資の検査技術に関す (5) 農林物資の検査技術に関する調査及 (5) 農林物資の検査技術に関する調査及び研究業務

る調査研究業務 る調査及び研究業務 び研究業務

① 農林物資の検査技術に関す ① 農林物資の検査技術に関す ① 農林物資の検査技術に関する調査及 ① 農林物資の検査技術に関する調査及び研究については、次

る調査研究については、現在 る調査及び研究については、 び研究については、現在必要とされて に掲げる措置を講ずることにより、現在必要とされている偽

必要とされている次のような 現在必要とされている次のよ いる偽装表示の取締りのための検査技 装表示の取締りのための検査技術の開発に重点化を図るとと

偽装表示の監視・取締りのた うな偽装表示の監視・取締り 術の開発に重点化を図るとともに、質 もに、研究水準の向上並びに課題の選定、実施方法及び成果

めの検査技術の開発を積極的 のための検査技術の開発に重 の向上並びに課題の選定、実施方法及 についての適正な点検・評価を行った。

に行うとともに、大学又は研 点化する。 び成果についての適正な点検・評価を

究機関との共同試験等によ 行うため、次の掲げる措置を講ずる。

り、調査研究の質の向上を図 また、必要に応じて大学、 また、調査研究の質の向上を図るた 11課題について、試験研究機関等と共同で調査研究を実施

る。 試験研究機関、分析機関等と め、必要に応じて大学、試験研究機関、 するとともに、次の3課題について、他機関で開発された判

の共同試験等を実施すること 分析機関等との共同試験等を実施する 別技術の導入を行うことにより、調査研究の水準の向上を図

により調査及び研究の質の向 ことにより調査及び研究の質の向上を った。

上を図るとともに、他機関で 図るとともに、他機関で開発された判 ・畜産物の食品表示のための科学的分析法の妥当性確認

開発された判別技術の中で検 別技術の中で検査に活用できると考え ・DNA分析を使用した牛肉の雌雄判別法の検討

査に活用できると考えられる られるものについては積極的に技術導 ・うなぎ加工品の原料魚種判別法の開発

ものについては積極的に技術 入を図る。

導入を図り、検査に活用する。

○ 食品等の検査技術に関する技術開発 ○ 調査研究の実施に当たっては、次の取組を行うことにより、

の動向等を把握するため、調査研究に 食品等の検査技術に関する技術開発の動向等の把握に努め

係る試験研究機関の連絡会、各種学会 た。

等へ積極的に参加するほか、行政部局 ・ 食品等の検査技術に関するニーズ、技術開発の動向等

のニーズを把握するために農林水産省 を把握するため、学会誌、試験研究機関の研究報告書等

の各種会議に参加し、情報収集を行う。 から必要な情報を入手した。

・ 食品総合研究所及び中央水産研究所等の主催する試験

研究推進会議等に計15回参画し、また、各種学会に7回

参加し、学会発表を行うとともに情報収集を行った。

○ 農林物資の検査技術に関する調査研 ○ 年度途中で追加した3課題を含め、調査研究を次のとおり

究課題は20課題以上とし、そのうち中 25課題実施した。このうち中期目標に定められた3分野に関

期目標に示された次に掲げる3分野等の する課題は24課題（うち生鮮食品11課題、加工食品8課題、

偽装表示の監視・取締りのための検査 遺伝子組換え食品5課題）であり、全課題に占める割合を

技術の開発に関する課題が全課題に占 96.0％とした。

める割合を80％以上とする。

なお、年度途中で緊急に実施すべき

課題が発生した場合には、課題件数に

留意しつつ、必要に応じて実施する課

題の調整を行う。



- 87 -

ア 生鮮食品については、品種 ア 生鮮食品については、青果 ・ 生鮮食品については、青果物や魚 ア 生鮮食品については、次のとおり11課題実施した。

及び原産地の判別技術の開発 物や魚類等のうち外観から容 類等のうち外観から容易に判別がつ (ｱ) 無機分析によるサトイモの原産国判別法の開発

易に判別がつかないものにつ かないサトイモの原産地、マダコ等 〔共同研究〕

いて品種及び原産地の判別技 の種等の判別技術 【成果：サトイモの原産国判別マニュアル案を作成し、5

術の開発 試験室による共同試験を実施して精度・真度の確認及び

未知試料の産地の推定試験を行った。その結果、予測さ

れたとおりの精確さ及び判別能力であることが確認され

た。また、日本食品科学工学会において口頭発表を行っ

た。】（平成21年度終了）

(ｲ) 無機分析によるレンコンの原産国判別法の開発

【成果：レンコンについて、元素分析による原産国判別が

可能かどうか検討した。レンコンは節により、また同一

節内でも部位により含有する元素の量が大きく異なるこ

とや、水煮に加工すると不規則な濃度変化が見られるこ

とから、判別が困難であることがわかった。】（平成21年

度終了）

(ｳ) 無機分析による生シイタケの原産国判別法の開発

【成果：生シイタケの元素組成から、栽培方法、原産国を

判別する技術を開発するため、乾燥粉砕法を検討し、21

元素を測定する分析法の精度、真度を確認した。また、

試料収集を開始し、各栽培試料5件ずつを測定し、主成

分分析を行った結果、各栽培品ごとに群を形成する傾向

が認められ、各栽培品を分類できる可能性が示唆され

た。】（平成22年度継続）

(ｴ) X線を利用した照射食品検知法の妥当性確認〔共同研究〕

【成果：X線を用いた熱ルミネッセンスによる照射食品検

知法の妥当性確認のため試験室間共同試験を6試験室で

行い、妥当性を確認した。照射判定の正解率は、試験総

数が1材料当たり24回（6ラボ×4反復）と少ないが、陰

性試料、陽性試料とも100％であった。また、日本食品

衛生学会において口頭発表を行った。】（平成22年度継続）

(ｵ) 分析法開発及び品質管理における評価手法の検討＜微量

元素分析による生鮮野菜の産地判別法の精度の評価＞

【成果：元素分析技術開発の統一化・効率化や信頼性の更

なる向上のため、外部機関により定められた基準、また、
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当センターでこれまで開発された産地判別に関する分析

技術を参考に、当該技術の開発に係る精度管理基準（検

量線直線性、検出・定量限界、精度、真度、操作ブラン

ク値）を策定した。】（平成21年度終了）

(ｶ) 畜産物の食品表示のための科学的分析法の妥当性確認

〔共同研究〕

【成果：国産牛と豪州産牛の判別法については、神戸大学

が開発した判別法の試験条件を変更した判別法の試験指

示書を作成し、15試験室による試験室間共同試験を行っ

たところ、妥当性が確認された。また国産牛と米国産牛

の判別法については、同じく試験条件を変更してこれら

の有効性を検討し、試験条件の設定が終了した。】（平成

22年度継続）

(ｷ) DNA分析を使用した牛肉の雌雄判別法の検討〔共同研究〕

【成果：平成20年度に開発した判別法の試験指示書を作成

し、4試験室による事前運用試験を行ったところ、開発

した判別法に問題がないことを確認し、マニュアルを制

定した。】（平成21年度終了）

(ｸ) 無機分析による貝類の原産国判別法の開発〔共同研究〕

【成果：国産と外国産（韓国、中国、北朝鮮）のアサリの

元素分析を行い、約95％の確率で正しく判別できるモデ

ルを作成し、3試験室による事前運用試験を行ったとこ

ろ、判別法に問題がないことを確認し、判別マニュアル

を制定した。また、日本水産学会において口頭発表を行

った。シジミは、各産地合計119サンプルについて分析

を行った。】（平成22年度継続）

(ｹ) 魚介類の名称ガイドライン記載種を中心としたDNA解析

及び種判別法の検討＜国産マダコとアフリカ産マダコの判

別法の検討＞〔共同研究〕

【成果：国産マダコとアフリカ産マダコの判別法の試験指

示書を作成し、3試験室で各10試料のブラインド試料を用

いて事前運用試験を行った。その結果、すべての試験室で

判別が可能であったため、開発した判別法に問題がないこ

とを確認し、判別マニュアル（暫定版）を制定した。】（平

成21年度終了）
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(ｺ) 塩基配列決定法による魚種推定の検討〔共同研究〕

【成果：ミトコンドリアDNAチトクロムb遺伝子の部分配列

を決定する分析法について、魚類112種で分析が可能で

あることを確認し、その分析法を作業手順書（案）とし

て取りまとめた。】（平成22年度継続）

(ｻ) 全自動電気泳動装置を用いた分析の導入検討

【成果：サケ科魚類及びマグロ属魚類合計54試料を用い、

従来の電気泳動と比較を行ったところ、従来法に比べて

分離能が高く、短い塩基長の断片の検出が可能であるこ

とが明らかになったため、当該機器が使用できるように

全自動電気泳動装置用の判定基準を作成した。】（平成21

年度終了）

イ 加工食品については、原材 イ 加工食品については、消費 ・ 加工食品については、消費者の関 イ 加工食品については、次のとおり8課題実施した。

料表示の真正性、原材料の原 者の関心が高い品目を中心に 心が高い魚肉練り製品等の原材料表 (ｱ) 無機分析によるいりさや落花生の原産国判別法の開発

産地等の判別技術の開発 原材料表示の真正性、原材料 示の真正性、ウナギ加工品等の原料 〔共同研究〕

の原産地等の判別技術の開発 原産地等の判別技術 【成果：いりさや落花生の元素組成から、原産国を判別す

る技術を開発するため、国産落花生63件及び中国産落花

生26件を収集し、うち国産落花生17件及び中国産落花生

13件について25元素の元素分析を行った結果、Ba,Fe,Mn,

Sr,Ni,Rb,Mo及びCsの9元素でMg濃度比に有意な差が見ら

れ、産地判別の可能性が示唆された。】（平成22年度継続）

(ｲ) 超高感度エネルギー分散型蛍光X線分析装置を用いた乾

しいたけの産地判別のマニュアル化の検討

【成果：乾しいたけの原産地の違いを正分類率95％で判別

する判別関数を構築し、ファンダメンタルパラメータ法

を用いた超高感度エネルギー分散型蛍光X線分析装置の

乾しいたけの判別マニュアルの作成が可能となった。】

（平成22年度継続）

(ｳ) 安定同位体比による果実飲料中の異性化液糖の検出（対

象品目の拡張）

【成果：グレープフルーツ、うんしゅうみかん及びももに

ついて、複数の産地の果実を収集し、この搾汁中の糖分

の炭素安定同位体比をCEN ENV 12140の方法に準じて測

定した。測定結果について統計解析を行い、判別のため

の基準を設定した。果実飲料の検査対象品目を拡張する

ことが可能となった。】（平成21年度終了）
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(ｴ) 近赤外分光法によるそば粉と小麦粉の混合割合の推定法

の検討〔共同研究〕

【成果：市販品「干しソバ」のそば粉と小麦粉の混合割合

を、細棒状サンプル状態で近赤外スペクトルを測定する

手法を用いて推定する方法を検討した。副産物を含む及

び含まない「干しソバ」の検量線モデルを解析した結果、

予測標準誤差(SEP)が7.2であり、検量線の適合度を示す

検量線評価用試料の対象成分値の標準偏差のSEPに対す

る比率(RPD値)が3.3であることから，スクリ－ニングと

して利用ができることが判った。】（平成22年度継続）

(ｵ) 無機分析によるニホンウナギ加工品の原料原産地判別法

の妥当性確認

【成果：平成20年度に判別モデルを構築したことから3試

験室による事前運用試験を実施したところ、分析法に問

題がないことを確認し、判別マニュアルを制定した。ま

た、日本水産学会誌に論文発表を行った。】（平成22年度

継続）

(ｶ) 無機分析による湯通し塩蔵わかめの原料原産地判別法の

再検討

【成果：平成20年度に構築した判別モデルを新たに入手し

た試料を用いて検証したところ、新たなサンプルにも適

用できることを確認した。また、事前運用試験において

分析法に問題がないことを確認し、マニュアルを作成し

併せて日本水産学会において口頭発表を行った。】（平成

21年度終了）

(ｷ) うなぎ加工品の原料魚種判別法の開発〔共同研究〕

【成果：うなぎ加工品の原料魚種判別法の試験指示書を作

成し、3試験室で各8点のブラインド試料を用い、事前運

用試験を行ったところ、すべての試験室で判別可能であ

ったため、開発した判別法に問題がないことを確認し、

判別マニュアル（暫定版）を制定した。さらに、共同研

究機関との協議・修正を行い、判別マニュアルを制定し、

ホームページにおいて公開した。】（平成21年度終了）

(ｸ) 加工食品の原料魚種判別～練り製品の原料魚種～

〔共同研究〕
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【成果：イトヨリダイ特異的プライマー、魚類DNA検出プ

ライマーを設計し、イトヨリダイ属3種を含む48魚種に

ついて確認を行った。イトヨリダイは20種程度存在して

いるが3種のみ入手できているだけであり、市販品の分

析結果からその他のイトヨリダイが使われた場合、特異

的プライマーを用いても検出できるか不明なため、本分

析法が直ちに市販品調査に適用できないことが判明し

た。】（平成21年度終了）

ウ 遺伝子組換え食品について ウ 遺伝子組換え食品について ・ 遺伝子組換え食品については、判 ウ 遺伝子組換え食品については、次のとおり5課題実施した。

は、遺伝子組換え原材料の定 は、新たに遺伝子組換えに係 別技術が確立されていないGMトウモ (ｱ) 農作物からの遺伝子組換え体の定性分析技術の確立＜GM

性及び定量分析技術の開発 る表示が義務付けられた食品 ロコシの定性分析技術の確立 トウモロコシの定性分析法＞

等、判別技術が確立されてい 【成果：GMトウモロコシ定性分析法について、15試験室に

ないものを中心に遺伝子組換 よる試験室間共同試験を実施し、定性方法の各種精度指

え原材料の定性及び定量分析 標を算出したところ、検知下限はMON810,P35S,Bt11で

技術の開発 0.2％、GA21で0.1％であることが明らかとなり、本分析

法の妥当性が確認された。】（平成21年度終了）

(ｲ) 農作物からの遺伝子組換え体の定量分析技術の確立

＜GMトウモロコシMIR604系統の定量分析法＞

【成果：GMトウモロコシMIR604系統の定量分析法について

試験室間共同試験を実施するため、試験室間共同試験用

の実験手順書を作成した。また、試験室間共同試験用ブ

ラインド試料作製のため、純度検定（コンタミチェック、

F1判定）に合格したnon-GM種子、及びMIR604種子粉砕物

を必要量確保した。 】（平成22年度継続）

(ｳ) 農作物からの遺伝子組換え体の定性技術

＜表示対象トウモロコシ加工食品からのDNA抽出法の検討＞

【成果：2種の抽出法で市販の表示対象トウモロコシ加工

食品25商品からDNAを抽出し、トウモロコシ内在性遺伝

子SSIIbについてPCRを実施し、電気泳動でSSIIbの増幅

に差があるか比較した。その結果、2種の抽出法の間で、

PCRの結果にほとんど差は見られなかった。】（平成21年

度終了）

(ｴ) 農産物からの遺伝子組換え体の検知技術の開発

＜新規承認遺伝子組換え農産物の検知技術＞

【成果：試験室間共同試験を実施するにはあらかじめ定量

下限を見積もる必要があるためMIR604の定量下限確認試
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験を行った。その結果、0.2％試料では20コピー(検量線

の下限)を下回る試料があったが、0.3％試料では全試料

で20コピーを上回り、試験室間共同試験用試料の最低濃

度は0.3％程度が適当であることが明らかとなった。】（平

成21年度終了）

(ｵ) パパイヤ加工品中のDNAの検出（農林水産省からの依頼）

【成果：パパイヤ加工品からDNAを抽出し、PCRを実施して

パパイヤ内在性遺伝子Papainの検出可能性を検討するた

め、パパイヤ加工品20点及び消費者庁経由でハワイ産パ

パイヤピューレを入手して調査した。その結果、一部パ

パイヤ加工品では、内在性遺伝子の増幅が認められたが、

ほとんどのものはDNAの抽出自体が困難で内在性遺伝子

の検知も難しいと考えられた。これらの結果を取りまと

めて農林水産省に報告書を提出した。】（平成21年度終了）

エ 重点3分野以外の調査研究を、次のとおり1課題実施した。

(ｱ) 黒糖と加工黒糖の判別可能性の確認(農林水産省からの

依頼）

【成果：黒糖及び加工黒糖の還元糖、灰分、有機酸、抗酸

化活性、しょ糖及び元素組成を測定し、これらの結果を

用いて統計処理を行い線形判別分析法に基づく判別関数

を構築した。これらの結果を取りまとめて農林水産省に

報告書を提出した。】（平成21年度終了）

また、課題の選定に当たっ また、課題の選定・評価に ○ 必要性の高い調査研究課題の選定、 ○ 外部の有識者を含む食品関係調査研究総合評価委員会を平

ては、外部の有識者からの客 当たっては、外部有識者から 実施方法及び成果について適正な点検 成22年3月に開催し、平成21年度調査研究成果の評価を行う

観的な意見を踏まえて決定す の客観的な意見を踏まえて行 ・評価を行い、その結果を業務運営に とともに、平成22年度の調査研究課題として、「安定同位体

る。 い、毎事業年度20課題以上実 反映させるため、外部の有識者を含め 比分析による牛肉の産地判別法の検討」、「イソマルトース分

施する。 た調査研究総合評価委員会を開催する。 析による果実飲料への異性化液糖の検出法の検討」等21課題

また、適切な進行管理を行うととも を選定した。

に、調査研究推進委員会（食品等）に また、本部において食品関係調査研究推進委員会を2回開

おける内部評価を踏まえ計画変更の指 催し、平成21年度における調査研究の課題追加について検討

示等を効率的に行う。 する等、調査研究の進行管理及び課題追加の指示等を行った。

② 調査研究の成果について ② 調査研究の成果については、 ② 調査研究の成果を積極的に公表する ② 次に掲げる措置を講ずることにより、調査研究の成果を積

は、公開発表会を毎事業年度 毎事業年度1回以上の公開発表 ため、次に掲げる措置を講ずる。 極的に公表した。

1回以上実施するとともに、 会を開催するとともに、調査

検査・分析業務等に迅速に活 研究報告書、インターネット ○ 調査研究報告書を作成し、関係機関 ○ 平成20年度の調査研究の成果について「食品関係等調査研

用する。 等により広く一般に公開する。 へ配布するとともに、インターネット 究報告第33号」を作成し、公表するとともに、調査研究結果
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等により広く一般に公表する。 の概要をホームページに掲載した。

また、公開発表会を開催する。 また、食品、肥飼料及び農薬の各分野の研究成果について

公開調査研究発表会を平成21年11月に開催し、「無機分析に

よるカボチャの原産国判別法の開発」、「無機分析によるうな

ぎ加工品の原料原産地判別法の開発」等7課題について発表

した。（外部からの参加者29名）

また、調査研究の成果につ ○ 調査研究の成果を検査分析等業務に ○ 調査研究の成果を検査分析等業務に迅速に活用するため、

いては、検査・分析のための 迅速に活用するため、検査・分析マニ 7種類の検査・分析マニュアルを作成し、このうち「うなぎ

マニュアルに反映し、検査・ ュアルの作成等を行う。 加工品の原料魚種判別マニュアル（ジャポニカ種及びアンギ

分析業務等に迅速に活用する。 ラ種）」についてはホームページに掲載した。

(7) 依頼検査 (7) 依頼検査 (6) 依頼検査 (6) 依頼検査

製造業者等から依頼された 製造業者等から依頼された 製造業者等から依頼された農林物資 依頼検査に関する基準文書の見直しを行った。なお、製造

農林物資の品質、成分等に関 農林物資の検査を適切に行う の検査を適切に行うため、依頼検査に 業者等からの依頼に基づく検査はなかった。

する検査を適切に行う。 ため、依頼検査に関する基準 関する基準文書について、必要に応じ

文書を作成するとともに、依 て見直しを行う。

頼者の機密保持を図るため検 また、依頼者の機密保持を図るため

査結果の厳正な管理を行う。 検査結果の厳正な管理を行う。

(8) 緊急時の要請に関する業務 (8) 緊急時の要請に関する業務 (7) 緊急時の要請に関する業務 (7) 緊急時の要請に関する業務

農林水産大臣から独立行政 独立行政法人農林水産消費 農林水産大臣から独立行政法人農林 次に掲げる措置を講ずることにより、農林水産大臣から独

法人農林水産消費安全技術セ 安全技術センター法（平成11 水産消費安全技術センター法（平成11 立行政法人農林水産消費安全技術センター法第12条の規定に

ンター法（平成11年法律第 年法律第183号）第12条の規定 年法律第183号）第12条の規定に基づき 基づき、調査、分析又は検査を緊急に実施するよう要請のあ

183号）第12条の規定に基づ に基づく緊急時の調査等につ 調査、分析又は検査を緊急に実施する ったときに、迅速かつ的確に対応する体制を整備した。

き調査、分析又は検査を緊急 いては、農林水産大臣からの よう農林水産大臣から要請があったと

に実施するよう要請があった 要請に従い、機動的かつ柔軟 きに、迅速かつ的確に対応することが

ときは、機動的かつ柔軟な組 な組織体制をとるなど、最優 できるよう、次に掲げる措置を講ずる。

織体制をとるなど、最優先で 先で迅速かつ的確に実施し、

組織的に取り組み、必要な調 その結果を速やかに農林水産 ○ 調査研究結果及び緊急時に活用する ○ 要請が想定される事案ごとに研究論文及び分析方法等を整

査、分析又は検査の迅速かつ 大臣に報告する。 可能性の高い研究論文等を整理し、必 理し、また、外部からの提供情報を含め、日々入手した情報

正確な実施に努めるととも 必要な分析方法、データを 要に応じた分析方法、データを効率的 の蓄積と整理を引き続き行い、情報管理体制の充実に努めた。

に、その結果について農林水 効率よく検索できるよう、調 に検索できる情報管理体制を維持する また、想定される要因及びその内容別分類ごとに専門的知

産大臣に迅速に報告する。 査研究結果や研究論文等の情 とともに、緊急要請に迅速に対応でき 見を有する職員及び機器を登録した名簿を見直し、更新した。

報を収集し、体系的に整理す るよう要請が想定される事案について

る。 それぞれの専門家を登録し、必要に応

じて見直す。
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○ 農林水産大臣から要請があった場合 ○ 平成21年度については、独立行政法人農林水産消費安全技

には、プロジェクトチームを設置する 術センター法第12条の規定に基づく農林水産大臣からの緊急

等により、他の業務に優先して要請さ 時の調査、分析又は検査の要請はなかった。

れた調査、分析又は検査の迅速かつ正

確な実施に努めるとともに、調査結果

を速やかに報告する。

４ リスク管理に資するための ４ リスク管理に資するための有 ４ リスク管理に資するための有害物質の ４ リスク管理に資するための有害物質の分析業務

有害物質の分析業務 害物質の分析業務 分析業務

農林水産省が行う科学的知 (1) 農林水産省が行うリスク管 (1) 農林水産省が行う食品の安全性に関 (1) 農林水産省が行う食品の安全性に関するリスク管理のため

見に基づく食品安全行政に資 理に資するための有害物質の するリスク管理について、その的確な の有害化学物質の分析に当たっては、次に掲げる措置を講ず

するため、食品等に含まれる 分析については、農林水産省 実施に資するため、有害化学物質の分 ることにより、的確な実施に努めた。

有害物質の分析を実施するも が策定する「サーベイランス 析に当たっては、次に掲げる措置を講

のとする。 ・モニタリング計画」に含ま ずる。

その実施に当たっては、農 れる有害化学物質・品目につ ○ 農林水産省が策定する「サーベイラ ○ 農林水産省が策定する「サーベイランス・モニタリング年

林水産省が策定する「サーベ いての実態調査を優先的に実 ンス・モニタリング計画」に含まれる 次計画」に含まれる有害化学物質・品目についての実態調査

イランス・モニタリング計画」 施する。 有害化学物質・品目についての実態調 を優先的に実施した。

に含まれる有害化学物質・品 査を優先的に実施する。 〔農産物〕

目についての実態調査を実施 ・残留農薬 1,422検体

する際には、評価・公表ガイ ・かび毒（注1） 440検体

ドラインに従って迅速かつ的 注1：デオキシニバレノール（DON）、ニバレノール及び

確に行い、その結果を農林水 ゼアラレノン

産省に報告する。 〔飼料〕

・かび毒（注2） 1,178検体

・有害金属（注3） 641検体

・残留農薬 580検体

・ダイオキシン類 30検体

注2：オクラトキシンA、アフラトキシン類、ゼアラレノ

ン及びDON

注3：カドミウム、総ヒ素、水銀及び鉛

○ 新たに顕在化したリスクに機動的に ○ 新たに顕在化したリスクで、センターが対応すべき事案は

対応し得るよう、必要に応じて対象有 なかった。

害化学物質及び実施検体数の調整を図

るものとする。

その際、肥料、農薬、飼料 (2) その際、検査等業務に従事 (2) 次の①～④に掲げる課題など比較的 (2) 農薬が残留するおそれの高い作物について、次のとおり有

及び飼料添加物並びに土壌改 する職員から成るプロジェク リスクが高いおそれのある農産物等に 害物質の分析を行うことにより、生産現場等におけるリスク

良資材の検査等業務と連携・ トチームを毎事業年度設置し、 ついて、1テーマ以上を設定して次によ 低減策の支援等に寄与した。

調整を図るとともに、当該業 それぞれの情報や知見の活用、 り有害物質の分析を行う。
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務を通じて蓄積された知見等 テーマの検討等を行うことに ○ 検査等業務に従事する職員からなる ○ 平成19、20年度のプロジェクトチームで実施した前作の作

を活用し、生産現場等におけ より、肥料、農薬、飼料及び プロジェクトチームを設置し、検査等 物に使用した農薬の残留農薬分析について、作物残留に係る

るリスク低減対策の支援等に 飼料添加物並びに土壌改良資 業務を行う各部門が有するデータを活 リスク低減に資するためにさらにデータを蓄積することが必

資するよう、これらの資材の 材の検査等業務と連携・調整 用して分析対象や分析方法等の選定を 要なことから、引き続き食品検査業務及び農薬検査業務に従

特性や使用実態等を踏まえつ を図るとともに、当該業務を 行う。 事する職員からなる「前作に使用された農薬の作物残留分析

つ、農林水産省が策定する「サ 通じて蓄積された知見等を活 等プロジェクトチーム」を設置し、検査等業務を行う各部門

ーベイランス・モニタリング 用し、生産現場等におけるリ が有するデータを活用して、分析対象や分析方法等を選定し

計画」の下で分析対象を選定 スク低減対策の支援等に資す た。

するなど、中期目標期間中に るよう、これらの資材の特性 ○ 肥料、農薬、飼料、及び飼料添加物

4件以上の課題についてテーマ や使用実態等を踏まえつつ、 並びに土壌改良資材の検査等業務と連 ○ 生産現場におけるリスク低減対策の支援に資するよう、上

を設定するとともに、その結 農林水産省が策定する「サー 携・調整を図るとともに、当該業務を 記プロジェクトチームにおいて前作の農作物に使用した農薬

果について取りまとめる。 ベイランス・モニタリング計 通じて蓄積された知見等を活用し、生 の残留状況について調査を行うため、農林水産省が策定した

画」の下で分析対象を選定す 産現場等におけるリスク低減対策の支 「平成21年度食品の安全性に関する有害物質のサーベイラン

る。 援等に資するよう、これらの資材の特 ス・モニタリング年次計画」に基づく国産野菜の残留農薬分

具体的には、肥料、農薬、 性や使用実態等を踏まえつつ、農林水 析の実施に当たっては、通常の検査に加え、農薬検査部門が

飼料及び飼料添加物並びに土 産省が策定する「サーベイランス・モ 有する土壌半減期の長い農薬等に関する知見を活用して選定

壌改良資材の検査等業務の有 ニタリング計画」に基づき実施するも した分析対象農薬を、食品検査部門において効率的かつ効果

する生産資材の特性や使用実 のとする。 的に85検体分析した。また、果実の部位別の残留状況につい

態等の情報を活用しつつ、 ① 農薬が残留するおそれの高い作物 ても調査を行い、40検体の分析を実施した。

① 農薬が残留するおそれの ② 汚泥肥料の施用等により有害重金

高い作物 属を含むおそれのある作物

② 汚泥肥料の施用等により ③ カビ毒の含有のリスクが高い作物

有害重金属を含むおそれの ④ 上記に掲げるもののほか、生産現

ある作物 場等におけるリスク低減対策の観点

③ カビ毒の発生する可能性 から必要な課題

の高い地域の作物

④ 上記に掲げるもののほか、

生産現場等におけるリスク

低減対策の観点から必要な

課題

等、4件以上の課題について、

中期目標期間中にテーマを設

定して実施する。

(3) 有害物質の分析の実施に当 (3) 有害物質の分析の実施に当たっては、 (3) 有害物質の分析の実施に当たっては、農林水産省が定めて

たっては、評価・公表ガイド 農林水産省が定めている評価・公表ガ いる評価・公表ガイドラインの要件に従って迅速かつ的確に

ラインに従って迅速かつ的確 イドラインの要件に従って迅速かつ的 実施し、その結果を農林水産大臣に報告した。

に行い、その結果を農林水産 確に実施し、その結果を農林水産省に

省に報告する。 報告する。
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さらに、分析結果の信頼性 (4) 分析結果の信頼性を客観的 (4) 分析結果の信頼性を客観的に保証す (4) 分析結果の信頼性を客観的に保証するため、次に掲げる取

を客観的に保証することがで に保証するため、精度管理、 るため、ISO/IEC17025及びGLPの考え方 組を行った。

きるシステムを確立するもの 分析法の妥当性の確認等を的 に基づく精度管理、国際的プロトコル

とする。 確に実施する。 の考え方に基づく分析法の妥当性の確 ○ 内部精度管理として、分析の都度、添加回収試験等を行う

認等を的確に実施する。 ことにより分析の精確さを管理するとともに、外部精度管理

として、分析担当者に対して担当試験に係る外部技能試験に

1回以上参加させた。

また、これまで個別試験法で分析していた一部の農薬につ

いて、厚生労働省が通知している一斉試験法で分析すること

が可能かどうか、共同試験により検証を行い、その妥当性に

ついて確認した。

また、当該業務に従事する また、当該業務に従事する要員の資 ○ 「リスク管理分析担当者資格認定マニュアル」において当

要員の資格要件を定め、必要 格要件を定め、分析機器の操作等の分 該業務に従事する要員の資格要件を定めるとともに、分析技

な教育及び訓練を行う。 析技術に関する教育及び訓練を行う。 術及び分析試験業務の品質管理・品質保証に関する教育訓練

を実施した。

５ カルタヘナ担保法関係業務 ５ カルタヘナ担保法関係業務 ５ カルタヘナ担保法関係業務 ５ カルタヘナ担保法関係業務

遺伝子組換え生物等の使用 遺伝子組換え生物等の使用等 遺伝子組換え生物等の使用等の規制に 次に掲げる措置を講ずることにより、遺伝子組換え生物等

等の規制による生物の多様性 の規制による生物の多様性の確 よる生物の多様性の確保に関する法律 の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平

の確保に関する法律（平成15 保に関する法律（平成15年法律 （平成15年法律第97号。以下「カルタヘ 成15年法律第97号。以下「カルタヘナ担保法」という。）第32

年法律第97号）第32条第1項の 第97号）第32条第1項の規定に ナ担保法」という。）第32条第1項の規定 条の規定に基づき、同条第2項の農林水産大臣の指示に従い、

規定に基づき、同条第2項の農 基づき、同条第2項の農林水産 に基づき、同条第2項の農林水産大臣の 立入り、質問、検査及び収去を的確に実施する体制を整備し

林水産大臣の指示に従い、立 大臣の指示に従い、立入り、質 指示に従い、立入り、質問、検査及び収 た。

入り、質問、検査及び収去を 問、検査及び収去を的確に実施 去を的確に実施するため、次に掲げる措

的確に実施し、その結果を速 し、その結果を速やかに農林水 置を講ずる。

やかに農林水産大臣に報告す 産大臣に報告する。 また、立入り、質問、検査及び収去を なお、農林水産大臣から立入り、質問、検査及び収去の指

る。 実施した場合には、その結果を速やかに 示はなかった。

農林水産大臣に報告する。

○ 立入検査等を行うための規程等を必要 ○ 立入検査等を行うための規程類について見直し、所要の改

に応じて見直す。 正を行った。

○ 農林水産大臣からカルタヘナ担保法第 ○ 農林水産大臣からカルタヘナ担保法第31条第1項の規定に基

31条第1項の規定に基づき収去した遺伝 づき収去した遺伝子組換え生物等の検査の依頼はなかった。

子組換え生物等の検査の依頼があった場

合は適切に実施する。

６ 国際協力業務 ６ 国際協力業務 ６ 国際協力業務 ６ 国際協力業務
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可能な範囲において、研修 可能な範囲において、センタ 農林水産省、独立行政法人国際協力機 国際協力機構（JICA）等からの国際技術協力等の要請を踏

生の受入れ、海外への専門家 ーの技術力を活用した専門家の 構等の関係機関からの国際技術協力等の まえ、次の取組を行った。

の派遣等の国際協力を行う。 海外派遣及び海外からの研修生 要請については、可能な範囲において、

の受入れを行う。 開発途上国等からの技術支援要請に対応 ○ JICA及び国際獣疫事務局（OIE）等から技術協力専門家の派

するため、国内活動及び専門家の海外派 遣要請があり、役職員を8回（8名）派遣した。

遣を行うとともに、海外からの研修員の

受入れを行う。 ○ JICA等からの要請により海外からの研修員を受入れ、JAS制

また、必要に応じて独立行政法人国際 度、日本の農薬登録制度及び飼料安全制度、食品及び飼料等

協力機構の主催する研修等に職員を派遣 の分析技術等に関する研修を8回（延べ17か国、53名）実施し

する。 た。

また、平成21年5月にこれまでの家畜飼料・飼料添加物の検

査実績と高い分析能力が認められ、OIEから「飼料の安全と分

析分野」で世界で唯一のコラボレーティング・センターに指

定された。

第４ 財務内容の改善に関する 第３ 予算（人件費の見積りを含 第３ 予算（人件費の見積もりを含む。）、 第３ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計

事項 む。）、収支計画及び資金計画 収支計画及び資金計画 画

適切な業務運営を行うこ 本事業年度の予算（人件費の見積もり 財務諸表等を参照のこと。

とにより、収支の均衡を図 を含む。）、収支計画及び資金計画は、別 ○ 平成21年度においても予算の執行を適切に行い、平成20年

る。 表１、２及び３に定めるとおりとする。 度に引き続き、業務経費、一般管理費の削減に取り組んだ。

なお、平成21年度における運営費交付金の執行率は85.2％

であった。この理由は、予算額と比べて退職手当の支給額が

減少したこと等により人件費に残額を生じたこと並びに経費

の節減及び大阪・岡山事務所の原状回復工事、小樽事務所の

移転に伴う運送業務の入札において落札価格が当初の見込額

を大幅に下回ったこと等である。未執行額に相当する運営費

交付金債務については、平成22年度に繰り越すこととしてい

る。

○ 年度当初及び年度途中において必要に応じた予算配付を行

うことにより、適切かつ効果的な資金配分を行った。

また、自己収入（JAS法に 自己収入（JAS法に基づく格 また、平成18年度予算を基準として、 ○ 自己収入（飼料安全法に基づく特定飼料の検定業務に係る

基づく格付業務及び飼料安 付業務及び飼料安全法に基づく 3％以上の自己収入（JAS法に基づく格付 収入等を除く。）について、講師派遣の要請に積極的に対応す

全法に基づく特定飼料の検 特定飼料の検定業務に係る収入 業務及び飼料安全法に基づく特定飼料の る等の自己収入の増額のための取組を行った結果、平成21年

定業務に係る収入等を除 等を除く。）を平成18年度予算 検定業務に係る収入等を除く。）の増額 度予算額を上回る自己収入（6,426千円）を得た。

く。）の増額を図る。 を基準として、毎事業年度1％ を図るための取組を行う。 なお、センターは運営費交付金を主な財源として運営して

以上の増額を図る。 おり、これによっては利益は生じない。この他、検査・検定

手数料、講習事業収入等により当期利益が生じているが、こ
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れは通常の業務範囲内での利益計上である。このため、中期

目標期間終了後、運営費交付金残額と合わせた利益金は、国

庫に返納することとしており、特に目的積立金として申請し

ていない。

更に予算の執行に当たっては、物品購 ○ 予算の執行に当たっては、平成19年度に策定した「随意契

入、役務等に係る契約について、真にや 約見直し計画」に基づき、契約を締結した141件のうち明らか

むを得ないものを除き原則として一般競 に競争の余地のない17件を除き、原則として一般競争入札等

争入札等によるものとし、随意契約の適 による契約とした。また、随意契約とせざるを得なかった案

正化を推進する観点からセンターが策定 件については、個別に本部の職員からなる契約審査委員会に

した「随意契約見直し計画」に基づく取 諮って審査した。

組を着実に実施するとともに、その取組 なお、契約状況等については、ホームページで国と同様に

状況を公表することにより業務運営の一 公表した。

層の適正化を図る。

○ この他、予算の執行に当たっては次に掲げる取組を行い、

業務運営の一層の適正化に努めた。

平成21年11月30日、競争性のない随意契約の見直しを更に

徹底するとともに、一般競争入札等についても真に競争性が

確保されているか、点検、見直しを行うため、監事及び第三

者から推薦を受け農林水産大臣が了承した外部有識者からな

る契約監視委員会を設置し､以下について審議を行った｡

平成22年2月5日開催された､第1回の契約監視委員会におい

ては､委員長の選任後、契約状況の点検・見直しに案件として、

①平成20年度に締結した競争性のない随意契約(17件)及び一

者応札･一者応募となった契約(54件)､②平成20年度末時点で

継続している平成19年度以前に締結された複数年契約（2件）、

③ 平成21年度末までに契約が予定されている調達等案件(13

件)を審議した｡

さらに､平成21年度上半期の物品調達等に係る一般競争契約

について実質的な競争性が確保されているか審議を行った。

平成22年2月25日開催された第2回の契約監視委員会におい

ては、第1回で開催された上記①～③についての契約状況の点

検・見直しに基づく契約監視委員会からの指摘事項及び平成

21年度上半期の物品調達等に係る一般競争の実質的な競争性

の確保に関する案件(3件)について審議を行った｡

さらに､契約監視委員会からの指摘事項に対する法人の具体

的取組についての審議や平成21年度末までに契約が予定され

ている調達等案件(4件)の追加分について審議を行った。

なお、契約監視委員会の審議概要については、ホームペー
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ジで公表した。

・ 工事等については、業界紙に調達情報を掲載して公告媒

体の拡充を図り、応札者の増大に努めた。

・ 調査研究関係の委託事業については、公募型企画競争を

実施した。なお、契約事務取扱規程の見直しを行い、「公共

調達の適正化について」（平成18年8月25日付け財計第2017

号）に基づき、試験、研究、調査又はシステムの開発及び

運用等を委託する場合は、契約書に記載しなければならな

い事項として再委託の制限を規定した。

・ 入札手続き等の透明性を確保する観点から、工事及び測

量・建設コンサルタント等業務に係る入札等については、

外部有識者から成る入札監視委員会において審議し、入札

等が適正に行われたことを確認するとともに、その審議結

果をホームページで公表した。

・ 予算の効率的・効果的な執行を確保するため、支出にお

ける無駄を点検して具体的な目標を設定し、役職員の意識

改革を促進する取組み等を行った。

１ 予算 〔略〕 別表１ 予算 〔略〕

２ 収支計画〔略〕 別表２ 収支計画〔略〕

３ 資金計画〔略〕 別表３ 資金計画〔略〕

第４ 短期借入金の限度額 第４ 短期借入金の限度額 第４ 短期借入金の限度額

平成18年度 ：7億円 平成21年度 ：13億円 運営費交付金の受入れの遅延等の短期借入を行う事態は生

平成19年度～平成22年度 じなかった。

：13億円

（想定される理由） （想定される理由）

運営費交付金の受入れが遅延 運営費交付金の受入れが遅延

公務災害及び通勤災害が発生 公務災害及び通勤災害が発生した場合

した場合の災害補償費の借入れ の災害補償費の借入れ

神戸センターの移転・新築の

際、現庁舎の跡地の売却収入が

発生するまでの間、一時的に資

金が不足した場合に業務活動に
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充当する経費及び移転・新築等

に係る経費の借入れ

第５ 重要な財産を譲渡し、又は 第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供 第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、

担保に供しようとするときは、 しようとするときは、その計画 その計画

その計画

神戸センターの移転・新築に なし ○ 重要な財産を譲渡及び担保に供する事案はなかった。

伴い不要となる現庁舎及び土地

については処分する。その際、

①庁舎の解体・撤去を行った上

で土地を売却する、②庁舎の解

体・撤去を行わず、庁舎と一体

で土地を売却する、のいずれか

の方法によるものとし、より有

利な売却を図ることができるよ

う、十分に検討を行う。なお、

現庁舎等を処分したことによる

当該売却収入については、移転

新築費用の一部に充当する。

土地：兵庫県神戸市中央区小野

浜町1-4（面積:7,292.12m ）２

建物：

旧館

昭和2年築、RC-4-1造

延べ床面積4,401.18m２

新館

昭和6年築、SRC-4-1造

延べ床面積11,623.26m２

（注）土地の面積、建物の延べ床

面積については、独立行政法

人への移行時に国から出資さ

れた面積を記載

なお、第４に記述したとおり、 なお、センターが所有する重要な資産として、庁舎及びそ

当該売却収入が発生するまでの の敷地3箇所、ほ場2箇所、計5箇所を所有しているが、庁舎に

間、一時的に資金が不足した場 ついては、センターが実施するすべての検査等業務に、ほ場

合には、短期借入れを実施する については、肥料の公定規格の改正等に資する調査研究業務

こととし、当該短期借入れの担 に使用している。

保として現庁舎の土地及び建物 これらの資産は、引き続き事務・事業に必要な資産であり、

を供する。 遊休資産にはなっていない。

調査研究等を通じて取得した又は出願中の特許等は他の研
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究機関等と共同して出願したものを含め「動物由来のDNA検出

用プライマー」、「生糸のずる節検出方法及び装置」等の6件で

あり、食品や生産資材等の検査に係る分析方法に関するもの

であった。このうち、「動物由来DNA検出用プライマー」等の3

件について、実施許諾を行った。また、平成21年6月のTLO法

施行令の改正に伴い、センターが新たに試験研究独立行政法

人に指定されたことから、技術移転機関である(社)農林水産

技術情報協会と契約し、特許の更なる活用に努めた。

また、取得後の特許については、総務部門において適正に

管理した。出願の是非については、理事長及び役職員で構成

する職務発明審査会において実施許諾の可能性、特許取得の

必要性を踏まえた審査を行うこととしている。なお、実用新

案等の知的財産権は保有していない。

第６ 剰余金の使途 第６ 剰余金の使途 第６ 剰余金の使途

検査検定業務に係る業務運営 検査検定業務に係る業務運営の効率化 剰余金を使用する事案はなかった。

の効率化及び業務の質の向上を 及び業務の質の向上を図るための分析機 なお、利益剰余金（82,390千円）は生じているが、これは、

図るための分析機器の購入の経 器の購入の経費に充当する。 平成21年度における検査・検定手数料、講習事業収入等の他、

費に充当する。 前中期目標期間繰越積立金（自己収入取得資産の減価償却費

に充当したものの残額）及び積立金（平成20年度までの本中

期目標期間中に生じた、検査・検定手数料、講習事業収入等

による利益を積み立てたもの)によるものである。

第５ その他業務運営に関する 第７ その他主務省令で定める業 第７ その他主務省令で定める業務運営に 第７ その他主務省令で定める業務運営に関する事項

事項 務運営に関する事項 関する事項

１ 施設及び設備に関する計画 １ 施設及び設備に関する計画 １ 施設及び設備に関する計画

業務の適切な実施を確保する 業務の適切かつ効率的な実施を確保す 本部の特殊ガス警報装置改修工事、スクラバー等改修工事

なし ため、老朽化が著しく耐震上問 るため、業務実施上の必要性及び既存の 及び名古屋センタードラフトチャンバー等改修工事を実施し

題のある神戸センターの現庁舎 施設・設備の老朽化等に伴う施設及び設 た。

について、移転・新築すること 備の整備・改修等を計画的に行う。 さらに平成20年度補正予算により措置された本部の愛がん

とし、併せて新築時に大阪及び 動物用飼料検査施設設備工事を実施した。

岡山の両事務所の業務を移管

し、これらの事務所を廃止する。 所 名 整 備 内 容

また、業務実施上の必要性及 本 部 特殊ガス警報装置改修工事

び既存の施設・設備の老朽化等 本 部 スクラバー等改修工事

に伴う施設及び設備の整備・改 名古屋 ドラフトチャンバー等改修工事

修等を計画的に行う。

平成18年度

施設、設備に関する計画
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（単位：百万円）

施設・設備の内容 予 定 財源

額

検査設備改修、スクラ 100 施設整備

バー改修 費補助金

ドラフトチャンバー等 （36） 施設整備

改修 費補助金

ＲＩ実験棟改修 〈11〉 運営費交

付金

（注）（ ）内は、旧肥飼検の額である。

〈 〉内は、旧農薬検の額である。

平成19年度～平成22年度

施設、設備に関する計画

（単位：百万円）

年度 施設・設備の内容 予 定 財源

別 額

19 検査施設の整備 2,114 施設整備

検査設備の整備 ±δ 費補助金

その他業務運営上 及び売却

｜ 必要な施設・設備 収入

の整備及び改修

上記のうち

（神戸センター新 (1,59 （施設整

庁舎建設） 8) 備費補助

22 金及び売

却収入）

19～22年度計 2,114

±δ

［注記］

1 δ：老朽化度合等を勘案して、各事業年

度増減する施設、設備の整備等に

要する経費

2 平成19年度～平成22年度予定額のうち神

戸センター新庁舎建設に係る経費を除く

予定額516百万円については、平成18年度

予算額（旧肥飼検の施設整備費補助金及

び旧農薬検の運営費交付金として予算措

置された施設整備に要する経費を含む額
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とした。）を毎事業年度一定割合を削減す

るものとして、4か年分の合計額とした。

２ 職員の人事に関する計画（人 ２ 職員の人事に関する計画（人員及び ２ 職員の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関す

員及び人件費の効率化に関する 人件費の効率化に関する目標を含む。） る目標を含む。）

目標を含む。）

(1) 方針 (1) 方針 (1) 方針

業務の適切かつ効率的な実 業務の適切かつ効率的な実施を確保 食品、肥飼料、農薬の各検査等業務間の人事交流に努める

施を確保するため、食品、肥 するため、食品、肥飼料、農薬の各検 とともに、次のとおり共通部門である一般管理、企画調整、

飼料、農薬の各検査等業務間 査等業務間の人事交流に努めるととも 情報提供の各業務に適正な人員配置を行うことにより、業務

の人事交流に努めるとともに、 に、共通部門である一般管理、企画調 の適切かつ効率的な実施の確保に努めた。

共通部門である一般管理、企 整、情報提供の各業務に適正な人員配

画調整、情報提供の各業務に 置を行う。 ○ 地方組織の一般管理部門（総務課、会計課）は各地域セン

適正な人員配置を行う。 ターのみに設置し、本部横浜事務所及び各地域センターの事

務所には設置せず、一般管理部門の合理化を図った。

○ 引き続き企画調整部門をさいたま本部の企画調整部に一元

化し、合理化を図った。

○ 肥飼料、農薬等の生産資材や食品等に関する情報を消費者、

生産者、事業者等へ一元的に提供できるよう、各部門の担当

者を情報提供部門に配置し、情報提供体制の整備を行った。

(2) 人員に関する指標 (2) 人員に関する指標 (2) 人員に関する指標

簡素で効率的な政府を実現 業務の効率化を図り、人員を削減す 業務の効率化を図り、人員を平成18年1月1日時点（注）の

するための行政改革の推進に ることにより、人件費（退職金及び福 常勤職員722名から667名（平成22年1月1日時点）と55名削減

関する法律に基づき、平成18 利厚生費（法定福利費及び法定外福利 することにより、平成17年度決算額を基準として人件費（退

年度以降の5年間において、セ 費）並びに非常勤職員給与及び人事院 職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）並びに

ンター全体の人件費（退職金 勧告を踏まえた給与改定部分を除く。） 非常勤職員給与及び人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除

及び福利厚生費（法定福利費 について、平成17年度決算額を基準と く。）を7.4％削減した。

及び法定外福利費）並びに非 して4％以上の削減を行うとともに、第

常勤役職員給与及び人事院勧 １の１(5)の6％相当額の抑制を行うに 注：独立行政法人通則法第60条の規定による常勤職員数の国

告を踏まえた給与改定部分を 当たり、一般管理部門の統合等による 会報告基準日である。なお、平成18年1月1日における職員

除く。）について5％以上の削 管理部門の合理化等の統合メリットを 数は旧3法人の職員数を合算したものである。

減を行うとともに、第１の１ 発現することにより、更なる人件費の

(5)の10％相当額の抑制を行う 削減を行う。 なお、センターの給与体系は国と同水準を維持しており、

に当たり、一般管理部門の統 平成21年度のラスパイレス指数（事務・技術職員）は99.0で

合等による管理部門の合理化 あった。

等の統合メリットを発現する

ことにより、更なる人件費の
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削減を行う。

また、国家公務員の給与構 また、国家公務員の給与構造改革に また、国家公務員の給与構造改革に併せ、人事院勧告及び

造改革に併せ、人事院勧告を 併せ、人事院勧告を踏まえて、役職員 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」を踏まえ、

踏まえて、役職員の給与につ の給与について必要な見直しを進め 俸給を引き下げるとともに、地域手当の支給割合の改定等を

いて必要な見直しを進める。 る。更に、「経済財政運営と構造改革 行い、人件費改革を進めた。

さらに、「経済財政運営と構造 に関する基本方針2006」に基づき、国

改革に関する基本方針2006」 家公務員の給与構造改革を踏まえ、人

に基づき、国家公務員の給与 件費改革を進めるものとする。

構造改革を踏まえ、人件費改

革を平成23年度まで継続する。

（参考）

平成17年度の人件費

5,175百万円

期初の常勤職員数 742 人

(注) 平成19年4月1日に統合した

旧肥飼検及び旧農薬検の平成

17年度の人件費及び期初の常

勤職員数（旧肥飼検1,081百

万円、149人、旧農薬検540百

万円、72人）を含む。なお、

平成19年4月1日の統合時にお

ける常勤職員数は、700人で

ある。

平成22年度の人件費見込み

4,641百万円

期末の常勤職員数 680 人

ただし、上記の額は、役員報

酬並びに職員基本給、職員諸手

当、超過勤務手当、休職者給与

及び国際機関等派遣職員給与に

相当する範囲の費用であり、今

後の人事院勧告を踏まえた給与

改定分は含んでいない。

(3) 人材の確保についての計画 (3) 人材の確保・育成 (3) 人材の確保・育成
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農林水産行政と連携した業 農林水産行政との連携を図り、セン 次に掲げる措置を講ずることにより、農林水産行政との連

務運営を推進するため、業務 ターの業務に必要な人材を確保するた 携を図り、センターの業務に必要な人材を確保した。

上密接な関連を有する消費・ め、次に掲げる措置を講ずる。

安全局を中心とした行政部局 ○ 人事交流については、農林水産省の ○ 農林水産省消費・安全局等と人事交流（転出51名、転入47

との円滑な人事交流を行う。 行政部局等と計画的に実施することと 名）を実施した。

し、一方に偏らないよう諸事情に即し、

双方が出し合うことを基本とする。

また、職員の採用に当たっ ○ 職員の採用に当たっては、業務の円 ○ 農学、化学等の試験区分の国家公務員試験等の合格者の中

ては、業務を遂行する上で必 滑な推進を図るため、分析の基礎的能 から12名を採用し、必要な人材を確保した。

要とされる分析の基礎的能力、 力、農林水産物や食品、生産資材の専

農林水産物や食品及び生産資 門的知識等を有する農学、化学等及び

材に関する専門的知識等を有 行政の試験区分の国家公務員試験合格

する農学、化学等及び行政の 者等から採用する。

試験区分の国家公務員試験合

格者を中心として採用する。 ○ 採用情報については、人事院が行う ○ 採用情報については、各センターで業務説明会等（38回）

官庁学生ツアー、大学等の就職説明会 を開催するほか、人事院が行う官庁業務合同説明会等（10回）

等への参加やインターネット等を活用 への参加、人事院が行う関東地区官庁学生ツアー（2回）に

した広報活動により、優秀な人材の確 おいての採用案内パンフレットの配布やインターネット等を

保に努める。 活用した広報活動を行い、優秀な人材の確保に努めた。

３ 積立金の処分に関する事項 ３ 積立金の処分に関する事項 ３ 積立金の処分に関する事項

前期中期目標期間繰越積立金 前期中期目標期間中の繰越積立金は、 前中期目標期間中の繰越積立金は、計画に基づき前中期目

は、前期中期目標期間中に自己 前期中期目標期間中に自己収入財源で取 標期間中に自己収入財源で取得し、当期中期目標期間へ繰り

収入財源で取得し、当期中期目 得し、当期中期目標期間へ繰り越した有 越した有形固定資産の減価償却に要する費用の平成21年度相

標期間へ繰り越した有形固定資 形固定資産の減価償却等に要する費用に 当額（331千円）を取り崩した。

産の減価償却等に要する費用に 充当する。

充当する。
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